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第 1 章 都市計画マスタープランとは 
 

１. 目的 

都市計画法により、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、市民の意見

を反映させながら、市町村が定めることが制度化されています。 

「三郷市都市計画マスタープラン」は、こうした法の主旨に基づき、三郷市をとり

まく時代潮流の変化や市民ニーズ、まちづくりの課題を的確にとらえ、ゆとりと豊か

さを真に実感できるまちの実現に向け、将来あるべき都市像やまちづくりの基本的な

方向性を示すことを目的に策定するものです。 

 

２. 位置づけ・役割 

「三郷市都市計画マスタープラン」は、「第５次三郷市総合計画」や国・埼玉県の計

画・構想に即し、都市計画の視点から施策の方針を示すものです。 

また、都市計画を決定・変更する際や個別の課題・地区について検討を行う場合、

まちづくりのルールの検討を行う場合の指針となるものです。 

さらに、市民・事業者・行政が共有するまちづくりの指針としての役割を果たしま

す。 

 

《三郷市都市計画マスタープランと関連計画等の関係》 

 

  

 

国・県の計画・構想 

・都市計画運用指針 

・まちづくり埼玉プラン 

・草加都市計画都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針 

第５次三郷市総合計画 

三郷市版総合戦略 

三郷市国土強靭化地域計画 

三郷市の分野別の計画 

みどり、防災、景観、福祉

等の関連計画 

都市計画の 

決定・変更 

まちづくりの 

ルールの検討 

個別の課題・地区 

についての検討 

まちづくりの実践 
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３. 計画期間 

「三郷市都市計画マスタープラン」は、令和３年度から令和 22 年度までの 20 年

間を計画期間とします。 

なお、今後、社会経済状況の変動等によりまちづくりの方向性に大きな変化が生じ

た際には、必要に応じて本計画の見直しを行うものとします。 

 

計画初年度  計画見直し年度  計画目標年度 

令和３年度  令和 12 年度  令和 22 年度 

 

 

４. 人口フレーム 

「第５次三郷市総合計画」と整合を図りながら、三郷市版人口ビジョンを踏まえ、

令和 22 年の人口を 14.0 万人と想定し、ゆとりある快適なまちづくりを進めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

基準年人口  中間年人口  目標年人口 

令和２年  令和 12 年  令和 22 年 

14.4 万人  14.8 万人  14.0 万人 
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５. 都市計画マスタープランの内容と構成 

「三郷市都市計画マスタープラン」は、「全体構想」、「地域別構想」、「実現方策」の

３つの項目から構成します。 

 

 

 

  

めざすべき将来都市像 

（１）まちづくりの視点 

（２）まちづくりの目標 

（３）将来都市構造 

都市計画マスタープランの推進に向けて 

 

地域別まちづくりの方針 

（１）彦成地域 

（２）北部地域 

（３）早稲田地域 

（４）中央地域 

（５）東和地域 

部門別まちづくりの方針 

（１）土地利用の方針 

（２）道路交通体系の整備方針 

（３）社会基盤施設の整備方針 

（４）

（５）  

（６）生活充実まちづくりの方針 

《地域別構想》 

《実現方策》 

《全体構想》 

●全体構想  

市全域を対象に、まちづくりの基本的な姿勢を「まちづくりの目標」や「将

来都市構造」として示しています。 

そして、基本的な姿勢を踏まえ、６つの部門に分けた「まちづくりの方針」

により、部門別のまちづくりの方向性を示しています。 

●地域別構想 

市全体を５つの地域に区分し、全体構想との整合や地域別に課題を整理しな

がら、地域特性を活かした「将来イメージ」や「まちづくりの方針」を示して

います。 

●実現方策  

都市計画マスタープランの実現に向けた基本的な考え方や都市計画諸制度、

推進体制等を示しています。 
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６. 将来のまちづくりに対する意向の把握 

「三郷市都市計画マスタープラン」は、市民の意見を幅広く計画に反映させるため、

「アンケート調査」の実施や「地域別ワークショップ」を開催し、計画の策定に活用

しています。 

また、三郷市都市計画審議会の専門部会として「三郷市都市計画マスタープラン策

定協議会※」を設置し、計画に関する意見をいただきました。 

さらにパブリック・コメント手続の実施により、市民に周知するとともに、意見を

お聞きしました。 

※三郷市都市計画審議会条例７条に基づき設置される部会 

委員構成は、都市計画に関する有識者および、公募による市民の代表２名を都

市計画審議会委員が兼任し、また、都市計画分野以外の充実を図るため、防災や

福祉、子育て等の分野から、主に市内で活動されている方を専門委員として迎え

ることで、地域性と専門性を兼ね備えた協議会組織としています。 

 

＜アンケート調査＞ 

調査期間 令和元年 10 月 

調査対象 18 歳以上の市内在住者 無作為抽出 

発送数 3,000 人 

回収数 972 人 

回収率 32.4％ 

 

＜地域別ワークショップ＞ 

令和２年10月から11月に５地域でそれぞれ開催し、まちづくりや都市計画

マスタープランについての紹介と、地域の現状や課題、将来イメージについて、

地域住民のみなさんに意見をいただきました。 

いただいた意見は、各地域のまちづくりの方針作成において活用しています。 

地域名 日程 会場 

彦成地域 令和２年 11 月９日（月） ピアラシティ交流センター 

北部地域 令和２年 11 月５日（木） 瑞沼市民センター 

早稲田地域 令和２年 11 月 16 日（月） 文化会館 

中央地域 令和２年 11 月 19 日（木） 三郷中央におどりプラザ 

東和地域 令和２年 10 月 29 日（木） 鷹野文化センター 

（新型コロナウイルス対策のため、会場規模に合わせた定員制により実施しました。） 
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＜パネル展示＞ 

都市計画マスタープランの内容や市民アンケートの調査結果、地域別ワーク

ショップでの意見について、パネル展示を行いました。 

日程 会場 

令和２年 12 月 21 日（月） 

～令和３年１月７日（木） 

ららほっとみさと 

（ららぽーと新三郷１F） 

令和３年３月 16 日（火） 

～令和３年３月 28 日（日） 

三郷市役所 

（市民ギャラリー１F） 

 

＜パブリック・コメント手続＞ 

意見募集期間 令和３年５月 25 日（火）～６月 25 日（金） 

意見募集対象 市内在住者、市内在勤者、市内在学者等 

意見数 20 件 

概要 
市ホームページと以下の施設にて案の公表、意見提出が

できるように実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パネル展示（ららほっとみさと、市民ギャラリー） 

地域別ワークショップ 
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第２章 全体構想 
 

１. めざすべき将来都市像 

（１）まちづくりの視点 

これからの三郷のまちをとらえる時、三郷市をとりまく広域的な視点や身近な市

民生活の視点からまちづくりの課題を考え、三郷らしさを備えた魅力ある都市とな

るよう、市民・事業者・行政が手をたずさえながら、総合的な視点に立ったまちづ

くりの方向性を見出していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まちづくりの視点 

社会・経済情勢 

①巨大災害の切迫 

②人口減少と少子高齢化 

③地球環境問題と食料・水・エネルギーの制約 

④情報化社会への急速な進展 

⑤ＳＤＧｓの取組み 

⑥新たな生活様式への対応 

まちの特性 

①２つの大河川にいだかれた水と緑に恵まれたまち 

②首都 20 ㎞圏に位置する交通利便性の高いまち 

③文化財や伝統芸能を通じて歴史文化を感じること

ができるまち 

④多様な都市機能をもった活力あるまち 

まちの課題 

①地震や風水害への対応 

②少子・超高齢社会に対応した住環境整備の推進 

③土地利用の適正化に向けた誘導 

④地球環境等への負荷の低減 

⑤公共施設やインフラの長寿命化 

市民意向 

①アンケート調査 

②地域別ワークショップ・パネル展示 

③パブリック・コメント手続 
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 社会・経済情勢  

我が国の社会・経済情勢は、激甚化する自然災害や人口減少・少子高齢化、情報通

信技術の進展等様々な分野において大きく変動しており、その中で持続可能な社会を

めざしていくための対応が求められています。 

 

① 巨大災害の切迫 

平成 23 年３月の東日本大震災の発生や、令和元年東日本台風等の気候変動に

よる風水害・土砂災害の激甚化は、人々の生命、財産に大きな被害をもたらして

います。また、発生確率が高いと言われている首都直下地震、南海トラフ巨大地

震は、発生した場合には多数の死傷者や経済的損失等、甚大な被害をもたらすと

予測されています。 

このため、災害を抑制するための対策、災害時でも機能不全に陥らない社会経

済システムの構築、平常時からの防災を意識した体制づくりや関係づくり等、防

災・減災に向けて総合的な取り組みを進めていくことが必要となっています。 

 

② 人口減少と少子高齢化 

我が国は平成20年をピークに人口減少局面に入り、令和35年には人口が１億

人を割り込むと推計されています。出生率が低下して少子化が進む一方で、高齢

化率は上昇を続け、世界のどの国も経験したことのない超高齢社会が到来してい

ます。 

長期的に我が国の人口を一定水準に保つとともに、将来にわたり活力ある地域

社会を維持していくため、誰もが働きやすく子どもを育てやすい環境を整備する

ことや、高齢者が幸せな生活を送ることができるようなまちづくりを推進してい

く必要があります。 

 

③ 地球環境問題と食料・水・エネルギーの制約 

我が国は既に人口減少局面に入っていますが、世界全体では平成 22 年に約 69

億人の人口が、令和32年には約96億人に達すると予測されており、食料・水・

エネルギーに対する需要も急激に伸びていくことが想定されます。 

さらに、地球温暖化の進行や生物多様性の減少等、地球環境問題は深刻化を増

しており、今世紀末の日本の平均気温は 4.4℃上昇する予測もあるなど、災害の

激甚化に加え、安定的な水資源の確保や農業生産への悪影響も懸念されており、

低炭素まちづくりや、資源等の安定的な供給に向けた取り組みを推進する必要が

あります。 

 

④ 情報化社会への急速な進展 

ＩＣＴ（情報通信技術）分野やＡＩ（人工知能）分野の著しい発展により、幅

広い分野において大きな変化をもたらしています。 

これらの技術革新を我々の暮らしや社会の向上に役立てていくことができるよ

う、その成果を社会全体で活用するために積極的に取り込んでいくことが必要と

なっています。   
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⑤ ＳＤＧｓの取組み 

世界が直面する環境、政治、経済の課題に取り組む一連の普遍的目標を示すた

め、平成28年に開始された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、平成12年にス

タートしたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の後継となる目標です。 

持続的な開発目標（ＳＤＧｓ）は、貧困等の対策、致命的な病気予防、すべて

の子どもへの初等教育普及をはじめとする開発優先課題に関し、普遍的な合意に

基づく測定可能な 17 の項目を含んでいます。 

地球上の「誰一人として取り残さない」という理念の下、社会・経済・環境を

めぐる様々な課題に対して、将来にわたって持続可能なまちづくりへの取り組み

を検討することが必要です。 

※持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）： 

国連サミットにおいて加盟 193 カ国の合意で採択された「持続可能な開発の

ための2030年アジェンダ」の中核を成す17のゴール（目標）とその下に設定

される 169 のターゲットで構成される国際目標。 

 

《持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国際連合広報センター 

 

 

➅ 新たな生活様式への対応 

令和元年12月以降、世界的な感染症の大流行に伴い、多くの感染者、重症者、

死亡者が発生したばかりではなく、社会や経済、個人の生活に至るまで幅広い分

野に深刻な影響を及ぼしました。 

私たちの生活においても、飛沫感染や接触感染、近距離での会話への対策を取

り入れた新たな生活様式への対応が求められ、リモートワークや在宅勤務による

働き方の変化等様々な分野におけるデジタル化の加速、身近な生活空間の豊かさ

への意識の高まり等が見られます。 

本市においても、感染症拡大の防止とともに、このような社会経済の変化を注

視しながら、新しい時代に対応した安全で暮らしやすいまちづくりへの取り組み

を進めていく必要があります。 
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 まちの特性と課題   

本市のまちの特徴として、その位置や自然的条件、歴史的背景、社会・経済情勢等

から４つの特性と５つの課題に対応したまちづくりが求められています。 

 

まちの特性 ① ２つの大河川にいだかれた水と緑に恵まれたまち 

本市は、江戸川と中川に挟まれた沖積平野（中川低地）に位置し、南北に細長

い市域をなしています。 

地形的には全般的に２～３ｍの標高をもつ平坦な低地で、２つの大河川や古い

流路跡に沿う微高地（自然堤防）と、それらの間にある低地（後背湿地）からで

きています。 

また、大場川、第二大場川、二郷半領用水路等の河川や用水路、市の中央部に

は昭和 54 年に完成した江戸川と中川を結ぶ三郷放水路、市南端には小
こ

合
あ い

溜
だ め

井
い

が

あり、これらの河川沿いの社寺林や屋敷林、農地とともに平坦な地形に変化を与

える水と緑が調和した良好な景観をつくりだしています。 

さらに、広大なゆとり空間である江戸川河川敷や県営みさと公園はスポーツや

レジャー・レクリエーションを楽しむ人々でにぎわい、市民のみならず近隣都市

から訪れる人々にも親しまれています。 

このようなことから、本市はかけがえのない資源である豊かな水と緑を活かし、

潤いとやすらぎあるまちとして、アピールできる要素を持っています。 

 

《地形図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国土調査（土地分類調査・水調査） 地形分類図 
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まちの特性 ② 首都 20 ㎞圏に位置する交通利便性の高いまち 

本市は東京都心部から20㎞圏に位置し、首都高速６号三郷線や常磐自動車道、

東京外環自動車道といった高速道路網を中心とした広域道路アクセスに恵まれて

います。東京外環自動車道が三郷南インターチェンジから高谷ジャンクションま

で開通したことや、今後、三郷料金所スマートインターチェンジのフルインター

化に伴い、周辺都市との人・もの・情報・文化の交流により、産業経済や市民生

活への波及効果が期待されています。 

また、市の中央部に東京都心部と筑波研究学園都市を結ぶ放射状の路線である

つくばエクスプレスにより、約20分で東京都心部にアクセスできるようになり、

今後は、東京駅への延伸が期待されています。 

このように本市は、暮らしの上でも産業活動の上でも広域的な交通利便性が大

変高いまちであることが大きな特性となっています。 

 

 

 

《交通網図》 
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まちの特性 ③ 文化財や伝統芸能を通じて歴史文化を感じることができる

まち 

本市の位置する中川低地は、1,000～1,500 年前に平野として形成され、新田

開発の進展とともに水田と集落が織りなす豊かな景観が生まれました。 

また幾世代にもわたる稲作文化を伝え

る文化財や伝統芸能として、市内には

五穀
ご こ く

豊穣
ほうじょう

を祈願して行われる二
に

郷
ご う

半
は ん

囃
ば や

子
し

・里神楽
さ と か ぐ ら

、三匹の獅子舞等の民俗文化

財が残されています。 

市内随所にみられるこれらの民俗文化

財は、この地とともに歩んできた祖先の

営みや文化を今に伝える歴史的な資源と

なっています。 

 

 

《歴史的な資源の位置図》 

 

  

三匹の獅子舞 
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まちの特性 ④ 多様な都市機能をもった活力あるまち 

本市では、三郷中央駅周辺、三郷インターチェンジ周辺、新三郷駅周辺等の計

画的なまちづくりにより、魅力ある良好な環境をもった住宅地、利便性の高い商

業・業務および流通系施設が立地するなど、優れた交通利便性や都市基盤整備事

業の進捗等を背景として、多様な都市機能が集積し、活力に満ちた都市が形成さ

れています。 

このうち、商業・業務機能については、ピアラシティや新三郷ららシティの大

規模商業施設を中心とした商業・業務・レジャー等の複合機能が集積した地域と

しての魅力の創出により、多くの人が集まる賑わいのあるまちづくりが期待され

ています。また、三郷中央駅周辺には、企業や商業・宿泊・公共施設等が立地し、

今後もつくばエクスプレスの利便性を活かした商業・業務・サービス機能、行政

サービス機能等が集積した地域として発展が期待されています。 

流通・工業機能については、三郷インターチェンジの南側を中心に、首都圏の

経済や生活を支える産業集積が進み、近年の流通機能の役割の高まりや、三郷北

部地区土地区画整理事業の施行により、さらに期待が高まっています。 

住宅地については、三郷駅周辺市街地やみさと団地等の都市基盤整備が行われ

た大規模な集合住宅地があり、ゆとりある街区構成と緑豊かな住環境を備えたま

ち並みが形成されています。また、江戸川や中川等自然堤防に沿って形成された

市街地や屋敷林、農地等が残った住宅地があります。 

 

《昭和のまちづくり略年表》              

年号 市政・都市計画・その他 道路・鉄道 

昭和 31 年 
・東和、彦成、早稲田の３村が合併し三郷

村が誕生 
 

39 年 ・町制施行  

41 年 ・三郷全域を都市計画区域に指定  

45 年 
・市街化区域、市街化調整区域、用途地域

の指定 
 

47 年 ・市制施行  

48 年 ・みさと団地入居開始 ・武蔵野線開通三郷駅開業 

54 年 ・三郷放水路完成  

55 年 ・早稲田団地入居開始 ・松戸・三郷有料橋開通 

56 年  ・共和橋完成 

57 年 
・市の人口が 10 万人を突破 

・早稲田土地区画整理事業完了 
 

58 年 
・市役所新庁舎落成 

・中川流域下水道終末処理センター完成 
 

60 年  

・常磐自動車道と首都高速６号三郷線が接

続し供用開始 

・潮郷橋開通 

・武蔵野線新三郷駅開業 

61 年 ・さつき平地区入居開始 ・武蔵野操車場の機能停止 
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《平成以降のまちづくり略年表》 

年号 市政・都市計画・その他 道路・鉄道 

平成元年 ・大場川下流排水機場完成  

２年 
・さつき平地区市街化区域編入、用途地域

の指定 
 

４年 ・一般廃棄物最終処分場竣工 

・東京外かく環状道路三郷 JCT～和光 IC 間

開通（高速部：東京外環自動車道 

一般部：国道 298 号） 

５年 ・消防・防災総合庁舎落成  

６年  ・半田運動公園完成 

８年 ・三郷中央地区市街化区域編入  

10 年 ・三郷インターＡ地区市街化区域編入  

11 年  
・国道 298 号市内全線暫定２車線供用開始 

・新三郷駅ホーム上下線１本化完了 

12 年 ・三郷中央地区用途地域の指定  

13 年 
・三郷市都市計画マスタープラン策定 

・大場川上流排水機場完成 
 

16 年 ・三郷インターＡ地区用途地域の指定  

17 年 ・ピアラシティ開業 

・国道 298 号市内全線４車線供用開始 

・つくばエクスプレス開通三郷中央駅開業 

・東京外環自動車道三郷 JCT～三郷南 IC 間

開通 

19 年 

・三郷スカイパーク開園 

・武蔵野操車場跡地（新三郷ららシティ）

地区地区計画の決定 

 

20 年 
・新三郷ららシティ商業施設開業 

・におどり公園開園 
・三郷料金所スマート IC 開設 

21 年 

・三郷インター南部地区市街化区域編入、

用途地域の指定 

・景観条例の制定 

 

22 年 
・新三郷ららシティ地区市街化区域編入、

用途地域の指定 
 

27 年 

・土地区画整理事業３地区の換地処分 

（三郷中央地区、三郷インターＡ地区、 

三郷インター南部地区） 

・新中川橋開通 

28 年 
・三郷インター南部南地区市街化区域編

入、用途地域の指定 
 

29 年 ・市の人口が 14 万人を突破  

30 年 ・三郷市陸上競技場公園開園 
・東京外環自動車道三郷南 IC～高谷 JCT 間

開通、三郷中央 IC 開設 

令和２年 

・三郷北部地区市街化区域編入、用途地域

の指定 

・三郷インター南部南地区 換地処分 

・三郷料金所スマート IC 大型車利用開始 
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《市街地拡大の経過》 

昭和 40 年代前半までの本市の都市構造（まちの骨格的な構造）は、江戸川・中川

に挟まれた低地帯に位置し、水（治水・利水等）との深い関わりの中で自然堤防上に

集落が点在していました。 

その後、東京都区部からの都市化の圧力を受ける形で、都内に近接する市内南部地

域から河川沿いの自然堤防を北上しながら市街地が拡大し、昭和 47 年の市制施行以

降は、武蔵野線の開通やみさと団地の建設等、新しい市街地が形成され、近郊農村か

ら首都圏の住宅都市として本格的な成長期を迎えました。 

昭和 50 年代に入り、悲願の治水対策であった三郷放水路の完成、早稲田土地区画

整理事業の完了、その後の首都高速６号三郷線や常磐自動車道、東京外環自動車道の

開通による高速交通体系の確立等により、快適な都市としての基盤が整ってきました。 

また、平成 17 年のつくばエクスプレスの開通と、平成 30 年の東京外環自動車道

三郷南インターチェンジ～高谷ジャンクション間の開通による広域交通ネットワーク

の強化に伴い、本市と東京都心部や千葉方面とがより緊密に繋がることになりました。 
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まちの課題 ① 地震や風水害への対応 

近年の災害は、大規模地震、大型台風の襲来、集中豪雨、河川の氾濫等が頻発

し、これまで予測されていなかった地域において発生することや被害が激甚化す

るなど、想定を超えたかたちで襲ってきています。 

「三郷市地域防災計画」では、東京湾北部地震をはじめ、深刻な被害が見込ま

れる大規模災害等、近年の大規模災害からの教訓や社会情勢の変化を踏まえた災

害対策の充実・強化を図るものとしています。 

本市は江戸川、中川等の河川に囲まれており、なおかつ市域の大部分の標高が

低いため江戸川や利根川が氾濫した場合、「三郷市水害ハザードマップ」では、ほ

ぼ市全域が浸水する可能性があることを想定しています。 

また、近年は、全国各地で短時間に急激な降雨をもたらす集中豪雨等によって、

内水氾濫による浸水被害が発生しており、水害への十分な備えが必要です。 

今後は､すべての市民が安全に災害への対応ができるよう､都市基盤整備や避難

所の確保等ハード面の充実とともに、ハザードマップの市民への更なる周知や、

行政と市民の協力による防災体制の整備を推進するなど、災害への対応力を強化

していく必要があります。 

 

 

《水害ハザードマップ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：三郷市水害ハザードマップ（平成 31年３月発行）より抜粋 
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まちの課題 ② 少子・超高齢社会に対応した住環境整備の推進 

本市の人口は、三郷市の前身である三郷村が誕生した昭和 31 年には 1.7 万人

ほどでしたが、昭和 47 年の市制施行の時には５万人となり、その後の急激な人

口増加により、平成７年には 13.3 万人になりました。 

その後、ゆるやかな減少傾向が続き、平成 17 年には 12.8 万人となりました

が、平成 17 年８月のつくばエクスプレス開通後は再び増加に転じ、平成 29 年

12 月には 14 万人に達し、その後も増加傾向が続いています。 

また、年少人口率が昭和 55 年より低下して近年は横ばいとなっており、高齢

化率は、平成 27 年には 24.7％と４人に１人が高齢者となりましたが、今後はさ

らに上昇して令和 22 年には 34.1％とほぼ３人に１人になると見込まれているた

め、人口の変化に対応できるまちづくりが必要です。 

一方で、子育て世代の転入や女性の就業率が増加しており、保護者が働いてい

る間に子どもが安全に安心して過ごせる居場所づくりが求められています。  

高齢化が進む中、高齢者がいきいきと暮らせる環境を実現するために、安全で

効率的な道路網の整備による公共交通の充実等とともに、日常的な生活利便性を

徒歩圏内で享受できるようなまちづくりの実現が必要になると考えられます。 

さらに、子育て世代から高齢者までの多様な居住ニーズに対応した市街地の形

成や地域コミュニティの充実、安全で快適な質の高い生活環境と持続可能なまち

づくりを実現する必要があります。 

 

 

《市の人口等の移り変わり》 

 

 

  

人口推計（目標と

する人口推移） 
国勢調査人口 

資料：国勢調査、住民基本台帳、三郷市版人口ビジョン（令和元年度）、 国立社会保障・人

口問題研究所による推計 
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まちの課題 ③ 土地利用の適正化に向けた誘導 

本市では、土地区画整理事業等による計画的なまちづくりが進められた区域に

おいては、それぞれに適した土地利用が実現しています。 

しかし、地域によっては、建物が密集した市街地や一般道路における交通渋滞、

幅員の狭い生活道路、公共下水道の未整備、公園等のオープンスペースの不足等、

都市基盤の整備水準には課題が残されています。 

さらに、主に市街化調整区域においては、都市計画法や建築基準法による規制

を受けない資材置き場や残土置き場等、景観上や周辺の農地に悪影響を与えてい

る地区も見られ、その解消を図ることが土地利用上の重要な課題となっています。 

今後、幹線道路の整備等により都市化が高まり、土地利用の変化が見込まれる

地区について無秩序な開発が懸念されるため、適切な土地利用を誘導できるよう

な対策が必要となっています。 

こうした状況を踏まえ、引き続き地域の課題を的確にとらえながら、総合的な

視点に立ったまちづくりに取り組むとともに、社会動向の変化や市民ニーズに対

応した着実な都市基盤の整備や都市の活性化が求められています。 

 

まちの課題 ④ 地球環境等への負荷の低減 

現在、地球温暖化、オゾン層の破壊、森林の減少、大気や河川の汚染による都

市環境・生活環境の悪化等、様々な環境問題が生じています。特に、地球温暖化

は台風の大型化や集中豪雨の多発による人的・経済的被害を引き起こす要因とも

なっています。 

このため、本市においても「三郷市環境基本計画」に基づき、行政や事業所は

もちろんのこと、市民の一人ひとりが温室効果ガス排出量の削減に努めることや、

再生可能エネルギーの有効活用や資源の再利用を促進し、エネルギー効率を高め、

循環型社会の実現を図るなど、積極的な取り組みが必要となっています。 

 

まちの課題 ⑤ 公共施設やインフラの長寿命化 

本市の公共施設や道路、上下水道等の

インフラは、昭和 40～50 年代に集中的

に建設されています。 

今後、老朽化の進行に伴い、既存施設

の機能を適切に保つための建替や大規模

改修等にかかる費用が集中し、これに充

当できる財源不足が顕在化、深刻化する

おそれがあります。 

このため、施設数の縮減等施設配置の

見直しや複合化・多機能化の検討が必要

となっています。 

 

 

  

幸房小学校の大規模改修（平成 27年） 
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《都市計画図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：三郷市都市計画図（令和２年７月） 
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《土地利用現況図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：三郷市都市計画基礎調査（基準年平成 27年）  
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 市民意向（アンケート調査）   

 

＜アンケート調査の実施＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●これからの三郷市全体の土地利用を考えるにあたって望ましい取組みについ

て 

「駅周辺等に様々な施設の誘致を進める」が最も多く、以下「車がなくて

も利用しやすいまちづくりを行う」、「生活に身近な道路・公園の整備を進め

る」、「企業の誘致を進める」が続いています。 

 

 

  

調査期間 令和元年 10 月 

調査対象 
18 歳以上の市内在住者 

無作為抽出 

発送数 3,000 人 

回収数 972 人 

回収率 32.4％ 

選択項目
回答数

(複数回答）

割　　合

0　　  　 10　　  　　20　 　  　30　   　　40　　　  　50　 　 　　60

都市の利便性を高めるため、駅周辺等に商業施設や企業、病
院、公共施設など、様々な施設の誘致を進める

432 45.2%

既存の商店街を活性化させ、車がなくても利用しや
すいまちづくりを行う

373 39.1%

毎日の暮らしやすさを高めるため、生活に身近な道
路・公園の整備を進める

309 32.4%

雇用の場と市の税収の安定確保のため、企業の誘致
を進める

242 25.3%

都市型農業の振興や田園風景を維持･保全する 116 12.1%

国道や県道等幹線道路沿いに、商業施設や娯楽施設
の誘致を進める

106 11.1%

転入してくる人の住まいの受け皿となる、新しい住
宅地を整備する

71 7.4%

歴史資源の保全や文化、レクリエーション施設の整
備を進める

55 5.8%

その他 44 4.6%

合計 1,748 183.0%

回答者数 955 100.0%

未回答者数 17
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●魅力や特徴あるまちづくりを進める上で考えられるまちづくりのイメージに

ついて 

「高齢者、障がい者やその家族が安心して暮らせるまち」、「バス･鉄道等

の乗り継ぎがしやすいまち」、「災害時も安心できるまち」、「安全に安心して

歩けるまち」、「子育てしやすいまち」の各項目の選択が多く、福祉、交通利

便、防災、安全な歩行空間、子育て環境を重視したまちづくりが望まれてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●住宅地または個々の住宅について、今後力をいれていく必要がある取組みに

ついて 

「狭い生活道路の改善等による既存住宅地の防災力の向上」、「下水道や公

園の整備・改善等既存住宅地の居住環境の向上」、「空き家住宅の有効活用や

中古住宅の流通促進」の３項目が主な選択項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択項目
回答数

(複数回答）

割　　合

0　　  　 10　　  　　20　 　  　30　   　　40　　　  　50　 　 　　60

421 44.2%

バス･鉄道等の乗り継ぎがしやすいまち 383 40.2%

防災拠点などが充実し、災害時も安心できるまち 370 38.8%

歩行者が安全に安心して歩けるまち 332 34.8%

保育・児童施設や公園などが充実し、子育てしやす
いまち

315 33.1%

魅力のあるお店が多く、にぎわいのあるまち 207 21.7%

様々な働く場所がある活気のあるまち 204 21.4%

魅力のある街並みがあり、市外の人が訪れたくなる
まち

160 16.8%

人と会うのが楽しくなる、憩いの広場のあるまち 94 9.9%

河川、用水路など豊かな水辺に親しめるまち 91 9.5%

美しい田園の風景が広がるまち 79 8.3%

その他 30 3.1%

合計 2,265 237.7%

回答者数 953 100.0%

未回答者数 19

福祉施設等が充実し、高齢者、障がい者やその家族
が安心して暮らせるまち

選択項目
回答数

(複数回答）

割　　合

0　　   　10　　  　　20　 　  　30　   　　40　　　  　50　　　　  60

狭い生活道路の改善等による既存住宅地の防災力の
向上

412 43.6%

下水道や公園の整備・改善など既存住宅地の居住環
境の向上

372 39.4%

空き家住宅の有効活用や中古住宅の流通促進 339 35.9%

住宅の耐震化や老朽化した住宅の建替えの促進 185 19.6%

太陽光発電や蓄電池の導入支援など環境にやさしい
住宅の普及

148 15.7%

庭木や生け垣等による緑豊かな住宅地づくり 101 10.7%

わからない 51 5.4%

新しい住宅地の開発促進 50 5.3%

高層マンションの建設促進 23 2.4%

その他 18 1.9%

合計 1,699 179.8%

回答者数 945 100.0%

未回答者数 27
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●子育てしやすい環境を整備するために、今後力をいれていく必要がある取組

みについて 

「子どもが安心して暮らせる環境の整備」43.0％が最も多く、ほぼこれ

に並んで「保育所・認定こども園等の整備」が選択されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●道路の整備に関して、特にどのようなことに優先的に取り組むことが必要か

について 

道路整備については、「歩道の拡幅や段差の解消などバリアフリー化に向

けた安全な道路の整備」が最も多く 28.6％、次いで「渋滞を解消するため

の道路の整備」24.1％となっています。 

また、「狭い道路の解消のための身近な道路の整備」と「快適かつ安全な

走行のための自転車専用道路の整備」がともに 18.6％で並んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択項目
回答数

(複数回答）

割　　合

0　　  　 10　　  　　20　 　  　30　   　　40　　　  　50　 　 　　60

道路や公園等子どもが安心して暮らせる環境の整備 402 43.0%

保育所・認定こども園等の整備 394 42.1%

幼稚園・保育所の開所時間の延長 270 28.9%

子育て家庭への住宅の確保や家賃の補助 183 19.6%

子ども食堂等の子どもの居場所づくりの整備 143 15.3%

公共施設や駅、商業施設のバリアフリー化 105 11.2%

子育て中の親が集える場所の整備 84 9.0%

その他 44 4.7%

誰でも自由におむつ替えや授乳ができる｢赤ちゃんの
駅｣の整備

40 4.3%

合計 1,665 178.1%

回答者数 935 100.0%

未回答者数 37

選択項目
回答数

(複数回答）

割　　合

0　　  　 10　　  　　20　 　  　30　   　　40　　　  　50　 　 　　60

渋滞を解消するための道路の整備 234件 24.1%

狭い道路の解消のための身近な道路の整備 181件 18.6%

歩道拡幅や段差解消など、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化に向けた安全な
道路の整備

278件 28.6%

自転車の快適かつ安全な走行のための自転車専用道
路の整備

181件 18.6%

街路樹や花壇の設置などによる景観の美しい道路の
整備

51件 5.2%

その他 28 2.9%

未回答 19 2.0%

合計 972件 100.0%
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●交通環境の改善について、どのようなことに重点的に取り組む必要があるか

について 

交通環境の改善に向けて重点的に取り組むべきことについては、「日常生

活を支えるきめ細かな公共交通の充実」が 51.3％で突出して多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●三郷市に住み続けることについて 

「住み続けたい」と「当分の間住み続けたい」の合計は 81.5％に達して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択項目
回答数

(複数回答）

割　　合

0　　  　 10　　  　　20　 　  　30　   　　40　　　  　50　 　 　　60

バスと鉄道の乗り継ぎの利便性向上 191件 19.7%

公共施設や観光施設などを経由する市内バス路線の
充実

147件 15.1%

通院や買い物など日常生活を支えるきめ細かな公共
交通の充実

499件 51.3%

駐車場や案内板等の設置による自動車に対応した交
通環境整備

70件 7.2%

その他 35件 3.6%

未回答 30件 3.1%

合計 972件 100.0%

選択項目 回答数
割　　合

0　　  　 10　　  　　20　 　  　30　   　　40　　　  　50　 　 　　60

ずっと住みつづけたい 482 49.6%

当分の間は住みつづけたい 310 31.9%

わからない 86 8.8%

市外に転居したい 43 4.4%

市内の利便性が高い地域に転居したい 34 3.5%

未回答 17 1.7%

合計 972 100.0%
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（２）まちづくりの目標 

都市計画マスタープランでは、｢第５次三郷市総合計画｣に掲げる将来都市像『「き

らりとひかる田園都市みさと」～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～』の実現

に向けて、都市計画の視点から「住み・働き・学び・憩う」の各機能のバランスが

とれた、個性的で創造的な魅力と活力ある都市の形成を進めます。 

そのため、将来都市像の実現に向かって次の４つの目標を掲げ、これまで培って

きた人的・物的資源や潜在的な可能性を十分に活かしながら、市民・事業者・行政

が互いに心と力を合わせた協働によるまちづくりを推進します。 

 

〈将来都市像〉 

 

 

 

 

 

 

〈まちづくりの目標〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈パートナーシップのまちづくり〉 

 

 

 

 

 

 

  

①都市基盤の充実した活力あるまちづくり 

②災害に強く安心して住めるまちづくり 

③水と緑、優れた景観を活かした魅力的なまちづくり 

④すべての人にやさしい住み続けたくなるまちづくり 

「きらりとひかる田園都市みさと」 

～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～ 

市民

行政事業者
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《まちづくりの目標》 

まちづくりの目標① 都市基盤の充実した活力あるまちづくり 

道路ネットワークや都市施設等の整備を図り、都市的土地利用を推進し、

多様な機能を備えた利便性の高いまちの形成をめざします。 

地域経済の活性化と雇用創出をもたらし、市民生活を支える活力あるまち

づくりをめざします。 

 

まちづくりの目標② 災害に強く安心して住めるまちづくり 

防災・減災力の向上による安全・安心なまちづくりの推進や、道路や上下

水道等のライフラインの耐震化、長寿命化等への対応による、災害に強いま

ちの形成をめざします。 

市民・事業者・行政が連携を図りながら、誰もが安全、安心に暮らせるま

ちづくりをめざします。 

 

まちづくりの目標③ 水と緑、優れた景観を活かした魅力的なまちづくり 

農地や自然環境を保全するとともに、水辺空間を活かした緑道、公園整備

による水と緑のネットワークを形成し、美しく潤いあるまちの形成をめざし

ます。 

良好な景観形成によるにぎわいの創出により魅力的なまちづくりをめざし

ます。 

 

まちづくりの目標④ すべての人にやさしい住み続けたくなるまちづくり 

すべての人が住みやすく安心して暮らせるよう、ユニバーサル社会の実現

に向けた取り組みや、住環境の充実、福祉による支援体制の充実、子育て環

境の向上を図り、循環型社会の構築により住み続けたくなるまちの形成をめ

ざします。 

文化・教育・スポーツ・レクリエーションを通じ、子どもの夢を育み、

様々な活動や多世代の交流によるコミュニティの充実を図り魅力的なまちづ

くりをめざします。 
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（３）将来都市構造 

将来都市構造とは将来都市像やまちづくりの目標の達成を目指して、市域全   

体の特徴や骨格を空間的かつ概念的に表し、目指すべき将来の都市の姿を分かりや

すく示したもので、それを描いたものが将来都市構造図です。 

 

１）拠点の形成 

「商業・業務機能」、「生活サービス機能」、「交流機能」、「産業機能」などの都

市機能を持った地域を形成し、市民が住み、働き、学び、楽しみやすい場所とな

る土地利用の魅力づけを行いながら、市民生活や都市活動、産業活動の中心的な

役割を担う地区を「拠点」として位置づけ、バランスのとれた都市構造の構築を

図ります。 

 

① 地域拠点 

「商業・業務機能」、「生活サービス機能」、「交流機能」などの都市機能を

持った、市民生活や都市活動の中心となる人に選ばれる拠点形成を図ります。 

このうち、市の顔として相応しい機能を集積する地域を「都市交流拠点」と

します。 

●都市交流拠点（三郷中央駅周辺） 

商業・業務・サービス機能、行政サービスなどの複合機能を集積する「都市

交流拠点」として、にぎわいと活気ある快適な都市空間の形成により、市のシ

ンボルとなる都市拠点づくりを目指します。 

●地域拠点（新三郷駅周辺、三郷インターチェンジ周辺） 

商業・業務・レジャー・教育・住宅などの複合機能を集積する「地域拠点」

として、広域からの利用も想定した各機能の集積と都市型住宅の立地による人、

物、情報・文化などが行き交う、ふれあいとにぎわいの拠点づくりを目指しま

す。 

●地域拠点（三郷駅周辺） 

近隣型の商業・業務機能を集積する「地域拠点」として、地域の生活機能の

充実など、利便性の向上や地域の活性化の核となる拠点づくりを目指します。 

●地域拠点（三郷南インターチェンジ周辺） 

近隣型の商業・業務・交流機能を集積する「地域拠点」として、地域の防災

機能や交通機能の充実など、利便性の向上や活性化の核となる拠点づくりを目

指します。 

 

② 産業拠点 

「産業機能」の都市機能を持った、産業活動の中心となる企業に選ばれる拠

点形成を図ります。 

●産業拠点（三郷インターチェンジ周辺、三郷料金所スマートインターチェンジ

周辺、三郷吉川線沿道） 

業務・流通・工業などの多様な産業機能を集積する「産業拠点」として、生

産や物流などを担う拠点づくりを目指します。 
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③ 産業振興地区 

ネットワーク軸に位置づけをした路線のうち、都市計画道路の整備が予定さ

れる区域の一部を、都市計画道路整備と面的な土地利用計画との連動性を重視

する地区として「産業振興地区」と位置づけます。 

市の産業が持続的なものとなり、さらなる活力向上に資するべく、物流施設

を始めとする流通機能、道の駅やバスターミナルなどの交通機能、都市型農業

の振興を図る農業生産機能など、ネットワーク軸の確立と併せ、周辺環境との

調和を図りながら、新たな拠点の候補となるような土地利用を目指します。 

 

２）核の形成 

① 防災減災核 

防災減災意識の高揚や備蓄品の充実など防災・減災力の向上を図り、災害に

強いまちづくりを推進するため、市役所本庁舎、消防・防災総合庁舎、整備予

定の防災機能を有する公共施設の周辺を「防災減災核」と位置づけ、市民の生

命と暮らしを守る地域づくりを目指します。 

 

② レクリエーション核 

スポーツを通じた健康増進、観光やイベントなどを活用したにぎわいの創出

など、人が集い、情報を発信する場所として「レクリエーション核」と位置づ

けます。 

早稲田公園・三郷市文化会館、江戸川運動公園・三郷緊急用船着場、三郷市

陸上競技場公園・番匠免運動公園・三郷スカイパーク、におどり公園・三郷中

央におどりプラザ、県営みさと公園などにおいて、スポーツ・レクリエーショ

ンを通じたまちづくり、元気な地域づくりを目指します。 

 

３）ネットワーク軸の形成 

拠点間及び拠点と周辺都市を結ぶ本市の骨格となる道路とその沿道について、

都市に魅力と活力を与え、市内外の活発な交流を促進する連続的な空間を形成す

る「ネットワーク軸」と位置づけます。 

 

４）水と緑の骨格軸の形成 

生活に潤いと安らぎを与える空間を形成するため、江戸川、中川、小
こ

合
あ い

溜
だ め

井
い

、

三郷放水路を自然環境とレクリエーション機能を備えた「水と緑の骨格軸」と位

置づけます。 
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【将来都市構造図】 
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２．部門別まちづくりの方針 

部門別まちづくりの方針は、将来都市像の実現に向けて掲げた「まちづくりの目標」

を達成するため、まちづくりの方針を、６つの部門別に示したものです。 

体系図には、まちづくりの目標と部門別まちづくりの方針との対応を示しています。 

 

 

  

 

き
ら
り
と
ひ
か
る
田
園
都
市
み
さ
と 

まちづくりの目標  

①都市基盤の充実した
活力あるまちづくり 

②災害に強く安心して
住めるまちづくり 

③水と緑、優れた景観
を活かした魅力的な
まちづくり 

④すべての人にやさし
い住み続けたくなる
まちづくり 

１）計画的で多様な機能を備えた 

市街地の形成 

２）自然環境と調和したまちづくり 

の推進 

(１) 土地利用の方針 

１）上水道の整備方針 

２）下水道施設等の整備方針 

３）河川・水路の整備方針 

４）生活環境施設の整備方針 

(３) 社会基盤施設の整備方針 

１）震災に強いまちづくりの推進 

２）風水害に強いまちづくりの推進 

３）行政と市民が一体となった 

防災体制の推進 

４）災害を見据えたまちづくりへの 

取組み 

(４) 防災・減災まちづくりの方針 

１）地域にふさわしい景観の形成 

２）水と緑の拠点・ネットワークの 

形成 

３）緑がいきいきとしたまち並みの 

形成 

４）緑と景観のまちづくりを支える 

意識の高揚 

(５) みどり・景観まちづくりの方針 

１）すべての人にやさしい 

まちづくりの推進 

２）持続可能なまちづくりの展開 

３）定住性の高いまちづくりの推進 

４）公共施設等を活用した魅力ある 

まちづくりの推進 

(６) 生活充実まちづくりの方針 

部門別まちづくりの方針 

１）道路体系の確立 

２）安全・快適な歩行空間の形成 

３）交通体系の確立 

４）魅力ある美しい道づくり 

(２) 道路交通体系の整備方針 
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(1)－1)－①良好な住宅市街地の形成 
－②幹線道路沿道にふさわしい市街地の形成 
－③地域経済の活性化につながる魅力と活力ある市街地の形成 

(1)－2)－①緑を活かした土地利用の創造 
 

(2)－1)－①自動車専用道路の整備 
－②幹線道路の整備・計画 
－③生活道路の整備・改善 
－④安全・安心な道づくり 

(2)－2)－①ユニバーサルデザインの考え方に配慮した歩行空間づくり 
－②河川・用水路沿いの歩行空間づくり 
－③身近な水路等を活用した歩行空間づくり 
－④商店街での買い物空間づくり 
－⑤安全な歩行空間づくり 

(2)－3)－①鉄道利便性の向上 
－②バス交通の確保 
－③自転車活用の推進 
－④水上交通の検討 
－⑤ＭａａＳをはじめとする新たな交通システムの検討 

(2)－4)－①魅力ある道づくり 
－②道路環境の美化 
－③歩きたくなる道づくり 

 
(3)－1)－①良質な水の安定供給 

－②配水管等の老朽化対策の推進 

(3)－2)－①下水道の整備推進による生活環境の向上 
－②下水道管等の耐震化・老朽化対策の推進 
－③合併浄化槽の普及促進 

(3)－3)－①水害に強い河川・水路等の整備 
－②河川・水路空間の有効活用 

(3)－4)－①廃棄物処理施設等の整備 
－②その他の施設の維持管理 

 
(4)－1)－①市街地の安全性の向上 

－②防災減災核の充実と防災拠点のネットワーク化による安全性の向上 
－③安全な建築物・ライフラインの確保 

(4)－2)－①河川の治水安全度の向上 
－②台風等の強風対策の推進 

(4)－3)－①防災・減災意識の高揚と自主防災組織の育成・強化 
 

(5)－1)－①駅景観拠点の形成 
－②道路・鉄道による景観軸の形成 
－③屋外広告物の規制・誘導 

(5)－2)－①緑のレクリエーション拠点の形成 
－②身近な緑の空間形成 
－③水と緑のネットワークの形成 

(5)－3)－①まとまりのある緑の保全・活用 
－②公共施設・空間の緑化推進 
－③市街地の緑化推進 

(5)－4)－①市民意識の高揚 
－②緑化活動の推進 
－③不用樹木再利用の推進 

 
(6)－1)－①ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり 

－②子どもと子育て世代の生活環境に配慮したまちづくり 
－③高齢者や障がい者が安心して生活できるまちづくり 

(6)－2)－①環境に配慮したまちづくりの推進 

(6)－3)－①住宅施策の充実 
－②多様なライフスタイルに対応した住宅・住宅地の環境整備 
－③安全・快適な住環境のルールづくり 
－④都市基盤整備事業と連携した住宅供給の促進 
－⑤安全・安心な防犯のまちづくり 

(6)－4)－①公共施設等の有効活用によるコミュニティの創出 
－②レクリエーション核を活用したまちづくり 
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方針１ 計画的で多様な機能を備えた 
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（１）土地利用の方針 

土地利用の方針 

１）計画的で多様

な機能を備えた

市街地の形成 

①良好な住宅市街地の形成 

ａ）専用住宅地 

ａ）－１低層住宅地 

ａ）－２中低層住宅地 

ｂ）一般住宅地 

ｃ）集合住宅地 

②幹線道路沿道にふさわ

しい市街地の形成 
ａ）沿道利用地 

③地域経済の活性化につ

ながる魅力と活力ある

市街地の形成 

ａ）住工共存地 

ｂ）流通業務・工業地 

ｃ）商業地 

ｄ）複合型商業地 

ｅ）近隣商業地 

ｆ）複合利用地 

ｇ）生産緑地地区 

２）自然環境と調

和 したまちづ

くりの推進 

①緑を活かした土地利用

の創造 
ａ）環境調整地区 

 

  



第２章 全体構想 ２．部門別まちづくりの方針 （１）土地利用の方針 

36 

 基本的な考え方  

土地利用の現況や市街地の形成過程等を踏まえるとともに、自然環境との調和や地

域経済の活性化、防災性の向上を視野において、定住性の高いゆとりある住宅地の形

成と市内産業の発展に寄与する土地利用の実現をめざします。 

また、ライフスタイルの多様化に対応し、誰もが安全で快適な生活を送ることがで

きる、利便性の高い市街地を形成します。 

このため、地域の特性に適合した地域地区の指定、地区計画制度や開発許可制度の

運用、土地区画整理事業等の市街地開発事業の導入等により、きめ細かなまちづくり

を進めます。 

今後の人口減少や少子高齢化に対応した、将来にわたって安全で快適なまちづくり

を持続するため、コンパクトで利便性の高い市街地の形成に向けて検討を行います。 

住宅市街地については、緑豊かな住環境の保全・創造と、道路、公園、下水道等が

充実した質の高い住宅地の形成を図ります。 

農地は、農業生産に加え、防災空間、憩いの空間等の機能をもつ貴重な緑の空間と

して農地所有者の意向等を踏まえながらその保全を図ります。 

水災害の被害が大きいと判断される一部の地域については、適切な措置を講じたう

えで安全な土地利用を図ります。 

 

 

 方針１ 計画的で多様な機能を備えた市街地の形成  

都市基盤の整備状況や交通網等地域の特性に応じた住宅や商業、業務、流通、工

業等の都市機能の配置・誘導と、安全で安心した生活を送ることができる環境づく

りをめざします。 

 

１）現況・課題 

・都市基盤整備が行われた市街地は、良好な市街地環境の維持、保全を図りつつ、

様々な世代が暮らしやすい市街地形成を図る必要があります。 

・都市基盤整備が完了していない既成市街地については、地区の特性にあった防

災性の高い市街地形成を図る必要があります。 

・将来都市構造において拠点に位置づけられた地域は、それぞれの特性に適合し

た都市機能の集積を図る必要があります。 
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２）具体的な方針 

① 良好な住宅市街地の形成 

ａ）専用住宅地 

ａ）－１ 低層住宅地 

・高密度化や建物用途の混在を抑制

し、一戸建ての住宅を中心とした住

宅地の形成を図ります。 

・既成市街地では、道路や公園、下水

道等の整備を推進しながら安全・安

心に生活できる居住環境の向上を図

ります。 

・都市基盤整備がなされた住宅地は、

現在の良好な住環境を維持しつつ、

さらに魅力を高めます。 

・低層住宅地の一部区域を土地利用検討地区とし、誰もが日常生活を安心して

暮らせる環境の実現をめざし、徒歩圏内で日常的な購買活動等ができる生活

利便性の向上や土地利用を検討します。また、地域コミュニティの活性化を

含め、地域住民のニーズに沿った持続可能なまちづくりを検討します。 

ａ）－２ 中低層住宅地 

・日影等の居住環境や防災面に配慮し、戸建て住宅やマンションを中心とした

住宅と一定規模までの店舗等必要な利便施設が立地する住宅地の形成を図り

ます。 

・既成市街地では、道路や公園、下水道等の整備を推進しながら安全・安心に

生活できる居住環境の向上を図ります。 

・都市基盤整備がなされた住宅地は、現在の良好な住環境を維持しつつ、さら

に魅力を高めます。 

ｂ）一般住宅地 

・多様な住宅ニーズに対応した、生活

利便性を向上させるための店舗等が

立地する住宅地の形成を図ります。 

・既成市街地では、道路や公園、下水

道等の整備を推進しながら安全・安

心に生活できる居住環境の向上を図

ります。 

・鉄道駅周辺は、様々な世代の市民が

共存する利便性の高い住宅地の形成

をめざします。 

・都市基盤が整備される住宅地は、良好な住環境づくりに向けた適切な誘導を

図ります。また、都市基盤整備がなされた住宅地は、現在の良好な環境を維

持しつつ、さらに魅力を高めます。 
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ｃ）集合住宅地 

・ゆとりある街区構成と緑豊かな住環境を活かし、商業施設や公共公益施設等

の生活利便施設が整った様々な世代の市民が共存する質の高い住宅地の保全

を図ります。 

・みさと団地や早稲田団地等の大規模住宅団地では、様々な世代が安心して暮

らし続けられる環境を実現するため、地域の持続可能性を高める都市機能の

集約化等に向けて、関係機関との連携を図りながら検討を行います。 

 

② 幹線道路沿道にふさわしい市街地の形成 

ａ）沿道利用地 

・都市基盤整備がなされ、高い交通結

節機能をもった沿道市街地は、自動

車交通の利便性を活かした、中層の

商業施設等沿道サービス施設の立地

を誘導します。 

・沿道施設における駐車場の確保や歩

行者空間の充実と併せ、統一感とに

ぎわいのあるまち並みの形成を誘導

します。 

・沿道利用地の中川に面する一部区域を土地利用検討地区とし、誰もが日常生

活を安心して暮らせる環境の実現をめざし、徒歩圏内で日常的な購買活動等

ができる生活利便性の向上や、用途地域の最適化による沿道サービス施設の

立地誘導を検討します。また、地域コミュニティの活性化を含め、地域住民

のニーズに沿った持続可能なまちづくりを検討します。 

 

③ 地域経済の活性化につながる魅力と活力ある市街地の形成 

ａ）住工共存地 

・良好な居住環境を確保しながら、本

市においてこれまで培われてきた産

業と調和した職住近接型の市街地の

形成をめざします。 

・土地利用の動向や既存工場の経営意

向、産業構造の変化等に留意しなが

ら住宅系・産業系土地利用のきめ細

かなすみ分けを検討し、互いに共存

できる市街地の形成に努めます。 

・工場の低公害化や集約化、敷地内緑化等により住環境と調和した工場立地環

境を整えます。 

・工場跡地や未利用地等での開発行為においては、適正な敷地規模の確保や都

市基盤の整備・誘導に努めます。 
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ｂ）流通業務・工業地 

・三郷インターチェンジ周辺や新三郷

ららシティ、三郷料金所スマートイ

ンターチェンジ周辺、三郷北部地区

においては、広域交通の利便性を活

かし、本市の経済の支えとなる流通

業務・工業機能を中心とした土地利

用の形成を図ります。 

・既成市街地の工場移転・集約につな

がる、望ましい操業環境を備えた産

業用地の創出を図ります。 

ｃ）商業地 

・三郷駅周辺や三郷中央駅周辺においては、鉄道とのアクセス性を活かした商

業業務機能を集積し、歩行空間やバス路線網等の充実とあわせ、買い物を楽

しむ回遊性の高い商業地の形成を図ります。 

・土地や建物の一体的利用や土地の高度利用を誘導しながら、店舗や事務所等

の立地を促進し、にぎわいと魅力をつくり出すまち並みの形成を図ります。 

ｄ）複合型商業地 

・ピアラシティや新三郷ららシティにおいては、交通の利便性を活かした複合

型商業施設が集積するなど広域の商圏を形成しており、今後も商業機能の維

持を図ります。 

ｅ）近隣商業地 

・暮らしに密着した商店街やスーパー等を主体とした近隣型商業地の形成を図

ります。 

ｆ）複合利用地 

・新三郷駅周辺や三郷南インターチェンジ周辺においては、市民生活の多様な

ニーズに対応した産業・生活機能の集積を図ります。 

・ＪＲ武蔵野線や東京外かく環状道路等の広域交通ネットワークを活かし、魅

力と活力ある新たな土地利用の誘導を図ります。 

・産業振興地区においては、周辺の農地や住環境との調和、都市基盤整備状況

や周辺住民との調整状況を勘案し、物流施設をはじめとする流通機能、道の

駅やターミナル等の交通機能、都市型農業の振興を図る農業生産機能等、産

業の活性化に資する土地利用の誘導を図ります。 

ｇ）生産緑地地区 

・市街化区域内の都市農地については、農地の緑地機能を活かし、計画的、永

続的に保全される生産緑地地区の追加指定に努めます。 

・指定後30年が経過する生産緑地地区については、所有者の意向を把握しなが

ら特定生産緑地の指定に努め、都市農地の保全を図ります。 
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 方針２ 自然環境と調和したまちづくりの推進  

農地の保全を図るとともに、幹線道路整備などに伴う市街化の高まり等の環境変

化についても、周辺環境との調和が図られるよう、良好なまちづくりを推進します。 

 

１）現況・課題 

・農業経営者の高齢化や担い手不足の影響もあり、農業環境の厳しさが深刻化す

る一方、資材置き場等景観を阻害する土地利用が見られます。 

・景観や防災機能、環境保全、地産地消等都市における農業・農地が果たしてい

る多様な役割が見直されてきています。 

・将来に向けて三郷市における農業と農地の位置づけを明確化する必要がありま

す。 

・幹線道路の整備等による沿道地区の新たな土地利用の転換に対し、良好な景観

や自然環境を維持・保全する必要があります。 

 

２）具体的な方針 

① 緑を活かした土地利用の創造 

ａ）環境調整地区 

・農地については、都市型農業を積極的に推進

しながら、農地の保全を図るとともに、市民

のための緑地空間や憩いの空間、潤いのある

景観形成、保水や防災機能、地球温暖化防止

への寄与等、多様な機能に着目した有効活用

に努め、自然環境と生活環境が調和した土地

利用を図ります。 

・都市基盤整備事業の進行に伴う農地面積の減

少、農業経営者の高齢化、担い手不足に伴う

農業者の減少、農産物の市場価格の下落に伴

う農業所得の減少等、農業を取り巻く環境の

厳しさを踏まえ、農産物の高品質化・高付加

価値化、６次産業化の推進等、次世代へ承継で

きる農業経営の実現をめざします。 

・農地から資材置き場等への土地利用の転換により、景観上や周辺の農地に影

響を与えている個所も見られることから、周辺環境との調和や営農環境の維

持・保全に向けた検討を行うとともに、市民・事業者・行政が連携を図りな

がらまちづくりを推進します。 

  

田園風景 
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【土地利用の方針図】 
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（２）道路交通体系の整備方針 

道路交通体系の整備方針 

１）道路体系の確立 

①自動車専用道路の整備 

②幹線道路の整備・計画 

③生活道路の整備・改善 

④安全・安心な道づくり 

２）安全・快適な歩

行空間の形成 

①ユニバーサルデザインの考え方に配慮した歩行空間づくり 

②河川・用水路沿いの歩行空間づくり 

③身近な水路等を活用した歩行空間づくり 

④商店街での買い物空間づくり 

⑤安全な歩行空間づくり 

３）交通体系の確立 

①鉄道利便性の向上 

②バス交通の確保 

③自転車活用の推進 

④水上交通の検討 

⑤ＭａａＳをはじめとする新たな交通システムの検討 

４）魅力ある美しい 

道づくり 

①魅力ある道づくり 

②道路環境の美化 

③歩きたくなる道づくり 

 

 

 

  



第２章 全体構想 ２．部門別まちづくりの方針 （２）道路交通体系の整備方針 

44 

 基本的な考え方  

市民の日常生活や生産、流通等の産業活動を支え、防災や救急等の活動を円滑に行

う基盤である“安全・快適な道路・交通環境の整備”は、社会基盤整備の根幹として

必要不可欠です。 

本市は三郷ジャンクションを中心に、首都高速６号三郷線や常磐自動車道、東京外

環自動車道等、東京都心部へのアクセスと共に、関東・東北・上越地方への高速道路

網を中心とした広域道路アクセスに恵まれています。 

また、武蔵野線とつくばエクスプレスが東京都心部へと直結しており、鉄道利便性

が高い状況といえます。 

一方、自動車交通量の増加に伴い江戸川・中川の渡河部や周辺都市を結ぶ幹線道路

にみられる交通渋滞の発生や生活道路の整備の遅れ等の課題を抱えています。       

さらに、道路整備には長い期間と多額の財政負担を要します。 

これらの課題を解決するため、広域的な道路整備と連携をとりながら、幹線道路を

はじめとした道路の体系的な整備を進めるとともに、公共交通機関の確保や自転車交

通との連携による交通手段の充実を図る必要があります。 

交通分野においてＩＣＴ、自動運転等の新たな技術開発等が進展するとともに、

様々な移動を一つのサービスとして捉えるＭａａＳ※（Mobility as a Service）の概

念の登場等、交通分野の様々な課題の解決に向けた取り組みが必要となります。 

今後の着実な道路・交通環境の整備に向けて、交通需要や投資効果を踏まえ、防災

やユニバーサルデザイン、景観等の視点をとり入れながら、人にやさしく利便性の高

い道路・交通環境の整備をめざします。 

※ＭａａＳ：出発地から目的地まで、利用者にとって最適な移動経路を提示するとともに、 
複数の交通手段やその他のサービスを含め、一括して提供するサービスのこと。 

 

 

 方針１ 道路体系の確立  

広域的な都市間交通や通過交通を処理する主要幹線街路や地域に密着した生活道

路等、沿道環境に配慮しながらそれぞれの道路の役割に応じた道路体系の確立と道

路のネットワーク化をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇自動車専用道路―都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車道

等専ら自動車の交通の用に供する道路 

◇主要幹線街路――都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携

し都市に出入りする交通および都市内の枢要な

地域間相互の交通を集約して処理する道路 

◇都市幹線街路――都市内の各地区又は主要な施設相互間の交通を

集約して処理する道路 

◇補助幹線街路――主要幹線街路又は都市幹線街路で囲まれた区域

内において、当該区域の発生又は集中する交通

を集約し適正に処理する道路 

◇生活道路――――上記分類以外の日常生活に密着した道路 
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１）現況・課題 

・東京外環自動車道は、平成 30 年に三郷南インターチェンジから高谷ジャンク

ションが開通し、道路・交通の利便性が大きく向上しました。 

・常磐自動車道三郷料金所スマートインターチェンジは、ハーフインターチェン

ジとして平成 21 年４月から本格運用され、令和２年４月からは、大型車を含

めた全車種対応で運用されており、今後フルインター化による機能の強化が望

まれます。 

・国・県道や都市計画道路の整備を進めていますが、慢性的な交通渋滞が発生し

ている箇所があるため、迂回する車両が生活道路に進入するなどの課題があり

ます。 

・周辺都市へのアクセスの強化、市内交通の円滑化を図るため、主要幹線街路、

都市幹線街路、補助幹線街路についてそれぞれの役割に応じて、体系的な道路

ネットワークを形成していく必要があります。 

・都市計画道路の整備推進や新規路線の都市計画決定を行うとともに、歩道整備

や右折帯の設置等安全で円滑な交通環境整備を進める必要があります。 

・生活道路については、幅員が狭く安全な歩行空間の確保が不十分な地域がある

こと等から、交通安全施設整備等による安全で快適な歩行空間整備を図る必要

があります。 

 

２）具体的な方針 

① 自動車専用道路の整備 

・常磐自動車道三郷料金所スマートイ

ンターチェンジについて、アクセス

道路の整備等により、フルインター

化の推進を図ります。 

 

 

 

 

② 幹線道路の整備・計画 

・広域的な道路ネットワークの形成を

図るため、都市計画道路の見直しや

新規の都市計画を検討します。 

・国道 298 号は、周辺都市との連絡機

能の向上を図るとともに、防災面に

おける主要な軸として避難路・輸送

道路・延焼遮断帯としての活用を図

ります。 

・渡河部の渋滞緩和や周辺都市との連

絡を強化するため、三郷流山線の整

備を促進します。また、三郷流山線の三郷吉川線以西への延伸を検討します。 

三郷料金所スマートインターチェンジ 

（仮称）三郷流山橋 
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・拠点相互の連絡を強化するため、新和吉川線や新和高須線、草加三郷線の整

備を推進します。 

・未整備の都市計画道路は、円滑な交通処理の実現に向けて整備の検討を推進

します。また、長期にわたり未整備となる場合は、道路線形・幅員の見直し、

廃止等を見据えた検討を行います。 

 

③ 生活道路の整備・改善 

・地区の要所をつなぐ利用度の高い生

活道路を中心に、歩車道の分離や交

差点の整備・改善、道路照明灯や

カーブミラー等の交通安全施設の整

備を進め、安全・快適な道づくりに

努めます。 

・幅員の狭い道路については、地域の

実情を踏まえながら、必要性や緊急

性、整備効果等を勘案しながら、市

民との協働によるまちづくりとして

生活道路の拡幅、整備に努めます。 

・歩行者や自転車、自動車それぞれの安全な通行を確保するため、 グリーンベ

ルトや道路標示等による安全な道路環境の確保や 適切な道路の維持管理に努

めます。 

 

④ 安全・安心な道づくり 

・道路および道路施設の破損個所の早期発見と適切な維持修繕、道路施設の改

良工事等を進めることで、市民が安全・安心に利用できる道づくりに取り組

みます。 

 

 

 方針２ 安全・快適な歩行空間の形成  

高齢者や障がい者、子育て世代等すべての人にとって、安全で快適な歩行空間の

形成を図ります。 

 

１）現況・課題 

・ユニバーサルデザインの考え方に配慮した、きめ細かな視点による歩行空間の

形成を図ることが必要です。 

・河川や水路等三郷市固有の水辺空間を活かして、安全で快適な魅力ある歩行空

間づくりが望まれます。 

・商店街や学校周辺等身近な歩行環境について、安全性はもとより快適で魅力あ

る歩行空間形成に向け、ハード面、ソフト面を合わせた総合的な対応を図る必

要があります。 

 

幅員の狭い道路とグリーンベルト 

（彦成通り） 
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２）具体的な方針 

① ユニバーサルデザインの考え方に配慮した歩行空間づくり 

・歩道やバス停周辺などについて、段差解消、視覚障がい者誘導用ブロックの

設置等バリアフリー化に努めます。 

・歩車道の分離や歩道の有効幅員の確保、わかりやすい案内標識の設置等、高

齢者や障がい者、子ども等誰もが安心して歩ける、ユニバーサルデザインの

考え方に配慮した歩行空間づくりに努めます。 

 

② 河川・用水路沿いの歩行空間づくり 

・大場川や第二大場川、下第二大場

川、二郷半領用水路等の水辺空間を

活かして、緑道、自転車歩行者道路

の整備を進め、快適な歩行空間づく

りを進めます。 

 

 

 

 

 

③ 身近な水路等を活用した歩行空間づくり 

・水路の上部を利用して歩行空間を整備し、歩行者の利便性の向上を図ります。 

 

④ 商店街での買い物空間づくり 

・商店街等沿道に店舗が集積している路線については、魅力あるまち並の中で

買い物が楽しくできる歩行空間づくりに努めます。 

 

⑤ 安全な歩行空間づくり 

・学校周辺の通学路は、生活道路にお

ける歩行者等の安全な通行を確保す

ることを目的として、区域（ゾー

ン）を定めて最高速度 30km/h の交

通規制を実施する「ゾーン 30」につ

いて、関係機関との協議の下に指定

を検討します。また、商店街等の、

歩行者の安全確保を図る必要性が高

い道路についても、安全対策に努め

ます。 

・歩行者等の安全を確保するため、主

に通学路や緊急輸送道路に面する危険なブロック塀等の除却を促進します。 

 

  

二郷半領用水路 

ゾーン 30 
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 方針３ 交通体系の確立  

すべての人が自由に移動できる環境づくりに向けて、公共交通機関が相互に連携

した「使いやすい」、「分かりやすい」公共交通ネットワークの実現と併せ、「公共交

通は地域が支え・育てるものである」という認識の醸成を図り、持続可能な公共交

通サービスの確立をめざします。 

 

１）現況・課題 

・鉄道については、武蔵野線に加え東京都心部へ約 20 分で直結するつくばエク

スプレスにより、鉄道の利便性が向上してきましたが、今後は、利便性の向上

に加え安全対策への対応が求められます。 

・バス交通については、将来にわたって継続的かつ安定的に公共交通を維持・発

展させ、まちづくり等の地域戦略と一体となった公共交通の活性化、利用促進

を図る必要があります。 

 

２）具体的な方針 

① 鉄道利便性の向上 

・つくばエクスプレスの東京駅延伸や

８両編成化による輸送力増強の早期

実現等を鉄道事業者に働きかけ、鉄

道利便性の向上に努めます。 

・駅や駅前広場は、高齢者や障がい

者、子ども等すべての人が安心・快

適に利用できるよう可動式ホーム柵

（ホームドア）設置の促進、ユニ

バーサルデザインに配慮した施設等

の整備を進めます。 

 

② バス交通の確保 

・バス事業者と連携しながら三郷駅や新三郷駅、三郷中央駅、ピアラシティを

中心に、公共施設や医療機関、商業施設等へのアクセスに配慮した路線バス

のさらなる利便性向上を図ります。 

・低炭素・低公害型のまちづくりやユニバーサルデザインの観点から、環境に

配慮した低公害型バス等の普及を交通事業者に要請するなど、グローバルな

視点に立ったすべての人にやさしいバス利用環境の充実を図ります。 

・バス運転手の不足状況を踏まえて、バス事業者の運転手確保の対応に対して、

支援を検討していきます。 

 

 

 

 

 

可動式ホーム柵（ホームドア） 
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③ 自転車活用の推進 

・本市の特徴である平坦な地形を活か

し、引き続き、サイクル＆バスライ

ドを促進するための駐輪場や、自転

車専用レーンの整備により、環境に

やさしい自転車の利用促進を図りま

す。 

・駅周辺の放置自転車を解消し、歩行

者の円滑な通行や緊急時の救助活動

を確保するため、民間による駐輪場

建設費への補助などに努めます。 

 

④ 水上交通の検討 

・江戸川や中川を活用した水上交通シ

ステムの導入について、関係機関と

協議・連携し方向性を検討します。 

・防災の観点から三郷緊急用船着場の

利活用について検討します。 

 

 

 

 

 

⑤ ＭａａＳをはじめとする新たな交通システムの検討 

・交通弱者の救済、交通渋滞の緩和や環境問題への対応、循環型社会の形成等、

様々な交通をめぐる課題に対して、自動運転車両や小型モビリティ等Ｍａａ

Ｓをはじめとする、新たな交通システムの開発、研究が進められています。 

本市においても、実証実験等による導入可能性調査等、本市に適合したシス

テム導入に向けた取り組みを進めます。 

 

  

サイクル＆バスライド（鎌倉バス停） 

中川 
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 方針４ 魅力ある美しい道づくり  

三郷の特色を活かした、魅力にあふれた美しい道路空間、歩行空間づくりをめざ

します。 

 

１）現況・課題 

・道路の緑化や無電柱化、公園との連携等魅力ある道路空間づくりが求められて

います。 

・美しい道づくりに向けて、日常的な管理とともに市民意識の啓発等に取り組ん

でいく必要があります。 

 

２）具体的な方針 

① 魅力ある道づくり 

・花いっぱい運動や地域に合った街路

樹の選定等による沿道緑化の推進

や、ポケットパーク等の憩いの場の

整備、「道の駅」の設置を検討しま

す。 

・大規模開発事業等において電線類の

地中化に取り組み、台風等の災害に

よる電柱の倒壊や停電を防止しま

す。 

・街路樹等による歩行空間の圧迫や落

葉等が沿道地域に与える影響を配慮

し、抑制するための剪定等、予防保全の管理を推進します。 

 

② 道路環境の美化 

・関係機関との協力や広報等を通じ、ポイ捨ての防止や違法看板の撤去、道路

美化運動の実施による道路環境の美化を進めます。 

 

③ 歩きたくなる道づくり 

・駅前広場を中心に、道路や徒歩圏内の公園、河川等の公共空間において、多

くの人が滞在したくなるような親しみを感じ、居心地がよく歩きたくなる道

づくりを検討し、快適性の向上とにぎわいの創出を図ります。 

 

  

電線類の地中化（三郷中央駅周辺） 
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【道路交通体系整備の方針図】 
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（３）社会基盤施設の整備方針 

社会基盤施設の整備方針 

１）上水道の整備方針 

①良質な水の安定供給 

②配水管等の老朽化対策の推進 

２）下水道施設等の

整備方針 

①下水道の整備推進による生活環境の向上 

②下水道管等の耐震化・老朽化対策の推進 

③合併浄化槽の普及促進 

３）河川・水路の 

整備方針 

①水害に強い河川・水路等の整備 

②河川・水路空間の有効活用 

４）生活環境施設の

整備方針 

①廃棄物処理施設等の整備 

②その他の施設の維持管理 
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 基本的な考え方 

市民生活において基盤となるインフラ施設である水道および下水道は、将来にわ

たって、市民がいつも通りに使える施設として、持続的で安定的な経営により、安全

な施設の運営と維持管理を行い、住みやすいまちづくりをめざします。 

本市は江戸川をはじめ多くの河川・水路が流れていますが、適切な整備等により安

全で安心な潤いある自然空間をめざします。 

また、ごみ減量化・資源化の推進、安全・効率的なごみ処理の運営等、生活環境に

配慮したまちづくりをめざします。 

 

 

 方針１ 上水道の整備方針  

将来にわたって、市民がいつも通りに使える安心安全な水道、災害時においても

給水を止めず、市民と地域に寄り添って成長する水道をめざします。 

 

１）現況・課題 

・平成 28 年に「三郷市水道事業ビジョン」並びに「第３次三郷市水道事業基本

計画」を策定し、計画的な施設整備を行っています。 

・現在の水源は、埼玉県営水道が約８割、深井戸からの地下水が約２割となって

おり、また配水管等は、総延長約 604 ㎞で内 39.0％が耐震管となっています

（令和元年度末）。 

・今後、良質な水を安定供給していくために、浄配水場施設および配水管路の耐

震性の確保や長寿命化対策を行っていくことが課題となっています。 

 

２）具体的な方針 

① 良質な水の安定供給 

・安定した給水を行っていくため、浄水場・配水場の耐震性の確保を図ります。

また、水源の確保から、埼玉県営水道と水需給について十分な連絡協議を行

います。 

・深井戸については、渇水時等にも一定の水量が確保できる水源として、維持

管理を適切に行い保全に努めます。 

 

② 配水管等の老朽化対策の推進 

・老朽管の耐震管への更新を計画的に行うとともに、橋梁に添架された露出管

路については、適切な維持管理を行います。 
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 方針２ 下水道施設等の整備方針  

快適な生活環境の実現を図るべく、生活排水基本計画を定め、生活排水の適切な

処理に取り組んでおり、河川や水路等の水質は、公共下水道や浄化槽等生活排水処

理施設が適切に機能することで保全されます。下水道は市民の重要なライフライン

であり、常に使用が可能となるように、持続的で安定的な経営による、安全な施設

の運営と維持管理をめざします。 

浄化槽整備については、生活雑排水の処理が可能な合併浄化槽への転換を促進し

ます。 

 

１）現況・課題 

・本市における汚水処理は、市街化区域の排水区域内は公共下水道事業により、

それ以外の区域は浄化槽の処理により行われています。 

・令和３年４月１日現在、生活排水処理人口普及率は約 86％となっています。 

 （生活排水処理人口普及率とは、公共下水道、合併処理浄化槽等の生活排水処

理施設による生活排水処理人口の総人口に占める割合です。） 

・令和３年４月１日現在、公共下水道（汚水）の普及率（処理区域内人口÷行政

人口）は約 85％、水洗化率（水洗化人口÷処理区域内人口）は約 89％となっ

ています。 

・公共下水道については、今後、事業認可区域内の整備を進めることや 40 年以

上が経過した下水道施設を含め、施設の維持管理を適切に行うことが課題と

なっています。 

・河川や水路をはじめとする、公共用水域の水質汚濁を防止するため、生活排水

処理の向上に取り組む必要があります。 

 

２）具体的な方針 

① 下水道の整備推進による生活環境の向上 

・公共下水道（汚水）を計画的に整備することにより、河川・水路の水質汚濁

を防止し、清潔で快適な生活環境の向上を図ります。 

・既整備区域については、整備効果を高めるため水洗化のさらなる普及を図り

ます。 

 

② 下水道管等の耐震化・老朽化対策の推進 

・「整備拡張の時代」から「維持管理の時代」への変化を踏まえ、ストックマネ

ジメント計画に基づき、下水道管等の適切な維持管理を図ります。 

 

③ 合併浄化槽の普及促進 

・単独浄化槽から合併浄化槽への転換を促進することにより、河川等への処理

されていない生活雑排水の流入を防ぎ、適正に処理をした排水を実現して、

河川の水質汚濁防止を図ります。 
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資料：埼玉県市町村別浄化槽の設置基数 

 
 

 方針３ 河川・水路の整備方針  

本市を流れる河川・水路は、日々の生活にゆとりと潤いを与え、自然の豊かさを

感じさせてくれる地域資源です。この地域資源を適切に整備、維持管理することに

より、災害に対応した安全で安心な自然空間の形成をめざします。 

 

１）現況・課題 

・本市は、江戸川と中川の一級河川に挟

まれており、江戸川と中川を結ぶ三郷

放水路や大場川、第二大場川が流れ、

さらに二郷半領用水路等の水路が網目

状に形成されています。 

・このような河川水路網は、本市の景観

の特徴となっており、水辺空間として

環境に潤いを与えていますが、一方で

集中豪雨時には氾濫の危険性や内水に

よる浸水被害の発生等が懸念されま

す。 

・河川・水路については、治水対策による浸水被害の軽減を図るとともに、良好

な自然空間の一つとしての有効活用を図っていくことが課題です。 

 

２）具体的な方針 

① 水害に強い河川・水路等の整備 

・下第二大場川における護岸整備や河床掘削等の河川改修や水路の整備・改修

をすることにより、流下能力を拡大し浸水被害の軽減を図ります。 

・管理用道路や転落防止柵、水路上部利用等を併せて整備することにより車両

や歩行者における安全確保や生活環境の向上を図ります。 

三郷放水路 
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② 河川・水路空間の有効活用 

・江戸川、中川については、河川管理

者と連携し河川空間の有効活用等を

図ります。 

・大場川や第二大場川、二郷半領用水

路については、遊歩道や親水空間の

整備等市民に親しまれる貴重なオー

プンスペースとしての活用を図りま

す。 

・河川に対する雨水流出抑制を図るた

め、農地を活用した保水機能の確保

に努めます。 

 

 

 方針４ 生活環境施設の整備方針  

ごみ減量化・資源化の推進や安全で効率的なごみ処理の運営、一般廃棄物処理場

の更新等、生活環境に配慮したまちづくりをめざします。 

 

１）現況・課題 

・本市では、三郷市環境基本条例に基づき、すべての市民が共に力を合わせ、三

郷の良好で快適な環境を保全し、地球環境の保全に貢献していくため、「三郷市

環境基本計画」と「三郷市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、廃棄物処理を

実施しています。 

・本市の廃棄物は、以下の施設において処理が行われています。 

ごみ焼却施設：東埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設（越谷市） 

中間処理施設：三郷市一般廃棄物不燃物処理場（三郷市） 

資源化処理施設：東埼玉資源環境組合堆肥化施設（越谷市） 

最終処分施設：三郷市一般廃棄物最終処分場（三郷市）および 

東埼玉資源環境組合一般廃棄物最終処分場（越谷市） 

・家庭ごみについては、市民への啓発の

効果もあり、人口の伸びに比べ、全体

量は横ばいで推移していますが、市内

における事業所の立地の増加に伴い、

事業ごみは緩やかな増加傾向にありま

す。これらの適切な処理と再資源化に

より地球環境の保全を図るとともに排

出ごみの減量・分別化に向けた取り組

みを行うことが課題となっています。  

二郷半領用水路 

東埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設

（越谷市） 
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資料： 三郷市環境事業報告書（令和元年度） 

 

２）具体的な方針 

① 廃棄物処理施設等の整備 

・三郷市一般廃棄物不燃物処理場では、家庭や事業所から排出される、燃えな

いごみや粗大ごみ、資源となるごみ等の分別や中間処理を行います。 

・現在の三郷市一般廃棄物不燃物処理場は昭和60年から稼働しており老朽化が

進んでいるため、新たな三郷市一般廃棄物不燃物処理場を整備し、処理能力

の向上とリサイクルの推進を図ります。 

・三郷市一般廃棄物不燃物処理場では、社会科見学や団体見学を行っており、

施設を更新する際には、より安全な見学ルートの確保や環境学習を行える啓

発スペース、視聴覚教室等の整備を検討していきます。 

 

② その他の施設の維持管理 

・都市施設として位置づけられている

火葬場は、今後も適切な維持管理と

必要に応じた施設の整備を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

三郷市斎場 
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【社会基盤施設整備の方針図】 

 

 

 



第２章 全体構想 ２．部門別まちづくりの方針 （４）防災・減災まちづくりの方針 

60 

 

 

 

 

２．部門別まちづくりの方針 

（４）防災・減災まちづくりの方針 

方針１ 震災に強いまちづくりの推進 .................... 62 
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方針３ 行政と市民等が一体となった 
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取組み ..................................................................... 68 
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（４）防災・減災まちづくりの方針 

防災・減災まちづくりの方針 

１）震災に強いまち

づくりの推進 

①市街地の安全性の向上 

ａ）延焼遮断帯の確保 

ｂ）延焼遮断空間の確保 

ｃ）市街地における不燃化の促進 

ｄ）避難路・緊急輸送道路等の確保 

②防災減災核の充実と防災拠点のネットワーク化による安全性の向上 

③安全な建築物・ライフ

ラインの確保 

ａ）公共施設等の建築物の耐震・耐火

性の向上 

ｂ）ライフライン施設の安全性の確保 

２）風水害に強い

まちづくりの

推進 

①河川の治水安全度の向

上 

ａ）「流す」対策 

ｂ）「貯める」対策 

ｃ）「備える」対策 

②台風等の強風対策の推進 

３）行政と市民等が

一体となった防

災体制の推進 

①防災・減災意識の高揚

と 自 主 防 災 組 織 の 育

成・強化 

ａ）地域防災体制の育成・強化 

ｂ）災害時における地域での共助の推進 

ｃ）災害時の情報発信体制の確立 

ｄ）防災空間（オープンスペース）の 

確保 

４）災害を見据えたまちづくりへの取組み 
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 基本的な考え方  

平成 23 年３月の東日本大震災の発生は、我が国に広域かつ甚大な被害をもたらし、

その後も平成 28 年４月の熊本地震、平成 30 年９月北海道胆振東部地震等の大地震

が発生しました。 

また、大雨や台風による大災害も頻発しており、令和元年９月には房総半島台風が、

同年 10 月には東日本台風が相次いで上陸し、関東・東北地方を中心とした広範な地

域に大きな災害をもたらしました。 

一方、首都直下地震、南海トラフ巨大地震は、30 年以内の発生確率が 70％とされ

ており、仮に発生した場合には多数の死傷者や経済的損失等、甚大な被害をもたらす

と予測されています。 

このため、ハード、ソフト両面にわたる防災・減災対策を進め、これら巨大災害に

対して万全の備えを図ることが不可欠となっています。 

本市においても、こうした大震災や豪雨災害を教訓に、より一層の防災対策や迅速

かつ的確な避難体制を強化し、「まちづくりの原点は安全と安心」を基本に、被害を最

小限にするための施策を推進し、都市の安全性を段階的に引き上げていくことが重要

です。 

このため、「三郷市国土強靭化地域計画」、「三郷市地域防災計画」、「三郷市建築物耐

震改修促進計画」と連携を図りながら、地域防災計画の基本理念である「市民の生命

と暮らしを守る防災都市の実現」に向けて、平時からの強靭なまちづくりをめざしま

す。 

また、大規模地震に備えた建物の耐震性の向上や不燃化の促進、避難場所としての

防災空間（オープンスペース）の確保、避難路の整備、治水対策等のハード対策、情

報連絡体制の確立や地域に根ざした自主防災組織の育成等のソフト対策を展開して

「安全・安心のまちづくり」をめざします。 

なお、被災後、早期に的確な復興を実現するため、平時から災害が発生した際のこ

とを想定し、どのような被害が発生しても対応できるよう、復興に資するソフト的対

策（復興の手順や進め方等）を事前に準備するものとし、復興事前準備の総合的な計

画として事前復興計画の策定をめざします。 

 

 

 方針１ 震災に強いまちづくりの推進  

大規模な地震が発生した場合において、被害を最小限に食い止め、生命の安全の

確保を第一に考えた震災に強いまちづくりをめざします。 

市街地の防災性能を高めるとともに、ソフト面を含めた震災への対応能力の向上

をめざします。 

 

１）現況・課題 

・住宅が密集している市街地では木造住宅が密集している地区を中心に、大規模

な延焼火災に至ることが想定されます。 

・市内全域が液状化する危険性があり、ライフライン施設に深刻な影響を及ぼす

ことが想定されます。 
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・大規模な地震が発生した場合に備えて、一戸建ての住宅の耐震化、地震による

火災の延焼防止、避難場所や避難路・緊急輸送道路の確保等総合的な都市の防

災・減災機能の向上が必要です。 

 

２）具体的な方針 

① 市街地の安全性の向上 

ａ）延焼遮断帯の確保 

・火災が発生した場合、広範囲に火災が及ばない都市構造をめざし、延焼遮断

効果を有する河川・水路と鉄道・道路網を組みあわせることにより、延焼遮

断帯のネットワークを構成します。 

・延焼遮断帯で囲まれた区域内では、「火をもらわず」、「火をださない」まちの

形成に努めます。 

ｂ）延焼遮断空間の確保 

・火災の延焼拡大の防止や避難場所の確保のため、大規模な公共公益施設や学

校、公園、集合住宅地、農地等のまとまりある空地について、維持、充実に

努めます。 

・地震発生による火災の延焼防止や避難者の安全性を向上するためのオープン

スペースとして、農地や空地等の活用方策について検討します。 

ｃ）市街地における不燃化の促進 

・計画的で多様な機能を備えた市街地の形成を図るため、道路や公園等の整備

効果を活かしながら、地区計画制度等の活用により、地区の安全性を高めま

す。 

・既成市街地における住宅地等を“防災生活向上ゾーン”とし、避難路となる

生活道路の整備・改善や避難場所等となる公園・緑地等のオープンスペース

の確保および市街化区域全域の防火地域または準防火地域の指定による延焼

拡大防止、消防水利の整備等を通じて防災性の向上に努めます。 

ｄ）避難路・緊急輸送道路等の確保 

・東京外かく環状道路の活用を図りながら、これに接続する幹線道路等の整備

の促進により、広域避難場所等への避難路や緊急物資の輸送道路の確保に努

めます。 

・避難場所に通じる道路は、道路の拡幅やすみ切りの確保、ブロック塀の安全

対策の促進等により、円滑な避難と緊急車両の通行の確保に努めます。 

・緊急輸送道路が寸断された場合の対策として、三郷緊急用船着場や防災坂路

を活用し、緊急輸送路の代替機能としての水上交通確保に努めます。また、

船の航路を確保するために川底の土砂を取り除く、江戸川の航路浚渫工事を

国に働きかけます。 
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② 防災減災核の充実と防災拠点のネットワーク化による安全性の向上 

・防災減災核として市役所本庁舎、三

郷市消防・防災総合庁舎および整備

予定の防災機能を有する公共施設の

周辺を位置づけ、災害に強いまちづ

くりを推進する防災拠点としての機

能を維持することができるよう、資

機材の充実、非常電源設備の整備等

による施設の強靭化を図ります。 

・整備予定の防災機能を有する公共施

設については、平時には、防災資機

材等の備蓄スペースの確保と防災について学ぶことができる施設として、災

害時には避難場所として想定される防災機能を有する施設の整備を推進しま

す。 

・防災中枢拠点として市役所本庁舎を位置づけ、災害時には災害対策本部とし

て消防・防災活動、情報伝達、救援活動の中枢的な機能を果たします。なお、

市役所が被災した場合は、三郷市消防・防災総合庁舎を代替施設として使用

します。 

・市域は南北に長いという特性があるため、南北を軸に三分割し、地区防災拠

点として瑞沼市民センター（北部拠点）、消防・防災総合庁舎（中央拠点）、

前川中学校（南部拠点）を位置づけます。また、地域の安全性の向上のため、

市役所本庁舎（防災中枢拠点）との連携により、災害対応に従事する人員の

配置や災害用物資の輸送等、避難所等とのネットワークの強化を図ります。 

・県並びに周辺都市等との広域的な協力体制の強化や技術力の向上、情報通信

網の整備により、防災機能の強化を図ります。また、避難所間の情報ネット

ワーク化を検討します。 

 

③ 安全な建築物・ライフラインの確保 

ａ）公共施設等の建築物の耐震・耐火性の向上 

・市有建築物（多数の者が利用する建築物）については、耐震化率 99.2％（令

和２年度末）まで上がってきており、早期に耐震化をめざします。 

・住宅については、耐震診断および耐震改修の補助事業による支援、相談窓口

の設置、戸別訪問等による啓発活動等の施策により耐震化の促進を図ります。 

・県が取り組む民間の「多数の者が利用する建築物」の耐震化が図られるよう

必要な支援を行います。 

ｂ）ライフライン施設の安全性の確保 

・上下水道管等の耐震化や老朽管の布設替え、主要な橋梁・高架橋の耐震性の

向上等関係機関と連携を図りながら、安全性の向上とバックアップ機能の強

化に努めます。  

・上下水道の施設、設備や管等については、それぞれ長寿命化計画やストック

マネジメント計画等に基づき耐震化や老朽施設、管路の更新を図ります。 

 

三郷市消防・防災総合庁舎 
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 方針２ 風水害に強いまちづくりの推進  

地球温暖化等の気候変動に伴う自然災害の頻発や激甚化に対応した、地域特性に

応じた治水対策の推進と、関係法令に基づく許可や助言等を通じ、建築物や屋外広

告物等の安全性確保により、風水害に強いまちづくりをめざします。 

更には、近年の水災害の激甚化の備えとして、河川が氾濫した場合等における水

害リスクや避難における市民の水防災への意識向上を図り、また、浸水実績や浸水

シミュレーション等を踏まえ、効率的で効果的な治水対策の検討を進めます。 

 

１）現況・課題 

・都市化の進展による降雨時の河川流出量の増加に対して、河川の護岸整備や首

都圏外郭放水路、調整池の整備、ポンプ場の適切な維持管理・長寿命化等の取

り組みにより、中川・綾瀬川流域における総合治水対策は徐々に向上していま

す。 

・近年は局地的な集中豪雨の発生頻度が高まり、市内の河川や水路の排水能力が

一時的に不足し、これまで以上に内水はん濫の発生が懸念されています。 

・地盤が低く浸水しやすい箇所は、農繁期には農業用水の影響も受けやすく、河

川や水路の水位が高い状態となることにより、内水はん濫を引き起こす危険が

あるため、その解消に努める必要があります。 

・首都圏、関東地方に上陸する台風が増加傾向にあり、想定を超えた強風に対す

る備えも必要となっています。 

・総合的な治水対策（「流す」、「貯める」、「備える」）や暴風対策を進め、風水害

に強いまちづくりが必要です。 

 

２）具体的な方針 

① 河川の治水安全度の向上 

ａ）「流す」対策 

・国管理の江戸川、中川や県管理の大

場川、第二大場川については、整

備・改修の推進を国や県等の関係機

関に働きかけます。 

・市管理の河川や水路については、引

き続き整備・改修に努めます。 

・河川や水路、排水機場については、

引き続き適正な維持管理に努めま

す。 

・治水対策の検討に取り組み、下水道

や水路等の排水施設の計画的な整備・改修に努めます。 

  

三郷排水機場 
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ｂ）「貯める」対策 

・雨水の流出による河川への負担を軽減するため、中川・綾瀬川流域における

総合治水対策に基づき、学校の校庭等を活用した雨水貯留浸透施設や調整池

等の整備を推進します。また、市民や事業者による雨水貯留浸透施設の設置

を促進します。 

ｃ）「備える」対策 

・近年の全国的な台風や豪雨による甚大

な被害を受けて、河川等の排水能力を

超過する洪水が発生することを前提

に、水害ハザードマップの普及や避難

体制の整備、市民による主体的な避難

等、自助・共助・公助の理念に基づく

市全体の水害に対する防災意識の向上

に努めます。 

・生活空間である市街地の電柱等に、河

川の氾濫した場合の想定浸水深等の情

報を標示する「まるごとまちごとハ

ザードマップ」を導入します。普段生

活する地域における洪水の危険性を立

体的に感じることで、日頃からの水害

に対する備えの啓発と危機意識の醸成

に努めます。 

 

② 台風等の強風対策の推進 

・街路樹等の倒木や信号機等道路附帯設備について強風対策を図ります。 

・電柱やアンテナ、屋外広告物、看板等については、管理者に強風対策や落下

防止の注意喚起を行います。 

 

 

 方針３ 行政と市民等が一体となった防災体制の推進  

防災・減災に向けて「自助」、「共助」、「公助」の理念に基づく防災体制の確立を

めざします 

 

１）現況・課題 

・地震・水害ハザードマップの作成や配布等、災害や防災に関する情報の提供は

進めていますが、これを効果的に活用することをはじめとした市民の防災・減

災意識をさらに高めていく必要があります。 

・災害情報等を取得するツールが増えている一方で、災害の発生が予測される場

合に、避難行動を開始する判断の目安がどのように伝達されるのか、不安視す

る市民が多くなっています。 

・大規模な地震が発生した場合に、屋外の安全な場所への避難や復旧・復興に向

三郷市水害ハザードマップ（平成 31年３月発行） 
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けての災害応急対策の前線基地、緊急物資の集積場所として活用可能な空間

（オープンスペース）の確保が必要となっています。 

・大規模災害時に、被災者に必要な飲料水、食料および医薬品等の積極的かつ優

先的な供給を得られる体制を確立するため、市内外の事業者と 48 件の協定が

締結されています。（令和３年２月現在） 

 

２）具体的な方針 

① 防災・減災意識の高揚と自主防災組織の育成・強化 

ａ）地域防災体制の育成・強化 

・地震・水害ハザードマップの市民へ

の浸透を図り、災害への認識と防災

意識の高揚に努めます。また、防災

教育・講習・訓練等を通じて、市民

の防災知識や対応力の向上に努める

とともに、自主防災組織の活動を支

援します。 

・災害ボランティアの育成や専門的な

知識をもった市民（アマチュア無

線、多言語通訳者・手話通訳者・点字のできる人等）との連携を図り、ボラ

ンティア団体のネットワーク化の実現に努めます。 

・災害時における応急医療体制を確保するため、平常時より医療情報の連絡体

制や初動および後方医療体制、要配慮者に対する医療対策等の整備に努めま

す。 

・民間等の事業所については、災害時にあっても継続的に事業を続けていく必

要があることから、各事業所の特性（業態、規模、体制等）を踏まえた事業

継続計画（ＢＣＰ）作成の促進、支援を行います。 

ｂ）災害時における地域での共助の推進 

・災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支援者名簿）

を作成し、平常時から町会等の避難支援等関係者に提供しその活用を促すこ

とで、地域の中でお互いに声を掛け合える「顔の見える関係」を築き、互い

に助けあい支えあう仕組みづくりの推進を図ります。 

・要配慮者利用施設の避難確保計画作成と計画に基づく避難訓練の実施の支

援・指導等を通じて、災害時において逃げ遅れが発生することのないように、

社会福祉施設等の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。 

ｃ）災害時の情報発信体制の確立 

・災害発生時は国や県および各ライフライン事業者等と連携を図り、住民に対

して適切な情報発信に努めます。 

・様々なメディアを通じて発信される各種災害情報の種類、その入手方法、避

難行動との関係性等、ハザードマップ等を通じて分かりやすく紹介し、住民

自ら避難の必要性を判断できるように啓発に努めます。 

・情報の受け手側の状況に応じて差異が出ないように、防災行政無線をはじめ

総合防災訓練の様子（彦川戸町会） 
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とした災害情報を住民に対して迅速に伝達する手段の多重化・多様化を図り、

迅速な避難行動につながるよう努めます。 

ｄ）防災空間（オープンスペース）の確保 

・新しく整備される予定の公共施設の敷地内にまとまった形のオープンスペー

スの確保に努めます。 

・市内の大規模集客施設や大型物流施設等の民間施設が保有している敷地等を

防災空間（オープンスペース）として活用できるよう協定の締結を通じて協

力を呼び掛けていきます。 

 

 

 方針４ 災害を見据えたまちづくりへの取組み  

大規模災害が生じた場合に、早期かつ的確な市街地復興に取り組むために必要な

復興計画の策定が速やかに行えるよう、平時において復興まちづくりへの事前準備

の取り組みを行います。 

 

１）現況・課題 

・国では、大規模災害からの復興に関する法律第 10 条において、市町村は特定

大規模災害を受けた地域において、復興計画を作成することとされています。 

・「三郷市地域防災計画」では、市街地復興計画を含む災害復興計画を策定すると

し、大規模災害により市民生活や社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、

速やかに対策を講じる必要があるため、発災後に復興方針の決定と復興計画の

策定が速やかに行えるよう、手続等の事前準備に努めるとしています。 

 

２）具体的な方針 

① 災害を見据えたまちづくりへの取組み 

・大規模災害時において三郷市における復興まちづくりを円滑に行うため、大

規模災害を見据えた事前準備に取り組むこととします。 

・事前準備においては、以下の項目について検討を行います。 

①復興まちづくりの目標 

②復興まちづくりの実施手法 

③復興まちづくりの進め方 

・復興体制、復興手順、復興訓練、基礎データの整理、分析、復興まちづくり

の実施方針等で構成される事前準備の総合的な計画の策定を検討します。 
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【防災・減災まちづくりの方針図】 
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（５）みどり・景観まちづくりの方針 

みどり・景観まちづくりの方針 

１）地域にふさわしい景観の形成 

①駅景観拠点の形成 

②道路・鉄道による景観軸の形成 

③屋外広告物の規制・誘導 

２）水と緑の拠点・ネットワークの 

形成 

①緑のレクリエーション拠点の形成 

②身近な緑の空間形成 

③水と緑のネットワークの形成 

３）緑がいきいきとしたまち並みの 

形成 

①まとまりのある緑の保全・活用 

②公共施設・空間の緑化推進 

③市街地の緑化推進 

４）緑と景観のまちづくりを支える 

意識の高揚 

①市民意識の高揚 

②緑化活動の推進 

③不用樹木再利用の推進 
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 基本的な考え方  

水辺や緑は、「都市における環境の維持・保全」、「生き物の生息地・生育地の確保・

保全」、「レクリエーション・健康増進・交流の場の提供」、「防災」、「三郷らしい良好

な景観の形成」等様々な機能を果たしています。 

また、優れた景観をもつまちは、生活にうるおいを与え、まちのイメージを高め、

また、昔ながらの歴史や地域文化との調和とあいまって、まちへの愛着や誇りを与え

てくれます。 

本市は、豊富な水や緑、優れた景観がまちの特色であることから、魅力あるこれら

の優れた資源を市民が共同で守り、育み、次世代に引き継いでいく必要があります。 

本市では、「三郷市緑の基本計画」と「三郷市景観計画」を策定し、これに沿って水

と緑、優れた景観の保全と育成に取り組んでいます。 

これを受けて、都市計画マスタープランにおいても、「三郷市緑の基本計画」および

「三郷市景観計画」と連携を図りながら、水と緑、優れた景観に囲まれたまちづくり

を進めていくこととします。 

 

 

 方針１ 地域にふさわしい景観の形成  

三郷中央駅周辺および新三郷駅周辺を都市の玄関口とした良好な景観形成や、道

路、鉄道の景観軸の形成をめざします。 

 

１）現況・課題 

・三郷中央駅周辺は、におどり公園や第二大場川の水辺、三郷中央におどりプラ

ザが一体となった、ゆとりある都市景観が形成されています。 

・新三郷駅周辺は、商業系施設や住居系、工業系施設の整備により、住民や事業

者による良好な景観形成が進められており、市内各地域への波及効果が期待さ

れます。 

 

２）具体的な方針 

① 駅景観拠点の形成 

・三郷市景観計画において「駅景観拠点」に位置づけた市内３駅では、駅を中

心に賑わいや憩いに配慮した景観形成を促進します。 

・三郷中央駅周辺は、にぎわいと良質な建築物による景観、豊かな水と緑によ

る個性的な都市景観の充実を図ります。 

・三郷駅や新三郷駅周辺は、将来的な施設の更新等においても良好な景観形成

の保持と充実を図ります。 

・駅景観拠点の形成については、景観計画による景観形成基準等の活用により

景観に配慮したまちづくりを図ります。 
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② 道路・鉄道による景観軸の形成 

・市内の遠景として印象強い常磐自動

車道や東京外かく環状道路等の高規

格道路、車や人の動線として市内を

ネットワークする主要道路や武蔵野

線とつくばエクスプレスを「道路・

鉄道景観軸」とし、周辺との調和に

配慮した大規模構造物の景観形成を

図り、人にやさしい、緑を考慮した

景観形成に努めます。 

・主要道路においては、パブリックデ

ザイン（ストリート・ファニチャー等のデザイン）に配慮した景観形成を図

ります。 

 

③ 屋外広告物の規制・誘導 

・「三郷市屋外広告物条例」を制定し、良好な景観の形成や風致の維持、公衆へ

の危害防止のため、原則として屋外広告物を出すことを禁止する「禁止地域」、

それ以外の地域や場所で許可を受けて屋外広告物を出す「許可地域」、許可地

域内で良好な景観の形成を積極的に図る「特定地域」の３つの地域に区分し

て規制しています。 

・特定地域では、「三郷市景観計画」において重点地区として定めている三郷中

央駅地区と新三郷ららシティ地区とし、本市の玄関口として良好な景観形成

を図ります。 

 

 

 方針２ 水と緑の拠点・ネットワークの形成  

「三郷市緑の基本計画」では、緑のレクリエーション拠点の形成と、身近な緑の

空間としての公園緑地の整備により、バランスのとれた公園緑地の配置と整備水準

の向上と併せ、良好な景観形成をめざします。 

河川や用水路の水辺空間と幹線道路等を結ぶ潤いある水と緑のネットワークの形

成をめざします。 

 

１）現況・課題 

・本市は江戸川と中川に挟まれ、江戸川河川敷にある江戸川運動公園や、都市基

盤整備による大規模な公園緑地等があり、スポーツやレクリエーションの場と

して活用されています。 

・早稲田公園・三郷市文化会館、江戸川運動公園・三郷緊急用船着場、三郷市陸

上競技場公園・番匠免運動公園・三郷スカイパーク、におどり公園・三郷中央

におどりプラザ、県営みさと公園等は、本市を代表する大規模な緑のレクリ

エーション拠点として位置づけられています。 

 

三郷中央駅とつくばエクスプレス 
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・公園整備から長い年月を経た遊具等の公園施設が経年劣化しており、市民の安

全を確保するため、適正な維持管理が求められます。 

・水と緑は、三郷市の自然的基盤をつくり、うるおいややすらぎを与える貴重な

オープンスペースとなっており、より一層、水辺の保全を図るとともに、適切

な整備と維持管理によって、さらに魅力を高めることが求められています。 

・二郷半用水緑道の未整備箇所である県道上笹塚谷口線から国道 298 号の区間の

整備や第二大場川水辺空間の緑道等の整備が求められます。 

・水辺環境の整備と維持管理により緑道の魅力を高めることが必要です。 

 

２）具体的な方針 

① 緑のレクリエーション拠点の形成 

・早稲田公園・三郷市文化会館周辺では、文化会館と一体となったイベントの

開催により、緑に親しみながら、市民が集う場としてにぎわいの創出を図り

ます。 

・江戸川運動公園をはじめとする江戸川河川敷は、野球やサッカー、ソフト

ボール等のスポーツ活動、休息の場として多くの市民に親しまれており、運

動施設の充実等を図ります。 

・三郷緊急用船着場は、本市の水と緑を感じられる貴重な観光資源の一つとし

て有効に活用し、魅力ある空間形成や情報発信を図ります。 

・埼玉県中川水循環センターの周辺

は、下水処理施設の上部空間を活用

した三郷スカイパークと番匠免運動

公園、三郷市陸上競技場公園が整備

されており、防災機能等を兼ね備え

た緑のレクリエーション拠点の空間

形成を図ります。 

・におどり公園では、周辺の公共施設

等とイベント実施等を連携し、レク

リエーションの発信地としてより充

実するよう、利活用の推進を図りま

す。 

・県営みさと公園は、バードウォッチングやジョギング、ピクニック、子ども

の遊び場等、やすらぎや楽しみを提供する公園として市民に親しまれていま

す。また、都立水元公園と橋で繋がっており相互利用が可能となっています。

今後は、三郷公園線の道路整備によるアクセス性の向上や県営みさと公園二

次区域の整備促進、都立水元公園との一体的な利用促進により、小
こ

合
あ い

溜
だ め

井
い

の

良好な景観と調和した魅力ある空間形成に努めます。 

・公園等の緑のレクリエーション拠点は健康を軸にした都市型ヘルスツーリズ

ム（健康やスポーツ、食、農業、医療、癒し、娯楽等の様々な分野と地域資

源を結び付けた観光事業）を体験できる場として活用し、観光を通して地域

活性化の推進や、健康都市のブランド化を図ります。 

 

三郷スカイパーク 
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② 身近な緑の空間形成 

・土地区画整理事業等による公園・緑地の整備や、生産緑地地区等の活用、ち

びっ子広場・わんぱく運動場等のオープンスペースの確保に努めます。 

・誰もが利用しやすく親しまれる公園づくりとして、インクルーシブルな遊び

場の形成や防災機能の導入、プレイパーク化等利用形態や地域特性に配慮し

ながら整備・充実に努めます。 

・開発調整池や河川調節池は、治水対策としての役割を踏まえながら、レクリ

エーションやスポーツ等が楽しめる多目的公園や広場としての整備を図りま

す。 

・学校を活用した身近な緑の空間づくりに努めます。 

・ワークショップ手法の導入による公園の整備や、地域管理型の公園づくり等、

利用者が愛着をもてる公園づくりを進めます。 

・既設の都市公園、その他の公園（運

動公園、ちびっ子広場、わんぱく運

動場、児童遊園等）については、施

設の計画的な維持管理により長寿命

化を図ります。 

 

 

 

 

 

③ 水と緑のネットワークの形成 

・河川や用水路等の水辺空間と道路の街路樹や緑道等の緑の空間を結ぶ潤いあ

る水と緑のネットワークを形成します。 

・都市計画道路を中心とした街路樹は、維持管理や生育環境に配慮し、路線ご

とに統一性をもたせた樹種の植栽を図り、彩りのある表情づくりに努め、快

適に歩ける緑の道としてのネットワークを形成します。 

・多くの生物が生息し、緑豊かで広大な水辺空間を有する江戸川や中川、小
こ

合
あ い

溜
だ め

井
い

、三郷放水路は、沿川の魅力ある景観や公園等のスポーツ・レクリエー

ション施設を取り込みながら、緑化推進や河川環境の保全等を通じて、都市

全体に潤いとやすらぎをもたらす“水と緑の骨格軸”の形成を図ります。 

・水と緑のネットワークの創出のため、幹線道路等の歩道や水辺空間と公園や

スポーツ・レクリエーション施設等を結んだ緑の散策ルートを形成し、市民

の健康増進を図ります。 

・特に、二郷半用水緑道や第二大場川の水辺空間は、三郷らしさを象徴する水

と緑のネットワークを形成する緑道等として整備を推進します。 

 

 

 

 

遊具の長寿命化（早稲田公園） 
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 方針３ 緑がいきいきとしたまち並みの形成  

まとまりある緑の保全・活用を図るとともに、新たな緑を創り出すことにより、

市全体が四季の移ろいや潤いを感じさせる、緑がいきいきとしたまち並みの形成を

めざします。 

 

１）現況・課題 

・保存樹木・保存樹林・保存生垣について、所有者が持ち続け、適正に維持管理

ができるように、管理費の助成や樹木保険、薬剤注入の支援を行っています。 

・開発行為等に対しては「三郷市みどりの条例」や「埼玉県ふるさとの緑を守り

育てる条例」等に基づき、植栽地や平面緑地等、緑化の確保が図られています

が、さらに屋上や壁面の緑化等の多様な緑を確保するように誘導していくこと

も必要です。 

 

２）具体的な方針 

① まとまりのある緑の保全・活用 

・歴史や文化にゆかりのある屋敷林や

社寺林、樹形のすぐれた巨木等の地

域に親しまれている緑は保存樹木・

保存樹林・保存生垣の指定を通じて

保全し、季節の祭りや文化財等の歴

史・文化的資源と調和したひとまと

まりの特徴ある景観として地域の緑

の空間の形成を図ります。 

・まちの中でゆとりの空間としての機

能をもつ農地は都市型農業の振興と

ともに、市民農園・観光農園の開設

支援による農業体験の場の提供等の多様な活用方策を検討します。 

・生産緑地地区は市街化区域の都市環境の保全に役立つ緑の空間として維持し

ながら、災害発生時等の農地の多面的な機能の活用方策についても検討する

など、有効に活用します。 

 

② 公共施設・空間の緑化推進 

・庁舎や文化・コミュニティ施設等の公共施設は、緑化の先導的な役割を担っ

ており、緑化推進を図ります。 

・駅前広場や道路、河川、鉄道敷等の公共空間についても、それぞれの整備に

あわせ、花をモチーフにした緑化や小空間を活用したポケットパークの整備

等を通じて、潤いと親しみの感じられるまち並みの形成に努めます。 

・市域の建築物は敷地内の緑化を促進するとともに、壁面や屋上の緑化等の多

様な緑の確保に向けて誘導を図ります。 

・水路の上部を利用した歩行空間は整備と併せ、緑化推進の場としての活用を

図ります。 

保存樹林・保存生垣 
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③ 市街地の緑化推進 

・緑の量的拡大や彩り豊かなまち並みの形成に向け、生垣化や庭木、花壇、屋

上・ベランダ・壁面緑化等、建築物の用途や場所に応じた緑化を誘導し、住

宅地・商業地・工業地等の地域特性や環境条件に適した緑化を促進します。 

・緑化指導の充実に努めるとともに、地区計画制度や緑地協定制度等の活用に

より、地域ぐるみによる緑化を支援します。 

 

 

 方針４ 緑と景観のまちづくりを支える意識の高揚  

緑にふれあう機会の提供や緑化活動に対する支援、人材や団体の育成に努めるな

ど、緑のまちづくりを支え、活性化させるしくみづくりをめざします。 

 

１）現況・課題 

・本市では、市民・団体・事業者による緑化推進団体との協働で、公園や道路、

河川等の公共空間における花壇づくりを展開しています。 

・イベントとして市民に苗木や草花等の無料配布等を行う花いっぱい運動のほか、

マイツリー事業等緑に親しむ様々な活動に取り組んでいます。 

・緑化推進団体等の市民が主体となった活動について、多様な形で展開すること

ができるよう、団体の人材不足や高齢化等の課題に対応する必要があります。 

 

２）具体的な方針 

① 市民意識の高揚 

・花いっぱい運動等の本市の特色を活

かした水辺や公園、緑にふれあうイ

ベントを通じて、緑化推進に対する

意識の高揚を幅広く市民に働きかけ

ていきます。 

・苗木や結婚記念樹の配布、緑化推進

団体による活動写真展の充実等、緑

に関わる様々なＰＲ活動を進めま

す。 

・マイツリー事業として記念日をメッ

セージとともに樹に託して、大きく

育てていく記念植樹を推進するとと

もに、広報の充実と制度の拡充に努

めます。 

 

 

 

 

花いっぱい運動 

マイツリー事業 
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② 緑化活動の推進 

・緑化活動や美化運動等の緑のボランティア活動を育成・支援し、緑化推進団

体との情報交換や交流する機会の確保に努めます。 

・「三郷市みどりの基金」を活用した緑化活動を推進します。 

※三郷市みどりの基金：緑化の推進と緑の保全に要する経費の財源に充てるための

基金。 

 

③ 不用樹木再利用の推進 

・みどりの広場を通じた樹木の受け入

れや引き渡し、また、不用樹木の公

共施設での再利用等の緑のリサイク

ルを推進します。 

※みどりの広場： 

樹木の有効利用を図るため、自宅の

増・改築等で不用となった樹木を一

時的な置場とする広場。 

 

  みどりの広場（鷹野） 
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【みどり・景観まちづくりの方針図】 

 

 

 

 

 

 

 

※みどり・景観まちづくり方針図は、三郷市

緑の基本計画における「緑の将来像図」を

ベースに作成しています。 



第２章 全体構想 ２．部門別まちづくりの方針 （６）生活充実まちづくりの方針 

80 

 

 

 

 

２．部門別まちづくりの方針 

（６）生活充実まちづくりの方針 

方針１ すべての人にやさしい 

まちづくりの推進 ............................................ 82 

方針２ 持続可能なまちづくりの展開 .................... 84 

方針３ 定住性の高いまちづくりの推進 ............... 85 

方針４ 公共施設等を活用した 

魅力あるまちづくりの推進 ......................... 88 

 

 

  



第２章 全体構想 ２．部門別まちづくりの方針 （６）生活充実まちづくりの方針 

81 

（６）生活充実まちづくりの方針 

生活充実まちづくりの方針 

１）すべての人にやさしいまち

づくりの推進 

①ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり 

②子どもと子育て世代の生活環境に配慮したまちづくり 

③高齢者や障がい者が安心して生活できるまちづくり 

２）持続可能なまちづくりの展開 
①環境に配慮した 

まちづくりの推進 

ａ）エネルギー・資源の 

有効活用 

ｂ）循環型社会の形成 

ｃ）再生品等の活用 

ｄ）低炭素・低公害型の 

まちづくり 

ｅ）環境に配慮した施設 

設備の充実 

３）定住性の高いまちづくりの 

推進 

①住宅施策の充実 

②多様なライフスタイルに対応した住宅・住宅地の 

環境整備 

③安全・快適な住環境のルールづくり 

④都市基盤整備事業と連携した住宅供給の促進 

⑤安全・安心な防犯のまちづくり 

４）公共施設等を活用した魅力 

あるまちづくりの推進 

①公共施設等の有効活用によるコミュニティの創出 

②レクリエーション核を活用したまちづくり 
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 基本的な考え方  

まちづくりにおいては、すべての人が住みやすく安心して暮らせるよう、道路・公

園・建物等のハード面と、助けあい、心づかい、施設の運営等のソフト面の両面から

の取り組みが必要です。このため、人にやさしいまちづくりの実現に向けて、市民生

活における様々な障壁を取り除いていく取り組みを行います。 

限りある地球資源や異常気象、貧困、格差等、深刻化する様々な社会課題の解決に

向けた取り組みのひとつとして、リサイクルの推進や省エネルギー型社会の構築等、

資源消費型社会から資源循環型社会への転換を図っていく必要があります。 

共働き世帯の増加や子育て世代における夫婦の協働、元気な高齢者の多様な社会参

加や障がい者の活躍の場の拡大、生涯学習に関する関心の高まり等、市民の生活スタ

イルは多様化が進み、充実した生活を送るためのニーズにきめ細かく対応していくこ

とはまちづくりの重要な要素です。 

将来的な社会の発展を見据えながら、市民の生活をハード面、ソフト面から支えて

いくことにより、自らの住むまちに対して愛着と誇りをもち、いきいきとした生活や

活動が営まれる定住性の高いまちづくりをめざします。 

文化や健康、コミュニティ等の市民活動の拠点となる公共施設について、持続的に

質の高いサービスを提供していくために、それぞれの適切な維持・管理に努め、有効

な活用を図ります。 

誰もが日常生活を安心して暮らせる環境の実現をめざし、移動販売や買物代行、公

共交通の充実や新たなモビリティサービス導入の検討等多様なサービスの展開を検討

します。また、地域コミュニティの活性化を含め、地域住民のニーズに沿った持続可

能なまちづくりをめざします。 

生活充実のまちづくり方針を推進するために、地域の様々な課題解決に向け、市民

と事業者、行政が協働のあり方を模索し、パートナーシップによるまちづくり、みん

なで支えあうまちづくりをめざします。 

 

 

 方針１ すべての人にやさしいまちづくりの推進  

すべての人にとって安全でわかりやすく生活しやすいユニバーサルデザインに配

慮した、いきいきと暮らせるまちづくりをめざします。 

 

１）現況・課題 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」

の施行に伴い、すべての人にとって使いやすいことを考慮したユニバーサルデ

ザインという考え方が浸透してきています。 

・社会情勢の変化に対応しつつ、誰もが暮らしやすく、社会参加しやすいユニ

バーサルデザインやバリアフリーに配慮した環境整備を推進する必要がありま

す。 

・核家族化や地域とのつながりの希薄化等によって、子育て世代や高齢者、障が

い者が孤立したり、居場所がない等の不安を抱えて生活するなどの状況により、

支援のニーズも多様化しています。 
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・子どもや子育て世代、高齢者や障がい者等、誰もが住み慣れた地域で自分らし

く暮らしていける、多様性の高い環境や地域づくりをめざす必要があります。 

 

２）具体的な方針 

① ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり 

・市役所や健康福祉会館、三郷市文化会館、地区文化センター、老人福祉セン

ター等の公共施設については、すべての人が安全・快適に利用できるような

施設の整備に努めます。また、多くの人が利用する病院や商業施設、金融機

関等の建築物についても、用途や利用形態に応じ、「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の推進に関する法律（バリアフリー法）」や「埼玉県福祉のまちづ

くり条例」の整備基準に適合する誰もが利用しやすい施設づくりを誘導しま

す。 

・公園・緑地・広場においては、誰もが安心して快適に楽しむことができるよ

う出入口や園路における段差解消などのバリアフリー化に努めるとともに、

遊具、トイレ等の園内施設についても長寿命化計画に基づく維持管理、更新

に努めます。 

・歩道や交差点、駅前交通広場等においては、段差解消やゆとりある歩行空間

の確保、視覚障がい者誘導ブロックの設置、歩車分離等、誰もが安全・快適

に移動できるような道路環境の整備に努めます。また、歩行空間を有効に活

用するため、違法看板や放置自転車への対応を強化します。 

・鉄道やバス等の公共交通機関を利用

しやすいものとするため、交通事業

者と協力しながら、ホームドアの設

置等安全性に配慮した駅施設整備

や、バス停周辺の段差解消やわかり

やすいサインシステムの導入、ノン

ステップバスの導入促進等に努めま

す。 

 

 

② 子どもと子育て世代の生活環境に配慮したまちづくり 

・未来の担い手である子どもがすこやかに育つ生活環境の形成に向け、総合的

な観点から道路・公園・景観・子育て支援拠点施設等、子どもと子育て世代

の生活環境に配慮したまちをめざします。 

・子どもの安全な生活環境の確保に向け、防犯ステーションと地域・学校等が

連携し、防犯パトロールを実施します。また、自主防犯活動団体の増加を図

るなど、防犯まちづくりの推進に努めます。 

・子育て支援ステーションや子育て支援拠点施設、児童館等の子育て環境の充

実に努めます。 

・子どもの居場所づくりとして、民間団体等が運営する「子ども食堂」等に対

して、開設や運営に関する相談体制を整備し、安定的な運営を支援します。 

 

ノンステップバス 
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③ 高齢者や障がい者が安心して生活できるまちづくり 

・高齢者や障がい者が安心して生活できるよう、手すりの設置や段差解消など

一番身近な空間である住宅のバリアフリー化を支援し、安心・快適な住宅の

整備に努めます。 

・高齢者や障がい者に対する様々な支援体制や地域交流・社会参加・就労支援

等の取り組みの充実を図るとともに、老人福祉センター等の福祉施設の維

持・管理や地域のサロン活動、設置支援等、施設を安心して利用できるよう、

環境整備を図ります。 

・安心して生活できる地域の暮らしの実現に向けて、地域の拠点（居場所）を

整備・支援するとともに、地域に生活するすべての高齢者等を対象とした地

域包括ケアシステムの整備を推進します。 

 

 

 方針２ 持続可能なまちづくりの展開  

循環型社会の構築や再生可能エネルギーの活用等を通して持続可能なまちづくり

の実現をめざします。 

 

１）現況・課題 

・社会経済情勢の変化に伴い、様々な分野においてエネルギー消費量が増加して

おり、環境への負荷が高まっています。 

・地球温暖化対策として、二酸化炭素排出量を削減する必要があります。 

・都市における人々の生活や様々な経済活動において、再生可能エネルギーの活

用や資源のリサイクルを進めていく必要があります。 

・本市においても、自然環境に配慮しながらエネルギー・資源を有効に活用した、

持続可能なまちづくりの取り組みを推進していく必要があります。 

 

２）具体的な方針 

① 環境に配慮したまちづくりの推進 

リサイクルの推進や省エネルギー型社会の構築等資源消費型社会から資源循

環型社会への転換を図り、持続可能なまちづくりをめざして次のような取り組

みを行います。また、「ゼロカーボンシティ」を宣言し、2050 年までに二酸化

炭素排出実質ゼロを目指します。 

ａ）エネルギー・資源の有効活用 

・公共施設や工場、事務所、商店等の職場における環境負荷を少なくする自主

的な取り組みや日頃からの市民生活の実践により、エネルギー消費削減と資

源の有効活用を図ります。 

・太陽光や風力、下水処理水が有する熱エネルギー等のクリーンエネルギーを

有効活用したまちづくりを推進します。 

ｂ）循環型社会の形成 

・ごみの分別や減量、再資源化を徹底し、市民・事業者の協力のもと、ごみの
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発生を抑制し再利用する循環型社会の形成を図ります。 

・広報を通じたごみ減量の呼びかけや大型不用品情報の提供、地域の集団資源

回収、家庭用コンポスト容器の普及等循環型社会の形成に貢献する施策を推

進します。 

・剪定枝や刈草、落葉等の堆肥化を推進します。 

ｃ）再生品等の活用 

・市が実施する事業においては、グリーン購入法に基づく「三郷市グリーン購

入ガイドライン」を平成 25 年に策定し、可能な限り環境にやさしい製品や

サービスを、環境負荷の低減に努めている事業者から調達することとしてい

ます。 

・道路や公園、公共施設等の整備においても、再生アスファルト等の再生品を

活用します。 

ｄ）低炭素・低公害型のまちづくり 

・事業者と連携しながら工場施設や設備等の改善を促すとともに、法令に基づ

く規制基準の遵守と、周辺環境に配慮した生産活動への協力を求めていきま

す。 

・エコカーの普及や電気自動車急速充電スタンドの設置、アイドリングストッ

プ運動の推進、不要不急の自動車利用抑制の呼びかけ等により、自動車交通

環境の改善に努めます。 

・鉄道・バス事業者等と連携して公共交通機関の利用を推進し、環境負荷の少

ないまちづくりをめざします。 

・太陽光発電等の再生可能エネルギーを利用する設備、コージェネレーション

システム等の省エネ設備の普及促進に努めます。 

・平坦な地形や河川・水路沿いの空間を活かし、環境にやさしい自転車道路の

ネットワーク化を検討します。 

ｅ）環境に配慮した施設整備の充実 

・新規の公共施設を建設するにあたっては、省エネ設備を活用した環境配慮型

施設の整備を検討していきます。 

・市が保有する施設において、環境に配慮した再生可能エネルギーを利用する

設備や省エネ設備の充実を図ります。 

 

 

 方針３ 定住性の高いまちづくりの推進  

多様なライフスタイルに対応した住まい、住環境の実現をめざします。 

 

１）現況・課題 

・本市の住宅は、戸建て住宅や中高層マンション、近年建設されたものや築40年

以上の経年劣化したもの、賃貸住宅や分譲住宅等が見られますが、各住宅が抱

える課題として、リフォームや住み替え、高齢者・障がい者に対応した住宅の

バリアフリー化、防災対策等のほか、不動産市場の健全な育成等多岐にわたり
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ます。 

・一戸建ての住宅が密集した市街地や中高層マンション等、住環境の多様化に伴

い公共公益施設においても、様々なニーズへの対応が必要です。 

・これらの課題に適切に対応した住宅施策、住環境整備施策が求められています。 

 

２）具体的な方針 

① 住宅施策の充実 

・本市の住宅は建て方や築年数、供給方式が異なり、各住宅が抱える課題も

様々ですが、これらの課題を整理し、本市における住宅施策を総合的に展開

していくために「住生活基本計画」の策定に向けて取り組みます。 

・人口減少や高齢化に伴い空き家の増加が予想されることから、空き家の適正

管理や利活用に向けた情報発信や相談窓口の開設等により、空き家の対策に

取り組みます。 

 

② 多様なライフスタイルに対応した住宅・住宅地の環境整備 

・多世代の居住者がバランスよく居住できるよう、多様なライフスタイルに対

応した住まいづくりを進めることにより、子育て世代や高齢者が安心して住

むことができる住宅や住宅地環境を整えていきます。また、空き家等への住

み替えが容易な環境を整備するため、空き家の相談窓口や情報発信を行うこ

とで、空き家等の流通の促進を図ります。 

・定住性の高い住宅地の供給を目的として、ゆとりある敷地を確保することに

より、市内に永く住み続けられ、また住んでよかったと思える環境を整えて

いきます。 

・低額所得者や被災者、高齢者、障がい者、ひとり親世帯等の子育て世帯、外

国人等の住宅確保要配慮者が、安心して賃貸住宅等に入居できる住宅セーフ

ティネットの制度活用について、情報提供や支援等を行います。 

・適切なメンテナンスによって住宅の長寿命化をはかり、永く安全に住み続け

られ、またライフスタイルの変化に合わせた住み替えもしやすくなるよう、

長期優良住宅制度の普及および情報の提供に努めます。 

・みさと団地は、住民の少子高齢化と

人口減少に対応した団地の再生に向

けて、高齢者世帯に加えて、子育て

世帯の支援の充実を図ることを含

め、地域の医療福祉拠点化の推進に

向けて、時代のニーズに合った一体

的なまちづくりについて、関係機関

等と連携を図りながら検討します。

また、福祉をはじめとする生活サー

ビスのあり方や、暮らしを支えるコ

ミュニティの維持・活性化について

検討します。 

 

みさと団地 
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・本市に居住する外国人が増加する中で、文化的背景が異なる人々が共生・協

働する社会の構築を推進するために、道路標識や公共公益施設の案内、広報

紙、防災マップ、観光案内等においても多言語化を推進し、誰もが住みやす

い、安心で便利なまちづくりを推進します。 

 

③ 安全・快適な住環境のルールづくり 

・最低敷地面積や敷地の境界線に対する建築物の壁面位置のルール化、敷地内

緑化等の適切な水準の住環境を確保するため、地区における住宅地のルール

づくりに取り組みます。 

・緑豊かな住環境づくりのため、植栽地や平面緑地だけでなく屋上緑化や壁面

緑化等の多様な緑の確保に向けて誘導を図ります。 

・良好な都市環境の保全・形成や市民にやさしい魅力あるまちづくりの実現を

図るため、「三郷市開発事業等の手続等に関する条例」を制定し、建築物等を

建築する際の開発区域の規模に応じて「小規模開発事業」および「開発事業」

に区分し、手続の義務化、最低敷地面積の制限、小規模開発事業の設定等、

手続や協議基準を定めています。 

 

④ 都市基盤整備事業と連携した住宅供給の促進 

・良好な住環境を有する住宅を計画的に供給するために、土地区画整理事業等

の市街地開発事業の導入も検討し効率的な展開を図ります。 

・建設から長期間が経過した大規模住宅団地については、建物や設備の経年劣

化に対応していくため、その再生に向けて事業者と連携を図りながら取り組

みを検討します。 

 

⑤ 安全・安心な防犯のまちづくり 

・市内３駅前への防犯カメラの設置や、地域と連携して防犯灯の設置を進める

などの防犯に配慮した環境整備に努め、犯罪が発生しにくい、安心して暮ら

せるまちづくりの実現をめざします｡ 

・地域における防犯力を高めるため、

地域防犯活動拠点である防犯ステー

ションが中心となり、自主防犯組織

の活動を支援し、地域の防犯力の強

化・充実を図ります。また、防犯パ

トロールや各種イベント時における

啓発活動により警察や関係団体、地

域と連携した防犯活動の充実に努め

ます。 

 

 

 

 

 

防犯ステーション（高州・東町地区） 
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 方針４ 公共施設等を活用した魅力あるまちづくりの推進  

多様なニーズを踏まえた持続可能な市民サービスをめざします。 

 

１）現況・課題 

・公共施設に対する市民の様々なニーズを踏まえて、施設の新設や拡充、廃止、

縮小等、検討の必要があります。 

・「三郷市公共施設等総合管理計画」等を策定して、施設の長寿命化を推進してい

ます。 

・既存施設の適切な維持管理を通して、市民が利用しやすく、コミュニティの活

性化につながる公共施設サービスを持続的に提供していく必要があります。 

・本市の特色となっている河川環境を活用した三郷市らしいレクリエーション環

境の形成を進めることが望まれます。 

 

２）具体的な方針 

① 公共施設等の有効活用によるコミュニティの創出 

・市民の様々な学習・文化活動を支援するため、三郷市文化会館や地区文化セ

ンター、市民センター、世代交流館、公民館、図書館、体育館、老人福祉セ

ンター等の各種公共施設の整備・改善や講座の充実、交流機会の拡大等を図

ります。 

・「三郷市公共施設等総合管理計画」およびこれに基づく個別の長寿命化計画を

踏まえて、質が高く、また効率的な行政サービスが提供できるよう公共施設

の維持・保全および改修・更新等の取り組みを行います。 

・市内の小中学校については、教育環境の充実とともに、地域の交流・生涯学

習・スポーツ・防災活動等の場づくりとして活用方策を検討します。 

・関係団体と連携を図るなかで、空き家や空き店舗を地域住民の交流施設等、

公共公益的な施設の活用等について検討します。 

 

② レクリエーション核を活用したまちづくり 

・スポーツを通じた健康増進、観光や

イベント等を活用したにぎわいの創

出等、人が集う場所、情報を発信す

る場所として、早稲田公園・三郷市

文化会館、江戸川運動公園・三郷緊

急用船着場、三郷市陸上競技場公

園・番匠免運動公園・三郷スカイ

パーク、におどり公園・三郷中央に

おどりプラザ、県営みさと公園等に

おいて、スポーツ・レクリエーショ

ンを通じたまちづくり、元気な地域

づくりをめざします。 

 

三郷スカイパーク 
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【生活充実まちづくりの現況図（福祉・文化・コミュニティ）】 

 

  

令和３年４月現在 
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【生活充実まちづくりの現況図（保育・子育て）】 

 

 

 

令和３年４月現在 



第２章 全体構想 ２．部門別まちづくりの方針 （６）生活充実まちづくりの方針 

91 



第３章 地域別構想 

92 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 地域別構想 

 

１．地域別まちづくりの方針の主旨  .............................  93 

２．地域区分  ..............................................................................  93 

３．地域別構想の構成  ..........................................................  94 

４．地域別まちづくりの方針 ............................................  97 

（１）彦成地域  .................................................................  97 

（２）北部地域  .............................................................  109 

（３）早稲田地域  ........................................................  121 

（４）中央地域  .............................................................  133 

（５）東和地域  .............................................................  145 

 

 

 

  



第３章 地域別構想 

93 

第３章 地域別構想 
 

１．地域別まちづくりの方針の主旨 

地域別まちづくりの方針は、全体構想との整合を図りながら、地域の特性に応じた

方針を示すものです。 

全体構想で示した「めざすべき将来都市像」と「部門別まちづくりの方針」は、市

全体のまちづくりの方向性を示すのに対して、「地域別まちづくりの方針」は、それぞ

れの地域の特性を踏まえて策定する、地域の生活環境等に関するまちづくりの方針で

す。 

地域別まちづくりの方針では、各地域の課題や方針について、全体構想における部

門別まちづくりの方針と同様の整理を行うことにより、市全体のまちづくりの方向性

と、居住する地域における身近なまちづくりの方針との関わりを表しています。 

 

２．地域区分 

各地域の将来イメージを描き、まちづくりの方向性を示す上で、まとまりのある範

囲を定め、５つの地域に区分しています。 
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彦成地域 北部地域 早稲田地域 中央地域 東和地域 

上彦名の一部 

彦川戸１～２丁目 

天神１～２丁目 

彦野１～２丁目 

彦倉１～２丁目 

上口１～３丁目 

ピアラシティ１～２丁目 

泉１～３丁目 

番匠免１～３丁目 

彦沢１～３丁目 

彦江１～２丁目 

インター南１～３丁目 

花和田の一部 

彦糸１～２丁目 

彦音１～２丁目 

彦成１～４丁目 

采女１丁目 
新三郷ららシティ２～３丁目 

采女新田 

半田 

小谷堀の一部 

後谷の一部 

彦成５丁目の一部 

上彦名の一部 

駒形 

上彦川戸 

下彦川戸 

さつき平１～２丁目 

仁蔵の一部 

彦野 

彦倉 

上口の一部 

南蓮沼の一部 

笹塚の一部 

大広戸の一部 
新三郷ららシティ１丁目の一部 

小谷堀の一部 

後谷の一部 

前間 

田中新田 

早稲田１～８丁目 

丹後 

彦成５丁目の一部 

仁蔵の一部 
新三郷ららシティ１丁目の一部 

大広戸の一部 

三郷１～３丁目 

南蓮沼の一部 

笹塚の一部 

上口の一部 

茂田井の一部 

番匠免 

茂田井の一部 

幸房 

彦沢 

花和田の一部 

中央１～５丁目 

岩野木 

谷口 

谷中 

市助 

栄１～２丁目 

新和１～２丁目 

 

栄３～５丁目 

新和３～５丁目 

戸ケ崎 

戸ケ崎１～５丁目 

寄巻 

鎌倉 

鷹野１～５丁目 

高州１～４丁目 

東町 

 

 

３．地域別構想の構成 

地域ごとに、以下の内容を示します。 

 

１）地域の沿革 

現在に至るまでの地域の成り立ちや特徴を概要的に表しています。 

 

２）将来イメージ 

将来どのようなまちの姿をめざすか、地域ごとの「将来イメージ」をキャッチフ

レーズとして表現し、それぞれの言葉に込められた将来への期待について示してい

ます。 

今回、新たに都市計画マスタープランを策定するにあたり、各地域のワーク

ショップでいただいたご意見等を基に、これまでのイメージとの継続性を考慮しつ

つ、今後の将来イメージとしてまとめました。 
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３）まちづくりの方針 

地域の沿革や将来イメージ、地域の課題を踏まえ、具体的な方針を部門別に整理

し「まちづくり方針図」として示しています。 

 

《全体構想と地域別構想との関係》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）地域の課題 

地域の現状や市民意向等から課題を把握し、都市計画の視点から、部門別に課題

を整理し「まちづくり課題図」として示しています。 

 

 

 

 

 

  

・アンケート調査 
・地域別ワークショップ 

全体構想  

地域の課題 

身近な地域の 
視点から 

都市全体の 
視点から 

地域別構想  
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４．地域別まちづくりの方針 

（１）彦成地域 

１）地域の沿革 

２）将来イメージ 

３）まちづくりの方針 

４）地域の課題 
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４．地域別まちづくりの方針 

（１）彦成地域 

１）地域の沿革 

本地域における旧来からの市街地

は、中川に沿ったわずかに高い土地

（微高地）の上に集落が形成され、そ

の周辺には二郷半領の面影を伝える農

地が広がっています。 

また、「迎攝院(こうしょういん)観音

堂」（番匠免１丁目）や「木造阿弥陀如

来立像」（花和田・天神１丁目）をはじ

めとした由緒ある社寺や仏像、「二郷半

囃子・里神楽」（上口１丁目）や「大般

若経祭り」（番匠免１丁目）等の伝統行

事が随所に見られ、屋敷林や社寺林と

ともに緑豊かな歴史を感じられるまち

としての一面をもっています。 

本地域は、昭和 60 年以降に首都高

速６号三郷線と常磐自動車道の開通や

東京外環自動車道の結節点となっている三郷ジャンクションが完成し、まちの姿が

大きく変わりました。 

その後、三郷インターチェンジ周辺において、土地区画整理事業による都市基盤

整備が行われ、活力ある新たなまちが形成されています。インターチェンジ北側は

「地域拠点」の一つであるピアラシティがにぎわいを見せており、インターチェン

ジ南側では「産業拠点」の形成に向け流通・業務施設等の立地が進められています。 

 

 

  

二郷半囃子・里神楽 大般若経祭 



第３章 地域別構想 ４．地域別まちづくりの方針 （１）彦成地域 

98 

彦成地域 まちづくり略年表 

年  号 都市計画･その他 都市施設（道路･公園･鉄道等） 

昭和 45 年   主要地方道 草加流山線開通 

56 年   共和橋完成 

58 年   中川流域下水道終末処理場供用開始 

60 年   首都高速６号三郷線と常磐自動車道開通 

63 年 彦成地区文化センター開館   

平成４年   東京外環自動車道三郷 IC～和光 IC 間開通 

10 年 三郷インターＡ地区市街化区域編入   

17 年 ピアラシティみさと開業   

19 年   三郷スカイパーク開園 

21 年 三郷インター南部地区市街化区域編入  

24 年   

都市計画道路 三郷吉川線開通 

ピアラシティ中央公園開園 

ピアラシティ交流センター開館 

27 年 
三郷インター南部土地区画整理事業完了 

三郷インターＡ地区土地区画整理事業完了 
  

28 年 三郷インター南部南地区市街化区域編入   

30 年   
インター南中央公園開園 

三郷市陸上競技場公園開園 

令和２年 三郷インター南部南土地区画整理事業完了  

 

彦成地域 市街地開発事業等 

 

  

事業名等 施行者 
都市計画決定面積 

事業区域面積 

都市計画決定 

事業計画決定 
換地処分日 

三郷インターＡ地区 

土地区画整理事業 
組合 

約 86.3ha 

約 86.3ha 

平成 10 年 12 月 25 日 

平成 11 年２月 26 日 
平成 27 年５月 15 日 

三郷インター南部 

土地区画整理事業 
組合 

約 44.4ha 

約 44.4ha 

平成 21 年３月 24 日 

平成 21 年３月 24 日 
平成 27 年２月６日 

三郷インター南部南 

土地区画整理事業 
組合 

約 7.9ha 

約 7.9ha 

平成 29 年３月 31 日 

平成 29 年３月 31 日 
令和２年７月 22 日 
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２）将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉に込められた将来への期待 

 

彦成の歴史と、水辺や緑等の豊かな地域資源を将来まで大切に受け

伝え、人と人、人と環境が互いにふれあうコミュニケーションを大切

にした、うるおいのまちを表します。 

 

まちと心のバリアフリーにより、様々な世代が助けあい、思いやり、

やさしい気持ちが通う、子どもから高齢者まで、すべての人がいきい

きと過ごせる健康なまちを表します。 

高速交通網の結節点である三郷ジャンクションの広域性や利便性を

最大限に活かし、広範囲な人の交流や産業をアピールする活力あるま

ちを表します。 
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二郷半用水緑道 

三郷市陸上競技場 

彦成地域の航空写真 
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【彦成地域のまちづくり方針図】 

● 人の心が通う元気な
まちづくり 

● 緑あふれる良好な住宅地の形成 
● 生活利便性を高める市街地の形成 
● 産業と住宅が調和した土地利用の推進 

● 三郷インターチェンジ周辺の道路網の整備 

● 潤いのある水と緑のネットワークの
形成 

● 地域に彩りをそえる景観の形成 

区 分  土地利用 道路・交通 みどり・景観 生活充実 

● 都市基盤整備を通じた
良好な住宅地の形成 

 

● ゆとりある環境
調整地区の形成 

● 市の発展を担う
地域拠点の形成 

● 市の発展を担う
産業拠点の形成 
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３）まちづくりの方針 

➀土地利用 

● 市の発展を担う地域拠点・産業拠点の形成 

・三郷インターチェンジの北側の三郷インターＡ地区は、ピアラシティを中心

とする大規模商業施設や流通工業施設の立地により、商業・流通業務・工業

の拠点としての魅力が創出されています。引き続き土地区画整理事業による

都市基盤整備を活かした「地域拠点」の形成を図ります。 

・三郷インターチェンジの南側の三郷インター南部地区および三郷インター南

部南地区の土地区画整理事業施行地区については、流通業務施設の立地誘導

による地域経済の活性化を支える「産業拠点」の形成を図ります。 

・三郷インターチェンジの西側は、地域の実情を勘案し「産業拠点」にふさわ

しいまちづくりを検討します。 

 

● 都市基盤整備を通じた良好な住宅地の形成 

・三郷インターチェンジ周辺の一般・中低層住宅地は、地区計画制度等による

ゆとりあるまち並みの形成や特色ある公園づくりを通じた緑豊かな住環境の

創出と維持・保全を図ります。 

 

● 緑あふれる良好な住宅地の形成 

・中川沿いの低層住宅地は、高密度化

や用途混在を抑制し、一戸建ての住

宅を中心とした閑静な住宅地の形成

を図ります。 

・中川沿いの中低層住宅地は、日影等

の居住環境や防災面に配慮し、中低

層住宅を中心とした良好な住宅地の

形成を図ります。 

・生活道路の整備や身近な公園づく

り、雨水排水機能の向上等生活基盤

に係わる機能の充実を図ります。 

 

● 生活利便性を高める市街地の形成 
・近隣商業地は、暮らしの様々な場面に対応する商業サービス施設を主体とし

た地区の形成を図ります。 

・土地利用検討地区のうち低層住宅地においては、誰もが日常生活を安心して

暮らせる環境の実現をめざし、徒歩圏内で日常的な購買活動等ができる生活

利便性の向上や地域コミュニティの活性化を含め、地域住民のニーズに沿っ

た持続可能なまちづくりを検討します。 

・土地利用検討地区のうち沿道利用地においては、用途地域の最適化による沿

道サービス施設の立地誘導を検討します。 

 

● 産業と住宅が調和した土地利用の推進 

・住宅と工場・倉庫等が混在している地区は、工場の集約や誘導、敷地内緑化

等により、住環境と調和した工場立地環境を整えます。 

中川周辺（彦成通り）の低層住宅地 
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● ゆとりある環境調整地区の形成 

・農地等の自然的な環境と生活環境が調和した、のどかさとゆとりある地区の

形成を図ります。 

・農地等の自然的土地利用は、市民のための緑地空間や憩いの空間として、潤

いのある景観形成や保水、防災機能、地球温暖化防止への寄与等多様な機能

に着目した有効活用に努め、将来においても自然環境と生活環境が調和した

土地利用の確保を図ります。 

・農業経営者の高齢化や担い手不足の影響による、農業を取り巻く環境の厳し

さを踏まえ、農産物の高品質化・高付加価値化、６次産業化の推進等、次世

代へ承継できる農業経営の実現をめざします。 

 

➁道路・交通 

● 三郷インターチェンジ周辺の道路網の整備 

・三郷インターチェンジ周辺の道路整

備を推進し、市民生活や産業活動を

支える道路網を形成します。 

・道路網の整備や地域の需要に合わせ

たバス路線の見直しにより、公共施

設や医療機関、商業施設等へのアク

セスに配慮した路線バスのさらなる

利便性向上を図ります。 

 

➂社会基盤施設 

● 河川・水路空間の有効活用 

・第二大場川、二郷半領用水路は、治水事業や緑化の推進により、三郷らしさ

を象徴する水と緑のネットワークを形成する緑道等として整備を推進します。 

 

➃防災・減災 

● 河川の治水安全度の向上 

・雨水の流出による河川への負担を軽減するため、中川・綾瀬川流域における

総合治水対策に基づき、学校の校庭等を活用した雨水貯留浸透施設や調整池

等の整備を推進します。また、市民や事業者に雨水貯留浸透施設の設置を促

進します。 

 

● 自主防災組織の育成・強化 

・自主防災組織による地域に根ざした自主防災活動を活発化するため、防災訓

練の実施、資機材等の充実を支援します。また、地域の防災リーダーとなる

人材を育成し、地域の防災力・減災力の向上に努めます。 

 

  

三郷インターチェンジ周辺 
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➄みどり・景観 

● 潤いのある水と緑のネットワークの形成 

・埼玉県中川水循環センターの周辺

は、下水処理施設の上部空間を利用

した三郷スカイパークと番匠免運動

公園、三郷市陸上競技場公園が整備

されており、防災機能等を兼ね備え

た緑のレクリエーション拠点の空間

形成を図ります。 

・三郷インターチェンジ周辺の調整池

や調節池は、治水対策としての役割

を踏まえながら、オープンスペース

としての活用に努めます。また、三

郷スカイパークは、さらなるレクリエーションやスポーツ等が楽しめる空間

の利活用に努めます。 

・水と緑のネットワークを形成する緑道等の整備により、暮らしの中で花や緑

の豊かさが実感できるまち並みづくりに努めます。 

・まちの中でゆとりの空間としての機能をもつ農地は、都市型農業の振興と併

せ、市民農園・観光農園の開設支援による農業体験の場の提供等多様な活用

方策を検討します。 

 

● 地域に彩りをそえる景観の形成 

・二郷半領用水路や彦成小学校周辺の桜並木、彦成通り周辺の社寺、昔ながら

の面影を残した社寺林や屋敷林、生垣等の緑の環境を地域に彩りを添える景

観として保全・活用を図ります。 

 

➅生活充実 

● 人の心が通う元気なまちづくり 

・公園・緑地・広場においては、誰もが安心して快適に楽しむことができるよ

う、出入口や通路等のバリアフリー化に努めます。また、遊具やトイレ等の

公園施設についても長寿命化計画に基づく維持管理、更新に努めます。 

・地域の人々の心が通うふれあいや交流促進、ボランティア・まちづくり活動

の活性化に向け、地域スポーツ・レクリエーション活動やピアラシティ交流

センター等公共施設の多目的利用を通じた生涯学習の機会充実を図ります。 

 

● レクリエーション核や歴史資源を活用したまちづくり 

・スポーツを通じた健康増進、観光やイベント等を活用したにぎわいの創出等、

人が集う場所、情報を発信する場所として、三郷市陸上競技場公園、番匠免

運動公園、三郷スカイパークを「レクリエーション核」に位置づけ、スポー

ツ・レクリエーションを通じたまちづくり、元気な地域づくりをめざします。 

・彦成地域に多く見られる寺社等の歴史・文化的資源を保全し、観光やイベン

ト等に活用した、魅力やにぎわいのあるまちづくりについて検討します。  

番匠免運動公園 
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【彦成地域のまちづくり課題図】 

区 分  

周辺の環境と調和し
た産業基盤づくり 

歩行空間のネット
ワークを形成 

地域の需要に応じたバス
運行サービスの充実 

調整池や調節池等
の有効活用 

商業・流通業務・工業の拠点
づくりと良好な住宅地づくり 

閑静な住環境
づくり 

住宅系と工業系
との共存 

近隣商業地域の活性化 

市街化調整区域の土地利用
のあり方についての検討 

生活道路への通過車両の流入防
止、八条橋・共和橋の渋滞緩和 

生活道路の整備
の充実 

土地利用 道路・交通 みどり・景観 

少子高齢化と人口
減少の進行に伴う
住環境の保全と生
活利便性の配慮 
 

公園等のオープン
スペースの充実 

公園・緑地の確保 
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４）地域の課題 

➀土地利用 

・三郷インターＡ地区は、広域交通の利

便性を活かして、ピアラシティを中心

に商業・流通業務・工業・レジャー・

住宅等複合機能を集積するまちづくり

が望まれます。 

・三郷インター南部地区および南部南地

区は、市の経済の活性化を支える流

通・業務・工業系の拠点として、周辺

の環境と調和した産業基盤づくりが望

まれます。 

・中川沿いの市街地は、建物の密集や用途混在を抑制した閑静な住環境づくりが

望まれます。 

・地域の高齢化の進行に対応するため、高齢者でも安心して暮らせるよう、気軽

に歩いて行ける距離で日用品等の生活必需品を扱う店舗の立地が可能な土地利

用が望まれます。 

・住工共存地においては、住環境の保全に配慮した操業環境との調和が望まれま

す。 

・草加流山線沿いの近隣商業地の活性化が望まれます。 

・市街化調整区域は、都市型農業の振興と併せて、未来に向けた土地利用のあり

方を総合的な角度から検討する必要があります。 

 

➁道路・交通 

・三郷ジャンクションの高速交通結節機能を活かした道路交通ネットワークの構

築や、東京外かく環状道路の渋滞対策等、関係機関と連携した対策が必要です。 

・都市計画道路や河川・水路の活用による歩行空間の整備等により、歩行空間の

ネットワークを形成することが望まれます。 

・道路ネットワークの整備推進により、道路交通の円滑化や生活道路への通過車

両の混入防止、八条橋・共和橋の渋滞緩和に努める必要があります。 

・中川沿いの市街地は、歩道整備や交通安全対策等生活道路に関わる整備の充実

が望まれます。 

・バス交通について、地域のニーズに応じた運行ルートやダイヤ等、市民生活を

踏まえたサービスの充実が望まれます。 

 

➂社会基盤施設 

・河川や水路等の水辺空間の有効活用が望まれます。 

 

  

三郷インター周辺 
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➃防災・減災 

・風水害に対する安全性を高める総合的な治水対策、暴風、地震への対策が必要

です。 

・既存の排水機場を活用しながら、排水機能の向上に努める必要があります。 

 

➄みどり・景観 

・三郷インターチェンジ周辺の特色ある

公園整備、調整池や調節池を有効活用

されることが望まれます。 

・埼玉県中川水循環センター下水処理施

設の上部を利用した「三郷スカイパー

ク」の有効活用が望まれます。 

・生産緑地地区等を活用した公園やオー

プンスペースの確保が望まれます。 

・屋敷林や社寺林、宅地の生垣の保全に

よる良好な環境づくりが望まれます。 

 

➅生活充実 

・子どもや子育て世代、高齢者、障がい者等、誰もが住み慣れた地域で自分らし

く暮らすことのできる地域づくりが望まれます。 

・道路照明灯や歩行者・自転車通行空間の確保等、身近な生活環境の安全性の向

上が望まれます。 

・空き家の増加等への対策が望まれます。 

 

 

三郷スカイパーク 
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（２）北部地域 

１）地域の沿革 

本地域における旧来からの市街地

は、中川沿いや駒形・南蓮沼・笹塚地

区のわずかに高い土地（微高地）の上

に集落が形成され、その周辺には二郷

半領用水路からの豊かな水を利用した

水田を中心とする農地が形成されてい

ます。 

また、半田・釆女地区は、水田を中

心とした中に、一戸建ての住宅の立地

がみられます。 

本地域のまちの姿が大きく変わり始

めたのは、当時としては東洋一の大規

模住宅団地であったみさと団地の建設

や武蔵野線が開通した昭和 48 年以降

のことです。 

昭和 60 年の武蔵野線新三郷駅の開

業に伴う鉄道の利便性向上や、みさと団地に隣接した大規模なニュータウン建設等

により、主な土地利用は農業系土地利用から住宅系土地利用へと変化しました。 

現在は、みさと団地やさつき平地区の大規模な集合住宅地や中川沿いの閑静な住

宅地、屋敷林に恵まれた集落や農地等の田園風景等、様々な表情をもつまちが形成

されています。 

新三郷駅周辺は「新三郷ららシティ」として商業施設、流通業務施設、住宅等が

立地し、多様な機能が集積した「地域拠点」が形成されています。 

また、三郷吉川線が整備され、その沿道において三郷北部地区土地区画整理事業

が行われており、新たな「産業拠点」の形成が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

さつき平地区の風景 新三郷ららシティの商業施設 
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北部地域 まちづくり略年表 

年  号 都市計画･その他 都市施設（道路･公園･鉄道等） 

昭和 45 年   主要地方道 草加流山線開通 

48 年 みさと団地入居開始  

60 年   武蔵野線新三郷駅開業 

61 年 パークフィールドみさと入居開始   

平成４年   東京外環自動車道三郷 IC～和光 IC 間開通 

５年 北部図書館開館   

６年   半田運動公園開園 

15 年 世代交流館ふれあいパーク開館   

18 年 三郷市立瑞沼市民センター開館   

20 年   
ＪＲ新三郷駅西口の歩行者用デッキ開通 

三郷料金所スマート IC 開設 

21 年 新三郷ららシティ商業施設の開業   

22 年 新三郷ららシティ地区市街化区域編入   

24 年  都市計画道路 三郷吉川線開通 

30 年  半田運動公園を半田公園としてリニューアル 

令和２年 三郷北部地区市街化区域編入   

 

北部地域 市街地開発事業等 

  

事業名等 施行者 
都市計画決定面積 
事業区域面積 

都市計画決定 
事業計画決定 

備考 

みさと団地 
ＵＲ 

都市機構 

- 

約 55.4ha 

- 

- 
約 9,400 戸 

パークフィールド 

みさと 
民間 

- 

約 22.4ha 

- 

- 

約 2,700 戸 

昭和 62～平成３年竣工 

新三郷ららシティ 
鉄道運輸 

機構 

- 

約 54.4ha 

- 

- 

商業・物流・業務施設、

戸建住宅等 

三郷北部地区 

土地区画整理事業 
組合 

約 24.6ha 

約 23.1ha 

令和２年３月 27 日 

令和２年３月 27 日 
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２）将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉に込められた将来への期待 

 

水に関わる人の営みや文化を後世に伝え、中川や第二大場川、二郷

半領用水路に代表される水辺空間や田園風景、屋敷林、花壇を活用し

た豊かでうるおいとやすらぎのある水環境と調和したまちを表します。 

「四季の風」という言葉には、四季を大切にしたまちづくりの実現

に向けて人々が創り出す「四季の風」という意味と四季の移り変わり

が身近に感じられる風景や感覚を自然環境が造り出す「四季の風」と

いう２つの意味が込められています。 

少子・超高齢社会を迎え、今後ますます住民同士のコミュニケー

ションが大切になることから、ふれあいを感じられるやさしいまちを

表します。 

 

高齢者や障がい者、外国籍の住民等いろいろな人がお互いを思いや

り、支えあい、助けあうあたたかい人間関係とやさしい気持ちがあふ

れるまちを表しています。 

 

 

  



第３章 地域別構想 ４．地域別まちづくりの方針 （２）北部地域 

112 

 

 

 

  

新三郷ららシティ 

みさと団地 

北部地域の航空写真 



第３章 地域別構想 ４．地域別まちづくりの方針 （２）北部地域 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【北部地域のまちづくり方針図】 

● ささえあいと助けあいの
まちづくり 

● 緑あふれる良好な住宅地の形成 
● 生活利便性を高める市街地の形成 

● 地域の骨格をなす
道路網の形成 

● 潤いのある水と緑のネットワークの形成 
● 四季の移り変わりが感じられる景観の形成 

区 分  土地利用 道路・交通 みどり・景観 生活充実 

● ゆとりある環境
調整地区の形成 

● 新たな三郷の
魅力を育む地
域拠点の形成 

● みさと団地の質の
高い住宅地の保全 

 

● 広域交通ネットワーク
を活かした産業拠点の
形成 

●さつき平地区の
質の高い住宅地
の保全 

 

● 三郷流山線
の整備促進 

● 三郷料金所
SIC フルイン
ター化の推進 
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３）まちづくりの方針 

➀土地利用 

● 新たな三郷の魅力を育む地域拠点の形成 

・新三郷駅周辺は、商業・業務・レジャー・教育・住宅等の複合機能が集積し

た「地域拠点」と位置づけ、広域からの利用も想定した各機能の集積と都市

型住宅の立地による人、物、情報・文化等が行き交う、ふれあいとにぎわい

のある拠点づくりを図ります。 

 

● 広域交通ネットワークを活かした産業拠点の形成 

・三郷料金所スマートインターチェンジ周辺と三郷北部地区は、業務・流通・

工業等の多様な産業機能が集積する「産業拠点」と位置づけ、生産や物流等

を担う拠点づくりをめざします。 

・産業振興地区においては、周辺の農地の性格、都市基盤整備の状況、周辺の

環境との調和を図りながら、三郷流山線の整備状況を勘案し、物流施設をは

じめとする流通機能、道の駅やターミナル等の交通機能、都市型農業の振興

を図る農業生産機能等、産業の活性化に資する土地利用の誘導を図ります。 

 

● みさと団地・さつき平地区の質の高い住宅地の保全 

・みさと団地やさつき平地区の大規模な集合住宅地は、ゆとりある街区構成と

緑豊かな住環境を活かし、商業施設や公共公益施設等の生活利便施設が整っ

た、質の高い住宅地の保全を図ります。 

・みさと団地は、少子高齢化と人口減少の進展を背景として、高齢者等が安心

して暮らし続けられるための住宅確保やバリアフリー化、暮らしを支えるコ

ミュニティの維持・活性化、地域の持続可能性を高める都市機能の集約化等

に向けて、関係機関との連携を図りながら検討を行います。 

・さつき平地区は、地区計画制度に基づき、良好な住宅地の保全を図ります。 

 

● 緑あふれる良好な住宅地の形成 

・中川沿いの低層住宅地は、高密度化や用途混在を抑制し、一戸建ての住宅を

中心とした閑静な住宅地の形成を図ります。 

・中川沿いの中低層住宅地は、日影等の居住環境や防災面に配慮し、中・低層

住宅を中心とした良好な住宅地の形成を図ります。 

・生活道路の整備や身近な公園づくり、雨水排水機能の向上等生活基盤に係わ

る機能の充実を図ります。 

 

● 生活利便性を高める市街地の形成 

・土地利用検討地区のうち低層住宅地においては、誰もが日常生活を安心して

暮らせる環境の実現をめざし、徒歩圏内で日常的な購買活動等ができる生活

利便性の向上や地域コミュニティの活性化を含め、地域住民のニーズに沿っ

た持続可能なまちづくりを検討します。 

・土地利用検討地区のうち沿道利用地においては、用途地域の最適化による沿

道サービス施設の立地誘導を検討します。 
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● ゆとりある環境調整地区の形成 

・農地等の自然的な環境と生活環境が調和した、のどかさとゆとりある地区の

形成を図ります。 

・農地等の自然的土地利用は、市民のための緑地空間や憩いの空間として、ま

た、潤いのある景観形成や保水、防災機能、地球温暖化防止への寄与等多様

な機能に着目した有効活用に努め、将来においても自然環境と生活環境が調

和した土地利用の確保を図ります。 

・農業経営者の高齢化や担い手不足の影響による、農業を取り巻く環境の厳し

さを踏まえ、農産物の高品質化・高付加価値化、６次産業化の推進等、次世

代へ承継できる農業経営の実現をめざします。 

 

➁道路・交通 

● 地域の骨格をなす道路網の形成 

・地域の南北交通の骨格軸となる新和吉川線整備の実現化により、三郷中央駅

をはじめとする周辺地域へのアクセス強化を図ります。また、半田・采女地

区については、新三郷駅や新三郷ららシティを中心とした「地域拠点」との

連続したまちづくりに向け、安全・快適な道路網を形成します。 

・駒形線、天神笹塚線の整備により、三郷インターチェンジ周辺へのアクセス

や周辺都市との連絡を強化し、生活道路への通過交通の進入抑制を図ります。 

・道路網の整備や地域のニーズに合わせたバス路線の見直しにより、公共施設

や医療機関、商業施設等へのアクセスに配慮した路線バスのさらなる利便性

の向上を図ります。 

・地域の東西交通の骨格軸となる三郷流山線については、周辺の住環境に配慮

し整備を促進します。また、三郷流山線の整備状況等を勘案しながら、三郷

吉川線以西への延伸について検討します。 

・三郷料金所スマートインターチェンジのフルインター化を推進します。 

・草加流山線の歩道整備を促進します。 

 

➂社会基盤施設 

● 河川・水路空間の有効活用 

・河川や水路等の水辺空間を活かして、緑道、自転車歩行者道の整備を進め、

快適な歩行空間づくりを進めます。 

 

➃防災・減災 

● 防災拠点のネットワーク化による安全性の向上 

・地区防災拠点として瑞沼市民セン

ターを位置づけ、地域の安全性向上

のため、市役所本庁舎（防災中枢拠

点）との連携により、災害対応に従

事する人員の配置や災害物資の輸送

等、避難所等とのネットワークの強

化を図ります。 

  

瑞沼市民センター 
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● 避難所の円滑な運営のための委員会の設置 

・避難所の開設・運営を円滑に進めるため、平常時から避難所運営に関わる市

職員・施設関係者・地域住民が事前に話し合い、役割分担等のルールや手順

を取り決めておき、訓練を通じてその実効性を確認します。また、避難所開

設に必要な物資の計画的な備蓄に努めます。 

 

● 自主防災組織の育成・強化 

・自主防災組織による地域に根ざした自主防災活動を活発化するため、自主防

災組織の設立や防災訓練の実施、資機材等の充実を支援します。また、地域

の防災リーダーとなる人材を育成し、地域の防災・減災力の向上に努めます。 

 

➄みどり・景観 

● 駅景観拠点の形成 

・三郷市景観計画において「駅景観拠点」に位置づけられた新三郷駅周辺は、

将来的な施設の更新等においても良好な景観形成の維持と充実を図ります。

駅景観拠点の形成については、景観計画による景観形成基準等の活用により

景観に配慮したまちづくりを推進します。 

 

● 潤いのある水と緑のネットワークの形成 

・水と緑のネットワークを形成する緑道等の整備により、暮らしの中で花や緑

の豊かさが実感できるまち並みづくりに努めます。 

・まちの中でゆとりの空間としての機能をもつ農地は、都市型農業の充実とと

もに、市民農園・観光農園の開設支援による農業体験の場の提供等多様な活

用方策を検討します。 

 

● 四季の移り変わりが感じられる景観の形成 

・二郷半用水緑道やみさと団地の桜並木、彦成通り周辺の社寺、安養院の大銀

杏をはじめとする社寺林や屋敷林等の緑の環境を四季の移り変わりが感じら

れる景観として保全・活用を図ります。 

 

➅生活充実 

● ささえあいと助けあいのまちづくり 

・公園・緑地・広場においては、誰もが安心して快適に楽しむことができるよ

う、出入口や通路等のバリアフリー化に努めます。また、遊具やトイレ等の

公園施設についても長寿命化計画に基づく維持管理、更新に努めます。 

・地域の人々のささえあいや助けあいをはじめとした様々な交流促進、ボラン

ティア・まちづくり活動の活性化に向け、地域スポーツ・レクリエーション

活動や公共施設の多目的利用を通じた生涯学習の機会充実を図ります。 

・土とのふれあいを求める市民が気軽に利用できる市民農園や、市内で収穫さ

れた農作物の流通販売促進により、農業を通じた市民の交流促進を図ります。 

・みさと団地は、住民の少子高齢化と人口減少が進んでおり、今後再生に関す

る検討が必要となっています。高齢者世帯に加えて、子育て世帯の支援の充

実を図ることを含め、地域の医療福祉拠点化の推進に向けて、時代のニーズ

に合った一体的なまちづくりについて、関係機関等と連携を図りながら検討

します。 
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【北部地域のまちづくり課題図】 

区 分  

歩行空間のネットワークづくり 

三郷流山線の早期整備 

湛水池の親水性に配慮
した機能の検討 

計画的な整備手法に基
づくまちづくりの実現 

閑静な住環境
づくり 

市街化調整区域の土地利用
のあり方についての検討 

三郷流山線の三郷吉川線以
西への延伸についての検討 

生活道路の整備の充実 

土地利用 道路・交通 みどり・景観 

少子高齢化と人口減少の
進行に伴う住環境の保全
と生活利便性の配慮 

周辺の環境と
調和した産業
基盤づくり 

草加流山線の道路渋滞の
緩和、生活道路への通過
車両の流入防止 
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４）地域の課題 

➀土地利用 

・新三郷駅周辺は、計画的な整備手法に基づくまちづくりの実現により、地域拠

点として駅を中心とする一体的なまちづくりが望まれます。 

・みさと団地やさつき平地区の大規模な

集合住宅地は、少子高齢化と人口減少

に伴い、良好な住環境の保全と同時に

生活利便性に配慮したまちづくりが望

まれます。 

・三郷北部地区は、市の経済の活性化を

支える流通・業務・工業系の拠点とし

て、土地区画整理事業による産業集

積、周辺の環境と調和した産業基盤づ

くりが望まれます。 

・既成市街地の三郷吉川線沿道について

は、隣接する住宅地の環境に配慮しながら、沿道利用を主体とした近隣住民の

生活利便性の向上へとつながるまち並みの形成が望まれます。 

・中川沿いの市街地は、建物の密集や用途混在を抑制した閑静な住環境づくりが

望まれます。 

・三郷料金所スマートインターチェンジ周辺は、市の経済の活性化を支える流

通・業務・工業系の拠点として、周辺の農地や自然環境との調和を図りながら、

計画的な土地利用の実現が望まれます。 

・市街化調整区域は、都市型農業の振興と併せ、未来に向けた土地利用のあり方

を総合的な角度から検討する必要があります。 

 

➁道路・交通 

・中川沿いの市街地は、生活道路に関わる整備の充実が望まれます。 

・三郷流山線の早期整備と三郷吉川線以西への延伸について検討が必要です。 

・三郷流山線の早期整備等により、草加流山線の道路渋滞の緩和、生活道路への

通過車両の流入防止に努める必要があります。 

・バス交通について、地域のニーズに応じた運行ルートやダイヤ等、市民生活を

踏まえたサービスの充実が望まれます。 

・草加流山線の歩道の整備促進等により、既存の街路樹や花壇を活かした歩行空

間のネットワークを形成することが望まれます。 

 

➂社会基盤施設 

・河川や水路等の水辺空間の有効活用が望まれます。 

 

➃防災・減災 

・風水害に対する安全性を高める総合的な治水対策、暴風、地震への対策が必要

です。 

・災害時に地域住民が安全に避難できる避難所の充実が求められています。 

さつき平地区 
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➄みどり・景観 

・生産緑地地区等を活用した公園やオープンスペースの確保が望まれます。 

 

➅生活充実 

・子どもや子育て世代、高齢者、障がい者等、誰もが住み慣れた地域で自分らし

く暮らすことのできる地域づくりが望まれます。 

・道路照明灯や歩行者・自転車通行空間の確保等、身近な生活環境の安全性の向

上が望まれます。 

・空き家の増加等への対策が望まれます。 
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（３）早稲田地域 

１）地域の沿革 

本地域における旧来からの市街地

は、地域を南北に貫流する大場川に

沿って集落が形成され、その周辺には

農地が広がっていました。 

また、地域東側を流れる江戸川は、

水運や川魚漁により人々の生活の利便

性や自然の恵みをもたらす役割をはた

し、昭和 45 年に広大な河川敷の空間

を利用した江戸川運動公園が開設され

てからは、スポーツ・レジャーを楽し

む空間として、地域の貴重な財産と

なっています。 

本地域のまちの姿が大きく変わった

のは、昭和 48 年の武蔵野線三郷駅の

開業に伴う土地区画整理事業が行われ

た昭和 45 年以降のことです。 

この事業により、公園や道路等の都市基盤が整備され、その後の早稲田団地の建

設等、良質な住宅供給の場として住みよいまちづくりが進められました。 

現在は、この市街地と、屋敷林に恵まれた集落や農地等の田園風景が広がる水と

緑のまちが形成されています。 

また、平成 20 年には三郷料金所スマートインターチェンジが開通し、現在フル

インター化の整備および周辺の土地利用の検討が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

早稲田公園 三郷駅周辺 
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早稲田地域 まちづくり略年表 

年  号 都市計画･その他 都市施設（道路･公園･鉄道等） 

昭和 45 年  
主要地方道 草加流山線開通 

江戸川運動公園開園 

48 年  武蔵野線開通、三郷駅開業 

53 年  早稲田公園開園 

55 年 三郷早稲田団地入居開始   

57 年 早稲田土地区画整理事業完了   

58 年   公共下水道供用開始（三郷早稲田団地ほか） 

59 年 三郷市文化会館開館  

60 年  常磐自動車道三郷 IC～柏 IC 間開通 

61 年   新大広戸橋開通 

62 年 市立早稲田図書館開館   

平成４年   東京外環自動車道三郷 IC～和光 IC 間開通 

13 年   大場川上流排水機場完成 

20 年   三郷料金所スマート IC 開通 

令和２年  三郷料金所スマート IC 大型車利用開始 

 

早稲田地域 市街地開発事業 

 

 

  

事業名等 施行者 
都市計画決定面積 
事業区域面積 

都市計画決定 
事業計画決定 

換地処分日 

早稲田 

土地区画整理事業 
市 

約 193.6ha 

約 193.6ha 

昭和 44 年５月 13 日 

昭和 45 年４月３日 
昭和 57 年６月 25 日 



第３章 地域別構想 ４．地域別まちづくりの方針 （３）早稲田地域 

123 

２）将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉に込められた将来への期待 

 

本地域を代表する広大な河川敷を有する「江戸川」は、スポーツや

レクリエーションの場として、また、休息ややすらぎの場として広く

親しまれており、地域の公園や緑化空間とともに水と緑に恵まれた貴

重な環境を大切にしたまちを表します。 

未来に向け、よりよいまちづくりを願う夢や希望、積極的な活動を

包括的に表現する言葉であり、多くの人が心と力をあわせて目標に向

かって着実に歩むまちを表します。 

 

人や物が円滑に移動できる環境を整えることにより交流が進み、集

い・語らい・学ぶ多くの機会を通じて、新たな出会いやふれあいが生

まれるあたたかいコミュニティが形成されたまちを表します。 

三郷駅や三郷中央駅への交通アクセスの利便性を高めることで地域

の活力や、安全で快適な都市基盤による誰もが安心して暮らせる心豊

かなゆとりのまちを表します。 
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江戸川サイクリングロード 

早稲田公園と早稲田団地 

早稲田地域の航空写真 
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● ゆとりとふれあいがあふれる
安心なまちづくり 

● 地域の骨格をなす道路網の形成 

区 分  土地利用 道路・交通 みどり・景観 生活充実 

● 地域の核となる地域拠点
の形成 

● ゆとりある環境調整地区の形成 

● レクリエーション
核を活用したまち
づくり 

【早稲田地域のまちづくり方針図】 

● 広域交通ネット
ワークを活かした
産業拠点の形成 

● 三郷料金所 SIC フルインター化
の推進 

● 三郷流山線の
整備促進 

● 美しい景観が地域を
つつむ良好な住宅地
の形成 
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３）まちづくりの方針 

➀土地利用 

● 地域の核となる地域拠点の形成 

・三郷駅周辺は、建物・土地の共同化

や土地の高度利用を誘導しながら、

商業地を中心に、にぎわいを創出す

る店舗や事務所、都市型住宅等の立

地を促進し、地域の活性化につなが

る「地域拠点」の形成を図ります。 

 

 

● 広域交通ネットワークを活かした産業拠点の形成 

・三郷料金所スマートインターチェンジ周辺は、業務・流通・工業等の多様な

産業機能が集積する「産業拠点」と位置づけ、生産や物流等を担う拠点づく

りをめざします。 

・産業振興地区においては、周辺の農地の性格、都市基盤整備の状況、周辺の

環境との調和を図りながら、新和吉川線の整備状況を勘案し、物流施設をは

じめとする流通機能、道の駅やターミナル等の交通機能、都市型農業の振興

を図る農業生産機能等、産業の活性化に資する土地利用の誘導を図ります。 

 

● 美しい景観が地域をつつむ良好な住宅地の形成 

・三郷駅周辺の一般・中低層住宅地は、都市基盤整備効果を十分に活かすため、

地区計画制度等の活用を検討しながら、宅地の細分化防止や緑化の充実等良

好な住宅地の形成を図ります。 

・早稲田団地等の集合住宅地は、ゆとりある街区構成と緑豊かな住環境を活か

し、商業施設や公共公益施設等の生活利便施設が整った、質の高い住宅地の

保全を図ります。 

・建築協定により一戸建ての住宅を中心とした良好な住宅地が形成されている

地区は、将来にわたって良好な環境の維持・形成が図られるよう努めます。 

・早稲田団地は、少子高齢化と人口減少の進展を背景として、高齢者等が安心

して暮らし続けられるための住宅確保やバリアフリー化、暮らしを支えるコ

ミュニティの維持・活性化、地域の持続可能性を高める都市機能の集約化等

に向けて、関係団体との連携を図りながら検討を行います。 

・土地区画整理事業地内の公園は、緑豊かな住環境につながるよう、誰もが利

用しやすく親しまれる公園づくりを進めます。 

 

● ゆとりある環境調整地区の形成 

・農地等の自然的な環境と生活環境が調和した、のどかさとゆとりある地区の

形成を図ります。 

・農地等の自然的土地利用は、市民のための緑地空間や憩いの空間として、ま

た、潤いのある景観形成や保水、防災機能、地球温暖化防止への寄与等多様

な機能に着目した有効活用に努め、将来においても自然環境と生活環境が調

和した土地利用の確保を図ります。 

 

三郷駅北口周辺 
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➁道路・交通 

● 地域の骨格をなす道路網の形成 

・新和吉川線・天神笹塚線等の整備の推進や三郷谷口線・草加流山線等の既存

道路を活用し、三郷中央駅をはじめとする周辺地域へのアクセス強化を図り

ます。 

・三郷流山線の整備を促進し、流山橋・三郷駅周辺の渋滞緩和や周辺都市との

連絡強化を図ります。 

・三郷料金所スマートインターチェンジのフルインター化を推進します。 

・道路網の整備や地域のニーズに合わせたバス路線の見直しにより、公共施設

や医療機関、商業施設等へのアクセスに配慮した路線バスのさらなる利便性

の向上を図ります。 

 

➂社会基盤施設 

● 河川・水路空間の有効活用 

・大場川や第二大場川は、治水事業や緑化の推進により、三郷らしさを象徴す

る水と緑のネットワークを形成する緑道等として整備を推進します。 

 

➃防災・減災 

● 市街地の安全性の向上 

・緊急輸送道路が寸断された場合の対策として、三郷緊急用船着場や防災坂路

を活用し、緊急輸送路の代替機能としての水上交通の確保に努めます。また、

船の航路を確保するために川底の土砂を取り除く、江戸川の航路浚渫工事を

国に働きかけます。 

 

➄みどり・景観 

● 駅景観拠点の形成 

・三郷市景観計画において「駅景観拠点」に位置づけられた三郷駅周辺は、将

来的な施設の更新等においても良好な景観形成の維持と充実を図ります。駅

景観拠点の形成については、景観計画による景観形成基準等の適用により景

観に配慮したまちづくりを推進します。 

 

● 市民に親しまれるレクリエーション拠点の形成 

・江戸川運動公園や野草広場等江戸川河川敷の公園・緑地と、周辺の早稲田公

園等の身近な公園や三郷市文化会館、早稲田図書館、早稲田児童センター等

の公共施設が連携して利用できる、集い・語らい・学びの要素を取り入れた

緑のレクリエーション拠点の形成を図ります。 

・三郷緊急用船着場は、本市の水と緑を感じられる貴重な観光資源の一つとし

て有効に活用し、魅力ある空間形成や情報発信を図ります。 

・早稲田公園は、プールやテニスコート等を備えており、桜等多くの樹木に親

しむイベントの開催等と併せ、市民が集う場としてにぎわいの創出を図りま

す。 
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● 潤いのある水と緑のネットワークの形成 

・水と緑のネットワークを形成する緑道等の整備により、暮らしの中で花や緑

の豊かさが実感できるまち並みづくりに努めます。 

・まちの中でゆとりの空間としての機能をもつ農地は、都市型農業の充実とと

もに、市民農園・観光農園の開設支援による農業体験の場の提供等多様な活

用方策を検討します。 

 

● 緑が地域にいきづく景観の形成 

・早稲田線等の道路の街路樹や公園に

見られる桜、ハナミズキ、ユリノキ

等の様々な花木、昔ながらの面影を

残した社寺林や屋敷林、生垣等の緑

を、地域にいきづく景観として保

全・活用を図ります。 

 

 

 

 

➅生活充実 

● ゆとりとふれあいがあふれる安心なまちづくり 

・駅舎・駅前広場や、公園・緑地・広場においては、誰もが安心して快適に楽

しむことができるよう、出入口や通路等のバリアフリー化に努めます。また、

遊具やトイレ等の公園施設についても長寿命化計画に基づく維持管理、更新

に努めます。 

・地域の人々のふれあいや交流促進、ボランティア・まちづくり活動の活性化

に向け、地域のスポーツ・レクリエーション活動や公共施設の多目的利用を

通じた生涯学習の機会充実を図ります。 

 

● レクリエーション核を活用したまちづくり 

・スポーツを通じた健康増進や観光、

イベント等を活用したにぎわいの創

出等、人が集い、情報を発信する場

所として、早稲田公園、三郷市文化

会館、三郷緊急用船着場を「レクリ

エーション核」に位置づけ、スポー

ツ・レクリエーションを通じたまち

づくり、元気な地域づくりをめざし

ます。 

 

  

早稲田公園 

丹後神社 



第３章 地域別構想 ４．地域別まちづくりの方針 （３）早稲田地域 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【早稲田地域のまちづくり課題図】 

区 分  

地域のニーズに応じたバス
運行サービスの充実 

流山橋や駅周辺の道路渋
滞の緩和、生活道路への
通過車両の流入防止 
 

江戸川河川敷の
魅力の向上 

計画的な土地利用の実現 

良好な住環境の
保全 

市街化調整区域の土地利用
のあり方についての検討 

歩道整備や、交通安全
対策、防犯対策 

周辺道路交通の円滑化 

土地利用 道路・交通 みどり・景観 

地域の活性化につながる
地域拠点の形成 
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４）地域の課題 

➀土地利用 

・三郷駅周辺は、身近な商業施設と三郷市文化会館や公園等の公共施設が住環境

と調和した、地域の活性化につながる地域拠点の形成が望まれます。 

・早稲田団地等、都市基盤が整備された利便性の高い住宅地は、良好な住環境の

保全が望まれます。 

・三郷料金所スマートインターチェンジ周辺は、周辺の農地や自然環境との調和

を図りながら、計画的な土地利用の実現が望まれます。 

・市街化調整区域は、都市型農業の振興と併せ、未来に向けた土地利用のあり方

を総合的な角度から検討する必要があります。 

 

➁道路・交通 

・新和吉川線や三郷流山線の早期整備等により、流山橋や駅周辺の道路渋滞の緩

和、生活道路への通過車両の流入防止に努める必要があります。 

・三郷料金所のフルインターチェンジ化に合わせて周辺道路交通の円滑化が望ま

れます。 

・草加流山線の歩道の整備促進等により、既存の街路樹や花壇を活かした歩行空

間のネットワークを形成することが望まれます。 

・歩道整備や、交通安全対策、防犯対策等、安全な歩行空間づくりが望まれます。 

・バス交通について、地域のニーズに応じた運行ルートや頻度等、市民生活を踏

まえたサービスの充実が望まれます。 

 

➂社会基盤施設 

・河川や水路等の水辺空間の有効活用が望まれます。 

 

➃防災・減災 

・風水害に対する安全性を高める総合的な治水対策、暴風、地震への対策が必要

です。 

 

➄みどり・景観 

・江戸川運動公園・野草広場等、江戸川河川敷の公園・緑地は、市民の交流・活

動・学びの空間としての魅力の向上が望まれます。 

・公園や緑地、屋敷林等、様々な花木については、地域に彩りを添える景観資源

として、まちづくりへの活用が望まれます。 

 

➅生活充実 

・子どもや子育て世代、高齢者、障がい者等、誰もが住み慣れた地域で自分らし

く暮らすことのできる、地域づくりが望まれます。 

・道路照明灯や歩行者・自転車通行空間の確保等、身近な生活環境の安全性の向

上が望まれます。 

・空き家の増加等への対策が望まれます。 
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４．地域別まちづくりの方針 

（４）中央地域 

１）地域の沿革 

２）将来イメージ 

３）まちづくりの方針 

４）地域の課題 
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（４）中央地域 

１）地域の沿革 

本地域は中川と大場川に沿って市街

地が形成され、その周辺には農地を主

体とした田園環境が形成されてきまし

た。 

このような市街地にあって、市街化

調整区域であった三郷中央地区が平成

８年に市街化区域に編入され、東京都

心と筑波研究学園都市を結ぶつくばエ

クスプレス三郷中央駅が平成 17 年に

開業し、鉄道整備とあわせて一体的な

土地区画整理事業が展開されたことに

より、駅周辺を中心に本市の拠点とし

て大きく発展することとなりました。 

また、市役所や健康福祉会館、総合

体育館等行政サービスの中核を担う公

共施設が数多く立地している地域であ

り、三郷中央駅周辺の都市基盤整備による中高層住宅や商業・業務施設の立地、三

郷中央におどりプラザの建設等、「都市交流拠点」として市の顔にふさわしいまち

づくりが進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

におどり公園 第二大場川 
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中央地域 まちづくり略年表 

年  号 都市計画･その他 都市施設（道路･公園･鉄道等） 

昭和 58 年 
市役所新庁舎落成 

旧市立図書館開館 
  

平成２年 三郷市総合体育館開館   

４年 郷土資料館開館   

５年 消防・防災総合庁舎落成   

８年 三郷中央地区市街化区域編入 三郷放水路・三郷排水機場完成 

11 年 健康福祉会館開館 国道２９８号の谷口～鷹野５丁目間完成 

13 年   大場川上流排水機場完成 

17 年   つくばエクスプレス、三郷中央駅開業 

20 年   におどり公園開園 

23 年  三郷市北部浄水場配水池完成 

26 年 市立図書館・郷土資料館開館  

27 年 三郷中央一体型特定土地区画整理事業完了 三郷中央 IC 開設 

令和元年 三郷中央におどりプラザ開館  

 

中央地域 市街地開発事業 

 

 

  

事業名等 施行者 
都市計画決定面積 
事業区域面積 

都市計画決定 
事業計画決定 

換地処分日 

三郷中央一体型特定 

土地区画整理事業 

ＵＲ 

都市機構 

約 115.0ha 

約 114.8ha 

平成８年５月 10 日 

平成 10 年３月 30 日 
平成 27 年１月 30 日 
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２）将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉に込められた将来への期待 

 

少子・超高齢社会を迎え、誰もがいきいきとした生活を営むことが

できるよう、道路や公共交通機関、公共施設、病院、商業施設等の維

持管理とバリアフリー化によって、安全で快適な利便性の高いまちを

表します。 

 

河川・水路の豊かな水辺や社寺林、街路樹等の緑により人の心にう

るおいを与え、良好な景観につながるまちを表します。 

 

コミュニティの活性化により、まちに対する愛着や誇りをもち、将

来のまちづくりへの意識を高め、住み続けたくなるまちを表します。 

 

三郷中央駅周辺のにぎわいと活気、水辺や緑を活かしたまち並みに

より、様々な交流があるまちを表します。 
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三郷中央駅 

二郷半用水緑道 

中央地域の航空写真 
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【中央地域のまちづくり方針図】 

● にぎわいと交流
のまちづくり 

● 行政サービス施
設の充実 

● 都市基盤整備を通じた良好な住宅地の形成 
● 生活利便性を高める市街地の形成 

● 水と緑のネットワークの形成 

区 分  土地利用 道路・交通 みどり・景観 生活充実 

● 三郷中央駅
を中心とし
た都市交流
拠点の形成 

● ゆとりある環境
調整地区の形成 

● レクリエーショ
ン核を活用した
まちづくり 

● 三郷中央駅を
中心とした道
路網の形成 

● まち歩きが楽し

い安全・快適な

歩行空間づくり 

● 防災減災核
の充実 

防災・減災 

● 産業と住宅が
調和した土地
利用の推進 
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３）まちづくりの方針 

➀土地利用 

● 三郷中央駅を中心とした都市交流拠点の形成 

・三郷中央駅周辺においては、商業・業務・サービス機能をはじめとした、ふ

れあいとにぎわいをつくりだす多様な都市機能の集積や、様々なライフスタ

イルに対応した住宅の供給を図るとともに、魅力あるまち並みの形成を通じ

て、多くの市民に親しまれる「都市交流拠点」の形成を図ります。 

 

● 都市基盤整備を通じた良好な住宅地の形成 

・三郷中央駅や市役所周辺の一般・中低層住宅地は、宅地の細分化防止や緑化

の充実等良好な住宅地の形成を図ります。 

・生活道路や身近な公園づくり、雨水排水機能の向上等の生活基盤に関わる機

能の充実を図ります。 

 

● 産業と住宅が調和した土地利用の推進 

・大場川沿い等の住宅と工場・倉庫等が混在している地区は、工場の集約化等

によるすみ分けや敷地内緑化等により、住環境と操業環境が調和した土地利

用を誘導します。 

 

● 生活利便性を高める市街地の形成 

・土地利用検討地区のうち低層住宅地においては、誰もが日常生活を安心して

暮らせる環境の実現をめざし、徒歩圏内で日常的な購買活動等ができる生活

利便性の向上や地域コミュニティの活性化を含め、地域住民のニーズに沿っ

た持続可能なまちづくりを検討します。 

・土地利用検討地区のうち沿道利用地においては、用途地域の最適化による沿

道サービス施設の立地誘導を検討します。 

 

● ゆとりある環境調整地区の形成 

・農地等の自然環境と生活環境が調和した、のどかさとゆとりある地区の形成

を図ります。 

・農地等の自然的土地利用は、市民のための緑地空間や憩いの空間として、ま

た、潤いのある景観形成や保水、防災機能、地球温暖化防止への寄与等多様

な機能に着目した有効活用に努め、将来においても自然環境と生活環境が調

和した土地利用の確保を図ります。 

 

➁道路・交通 

● 三郷中央駅を中心とした道路網の形成 

・新和高須線や新和吉川線の整備により周辺地域へのアクセス強化を図ります。 

・道路網の整備や地域の需要に合わせたバス路線の見直しにより、公共施設や

医療機関、商業施設等へのアクセスに配慮した路線バスのさらなる利便性向

上を図ります。 
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● まち歩きが楽しい安全・快適な歩行空間づくり 

・三郷中央駅周辺においては、都市計

画道路の整備とあわせたゆとりある

歩行空間の形成や歩行者専用道路の

整備、緑化推進、駅前広場・駅舎の

バリアフリー化の充実により、商

業・サービス施設や緑豊かな公園、

水辺空間等を徒歩や自転車で巡りな

がら、まちの魅力を発見できる歩行

空間づくりを進めます。 

 

 

➂社会基盤施設 

● 河川・水路空間の有効活用 

・河川や水路等の水辺空間を活かして、緑道、自転車歩行者道の整備を進め、

快適な歩行空間づくりを進めます。 

 

➃防災・減災 

● 防災減災核の充実 

・防災減災核として市役所本庁舎および消防・防災総合庁舎を位置づけ、災害

に強いまちづくりを推進する防災拠点としての機能を維持することができる

よう、資機材の充実、非常電源設備の整備等を図ります。 

・防災中枢拠点として市役所本庁舎を位置づけ、災害時には災害対策本部とし

て消防・防災活動や情報伝達、救援活動の中枢的な機能を果たします。なお、

市役所が被災した場合は、消防・防災総合庁舎を代替施設として使用します。 

・地区防災拠点として消防・防災総合庁舎を位置づけ、地域の安全制向上のた

め、市役所本庁舎（防災中枢拠点）との連携により、災害対応に従事する人

員の配置や災害用物資の輸送等、避難所等とのネットワークの強化を図りま

す。 

 

● 避難所の円滑な運営のための委員会の設置 

・避難所の開設・運営を円滑に進めるため、平常時から避難所運営に関わる市

職員・施設関係者・地域住民が事前に話し合い、役割分担等のルールや手順

を取り決めしておき、訓練を通じてその実効性を確認します。また、避難所

設営に必要な物資の計画的な備蓄に努めます。 

 

● 自主防災組織の育成・強化 

・自主防災組織による地域に根ざした自主防災活動を活発化するため、自主防

災組織の設立、防災訓練の実施、資機材等の充実を支援します。また、地域

の防災リーダーとなる人材を育成し、地域の防災・減災力の向上に努めます。 

 

 

 

 

車いすに配慮した改札口（三郷中央駅） 
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➄みどり・景観 

● 水と緑のネットワークの形成 

・三郷放水路桜のプロムナードや新和さくら遊歩道等の緑道、市役所広場の桜

並木を水と緑のネットワークとして積極的に活用していきます。 

・におどり公園は、周辺の公共施設等とイベント実施等を連携し、レクリエー

ションの発信地としてより充実するよう、利活用の推進を図ります。 

・三郷中央駅周辺の調整池や栄調節池は、治水対策としての役割を踏まえなが

ら、オープンスペースとしての活用に努めます。 

・水と緑のネットワークを形成する緑道等の整備により、暮らしの中で花や緑

の豊かさが実感できるまち並みづくりに努めます。 

・まちの中でゆとりの空間としての機能をもつ農地は、都市型農業の充実とと

もに、市民農園・観光農園の開設支援による農業体験の場の提供等、多様な

活用方策を検討します。 

 

● 駅景観拠点の形成 

・三郷市景観計画において「駅景観拠点」に位置づけられた三郷中央駅は、将

来的な施設の更新等においても良好な景観形成の維持と充実を図ります。駅

景観拠点の形成については、景観計画による景観形成基準等の活用により景

観に配慮したまちづくりを推進します。 

 

➅生活充実 

● にぎわいと交流のまちづくり 

・三郷中央駅や東京外かく環状道路等の恵まれた交通条件を活かし、にぎわい

と交流が生まれる活力に満ちたまちづくりを進めます。 

・地域の人々の交流やボランティア・まちづくり活動の活発化に向け、地域ス

ポーツ・レクリエーション活動や三郷中央におどりプラザ等の公共施設の多

目的利用を通じた生涯学習の機会充実を図ります。 

 

● 行政サービス施設の充実 

・当地域には行政サービスの要である市役所や保健・福祉の拠点施設である健

康福祉会館等、多くの公共公益施設が集積しており、三郷中央駅周辺との連

携を図りながら、誰もが利用しやすい環境づくりと、質の高いサービスの提

供・充実をめざします。 

・三郷スカイパークや東京都三郷浄水場、三郷高校、におどり公園、三郷中央

におどりプラザ等とあわせ、災害時や緑化推進の場としての活用を図り、花

と緑に恵まれた交流空間の形成を図ります。 

 

● レクリエーション核を活用したまちづくり 

・スポーツを通じた健康増進や観光・イベント等を活用したにぎわいの創出等、

人が集い、情報を発信する場所として、におどり公園および三郷中央におど

りプラザを「レクリエーション核」に位置づけ、スポーツ・レクリエーショ

ンを通じたまちづくり、元気な地域づくりをめざします。 
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【中央地域のまちづくり課題図】 

区 分  

新和高須線、新和吉川線の
整備 

におどり公園を活か
した緑の拠点づくり 

住宅と工場等の
用途が調和した
操業・居住環境 

建物の密集や用途混在を抑制
した閑静な住環境づくり 

土地利用のあり方を総合的
な角度から検討 

土地利用 道路・交通 みどり・景観 

中心市街地にふさわしい商業・業務
拠点の形成や様々なライフスタイル
に対応した住宅地の形成 
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４）地域の課題 

➀土地利用 

・三郷中央駅周辺は、本市の中心市街地にふさわしい「都市交流拠点」の形成と、

様々なライフスタイルに対応した住宅地の形成が望まれます。 

・多くの人が集まる市役所周辺は、市民ニーズに応える質の高いサービスの提供

をめざす必要があります。 

・大場川沿い等の住宅と工場が立地している地区は、住宅と工場等の用途が調和

した操業・居住環境の保全が望まれます。 

・江戸川沿いの市街地は、建物の密集や用途混在を抑制した閑静な住環境づくり

が望まれます。 

・市街化調整区域は、都市型農業の振興と併せ、未来に向けた土地利用のあり方

を総合的な角度から検討する必要があります。 

 

➁道路・交通 

・三郷中央駅を中心としたバス路線の充実やバリアフリー化等、公共交通機関の

利用環境の充実が望まれます。 

・新和高須線、新和吉川線の整備を推進し、各拠点との連携強化が望まれます。 

・歩道整備や交通安全対策等、生活道路に関わる整備の充実が望まれます。 

 

➂社会基盤施設 

・河川や水路等の水辺空間の有効活用が望まれます。 

 

➃防災・減災 

・風水害に対する安全性を高める総合的な治水対策、暴風、地震への対策が必要

です。 

・災害時に地域住民が安全に避難できる避難所の充実が求められています。 

 

➄みどり・景観 

・三郷放水路や市役所周辺については、桜が楽しめる水辺空間としての魅力の向

上が望まれます。 

・三郷中央駅周辺では、におどり公園を活かした緑の拠点づくりが望まれます。

また、調整池を有効に活用されることが望まれます。 

 

➅生活充実 

・子どもや子育て世代、高齢者、障がい者等、誰もが住み慣れた地域で自分らし

く暮らすことのできる地域づくりが望まれます。 

・道路照明灯や歩行者・自転車通行空間の確保等、身近な生活環境の安全性の向

上が望まれます。 

 



第３章 地域別構想 ４．地域別まちづくりの方針 （４）中央地域 

143 

  



第３章 地域別構想 ４．地域別まちづくりの方針 （５）東和地域 

144 

 

 

 

 

４．地域別まちづくりの方針 

（５）東和地域 

１）地域の沿革 

２）将来イメージ 
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（５）東和地域 

１）地域の沿革 

本地域は、東京都区部からの都市化

の圧力を受ける形で、都県境に近い

戸ヶ崎地区や高州地区から河川沿いの

自然堤防を北上しながら、住宅や農

地、工場、商店等多様な土地利用によ

る市街地が形成されています。 

また、南北は三郷放水路や小
こ

合
あ い

溜
だ め

井
い

に接し、東西には江戸川や中川が流

れ、これらの水辺空間により良好な景

観を形成しています。 

さらに、二郷半領用水路や久兵衛用

水の緑道、新和さくら遊歩道、県営み

さと公園周辺の桜並木等の緑の空間

は、水との関わりを色濃く残す祭礼

『三匹の獅子舞』（戸ヶ崎２丁目・戸ヶ

崎香取神社）等と一体となった水と緑

が織りなす特色あるまちとなっています。 

平成 17 年には、国道 298 号の市内全線と、東京外環自動車道の三郷ジャンク

ションから三郷南インターチェンジ間が開通し、昭和５５年に開通した松戸・三郷

有料道路は平成２０年に無料化され、平成２２年には草加三郷線の整備が東京外か

く環状道路（高速部：東京外環自動車道・一般部：国道２９８号）まで完了しまし

た。平成 30 年には、三郷南インターチェンジから千葉県の高谷ジャンクションま

でが開通し、地域の骨格となる道路が全通することとなり、道路・交通の利便性が

大きく向上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三匹の獅子舞 県営みさと公園 
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東和地域 まちづくり略年表 

年  号 都市計画･その他 都市施設（道路･公園･鉄道等） 

昭和 45 年   主要地方道 松戸草加線開通 

55 年   松戸・三郷有料橋開通 

58 年   大場川下流排水機場完成 

59 年  県営みさと公園開園 

63 年 
東和東地区文化センター開館 

鷹野学校給食センター東館供用開始 
  

平成３年 高州地区文化センター開館   

６年 高州地区体育館開館   

７年 鷹野文化センター開館   

８年   三郷排水機場完成 

11 年   国道 298 号の谷口～鷹野５丁目間開通 

17 年  東京外環自動車道三郷 JCT～三郷南 IC 間開通 

18 年 鷹野学校給食センター西館供用開始   

20 年   松戸・三郷有料橋無料開放 

27 年  新中川橋開通 

30 年   東京外環自動車道三郷南 IC～高谷 JCT 間開通 

令和元年 
ふれあいの郷下新田・戸ヶ崎ふれあいひろば

開館 
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２）将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉に込められた将来への期待 

 

河川や水路等の水辺空間と、県営みさと公園等の緑地空間を活かし

ながら、人々の心に豊かさを育み、花や緑、水辺にいつでもふれあい

親しむことができるまちを表します。 

 

道路や公園、下水道、文化施設等の生活基盤施設の充実や防災・治

水対策の推進、河川・水路の浄化や周辺環境に配慮した美しいまち並

みの形成等により、安心・安全・快適なまちへの期待を表します。 

また、水辺や県営みさと公園等の自然環境を活かしたスポーツ・レ

クリエーション活動の充実による、健やかなゆとりある生活環境の充

実も求められています。 

また、東京外かく環状道路や都市計画道路等の幹線道路、三郷中央

駅等へのネットワークを活かし、バス交通網の充実や地域産業の活性

化につながるまちづくりへの期待を表します。 

 

互いに人格を尊重し、地域の人々のコミュニケーションが充実した

緑豊かな思いやりとやすらぎのあるまちへの期待を表します。 
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二郷半用水緑道 

県営みさと公園 

東和地域の航空写真 



第３章 地域別構想 ４．地域別まちづくりの方針 （５）東和地域 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東和地域のまちづくり方針図】 

● やすらぎのまちづくり 

● 安心・安全・快適な住宅地
の形成 

● 産業と住宅が共存した土地
利用の推進 

● 生活利便性を高める近隣商
業地の形成 

● 水と緑のネットワークの形成 
● 市民に親しまれるレクリエーション拠点の形成 
● 地域に彩りを添える景観の形成 

区 分  

● 生活利便性を高
め、地域の活性
化につながる地
域拠点の形成 

● ゆとりある環境
調整地区の形成 

● レクリエーション核を
活用したまちづくり 

● 地域の骨格をなす
道路網の形成 

土地利用 道路・交通 みどり・景観 生活充実 防災・減災 

● 防災減災核
の形成 
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３）まちづくりの方針 

➀土地利用 

● 生活利便性を高め、地域の活性化につながる地域拠点の形成 

・三郷南インターチェンジ周辺は、計画的な整備手法に基づき、整備予定の防

災機能を有する公共施設を含め、商業・業務・交流機能等の導入により、地

域の生活利便性の向上や活性化につながる「地域拠点」の形成を図ります。 

・産業振興地区においては、周辺の農地の性格、都市基盤整備の状況、周辺の

環境との調和を図りながら、草加三郷線の整備状況を勘案し、物流施設をは

じめとする流通機能、道の駅やターミナル等の交通機能、都市型農業の振興

を図る農業生産機能等、産業の活性化に資する土地利用の誘導を図ります。 

 

● 安心・安全・快適な住宅地の形成 

・戸ヶ崎１丁目や鷹野１丁目、高州３丁目等の中低層住宅地は、日影等の居住

環境や防災面に配慮し、中低層住宅を中心とした良好な住宅地の形成を図り

ます。 

・戸ヶ崎３丁目や高州１丁目等の一般住宅地は、多様な住宅需要に応え、生活

利便性を向上する店舗等が立地する良好な住宅地の形成を図ります。 

・戸ヶ崎交差点付近の住宅地は、住宅地の防災性を高めるため、主要な生活道

路や公園・オープンスペースの確保等総合的な角度から整備方策を検討しま

す。 

・生活道路や身近な公園づくり、雨水排水機能の向上等の生活基盤に関わる機

能の充実を図ります。 

 

● 産業と住宅が共存した土地利用の推進 

・住宅と工場・倉庫等が混在している地区は、工場の集約化等によるすみ分け

や敷地内緑化等により、住環境と産業が調和した土地利用を誘導します。 

 

● 生活利便性を高める近隣商業地の形成 

・近隣商業地は、暮らしに密着した商店街やスーパー等を主体とした生活利便

性の向上につながるまち並みの形成を図ります。 

 

● ゆとりある環境調整地区の形成 

・農地等の自然的な環境と生活環境が調和した、のどかさとゆとりある地区の

形成を図ります。 

・農地等の自然的土地利用は、市民のための緑地空間や憩いの空間として、ま

た、潤いのある景観形成や保水、防災機能、地球温暖化防止への寄与等多様

な機能に着目した有効活用に努め、将来においても自然環境と生活環境が調

和した土地利用の確保を図ります。 
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➁道路・交通 

● 地域の骨格をなす道路網の形成 

・新和高須線や草加三郷線、三郷公園線の整備を推進し、三郷中央駅をはじめ

とする周辺地域へのアクセス強化や地域の防災性の向上を図ります。 

・周辺都市との連携強化や戸ヶ崎交差点付近の渋滞緩和、地域の防災性の向上

を図ります。 

・道路網の整備や地域のニーズに合わせたバス路線の見直しにより、公共施設

や医療機関、商業施設等へのアクセスに配慮した路線バスのさらなる利便性

の向上を図ります。 

 

➂社会基盤施設 

● 河川・水路空間の有効活用 

・江戸川や中川、大場川、小
こ

合
あ い

溜
だ め

井
い

は、治水事業や緑化の推進により、親水性

の高い水辺空間の創出を図ります。 

 

➃防災・減災 

● 防災減災核の形成 

・地区防災拠点として前川中学校を位置づけ、地域の安全性向上のため、市役

所本庁舎（防災中枢拠点）との連携により、災害対応に従事する人員の配置

や災害用物資の輸送等、避難所等とのネットワークの強化を図ります。 

・整備予定の防災機能を有する公共施設については、平時には、防災資機材等

の備蓄スペースの確保と防災について学ぶことができる施設として、災害時

には避難場所として想定される防災機能を有する施設の整備を推進します。 

 

● 避難所の円滑な運営のための委員会の設置 

・避難所の開設・運営を円滑に進めるため、平常時から避難所運営に関わる市

職員・施設関係者・地域住民が事前に話し合い、役割分担等のルールや手順

を取り決めしておき、訓練を通じてその実効性を確認します。また、避難所

設営に必要な物資の計画的な備蓄に努めます。 

 

➄みどり・景観 

● 水と緑のネットワークの形成 

・三郷放水路桜のプロムナードや下第二大場川水辺のプロムナード、新和さく

ら遊歩道、久兵衛用水を水と緑のネットワークとして積極的に活用していき

ます。 

・水と緑のネットワークを形成する緑道等の整備により、暮らしの中で花や緑

の豊かさが実感できるまち並みづくりに努めます。 

・まちの中でゆとりの空間としての機能をもつ農地は、都市型農業の充実とと

もに、市民農園・観光農園の開設支援による農業体験の場の提供等多様な活

用方策を検討します。 
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● 市民に親しまれるレクリエーション拠点の形成 

・県営みさと公園は、周辺の高州地区

体育館や高州地区文化センター等の

公共施設を含め、集い・語らい・学

びの要素を取り入れたレクリエー

ション拠点の形成を図ります。 

今後は、この拠点機能を高めるため

に、三郷公園線の道路整備によるア

クセス性の向上や県営みさと公園二

次区域の整備促進、都立水元公園と

の一体的な利用促進により、小
こ

合
あ い

溜
だ め

井
い

の良好な景観と調和した魅力ある

空間形成に努めます。 

 

● 地域に彩りを添える景観の形成 

・二郷半領用水路や三郷放水路、新和さくら遊歩道、吹上小学校南側の桜並木、

昔ながらの面影を残した社寺林や屋敷林、生垣等の緑の環境を地域に彩りを

添える景観として保全・活用を図ります。 

 

➅生活充実 

● やすらぎのまちづくり 

・公園・緑地・広場においては、誰もが安心して快適に楽しむことができるよ

う出入口や通路等のバリアフリー化に努めます。また、遊具やトイレ等の公

園施設についても長寿命化計画に基づく維持管理、更新に努めます。 

・地域の人々のふれあいや交流促進、ボランティア・まちづくり活動の活発化

に向け、地域のスポーツやレクリエーション活動等、生涯学習の機会の充実

や住民間のコミュニケ―ションの充実を図ります。 

 

● レクリエーション核を活用したまちづくり 

・スポーツを通じた健康増進、観光やイベント等を活用したにぎわいの創出等、

人が集い、情報を発信する場所として、県営みさと公園を「レクリエーショ

ン核」に位置づけ、スポーツ・レクリエーションを通じたまちづくり、元気

な地域づくりをめざします。 

 

  

高州地区体育館 
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【東和地域のまちづくり課題図】 

区 分  

生活道路への通過
車両の流入防止 

密集市街地の
改善 

道路渋滞の緩和 

土地利用 道路・交通 

近隣商業地域の
活性化 

交通利便性や既存の公共公益施設等を
活かした生活利便性の向上や活性化 

住宅と工場等の
用途が調和した 
操業・居住環境 
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４）地域の課題 

➀土地利用 

・三郷南インターチェンジ等の交通利便性を活かし、既存の公共公益施設等を活

用した、生活利便性の向上や活性化につながる地域拠点の形成が望まれます。 

・住宅と工場が立地している地区は、住宅と工場等の用途が調和した操業・居住

環境の保全が望まれます。 

・近隣商業地の身近な店舗と住宅が共存している地区は、生活利便性の向上につ

ながるまち並みの形成が望まれます。 

・戸ヶ崎交差点周辺の住宅地においては、道路や公園の整備等により、密集市街

地の改善が望まれます。 

・市街化調整区域は、都市型農業の振興と併せ、未来に向けた土地利用のあり方

を総合的な角度から検討する必要があります。 

 

➁道路・交通 

・戸ヶ崎交差点の道路渋滞の緩和が望まれます。 

・葛飾区や八潮市、松戸市等の周辺都市との道路交通アクセスの向上が望まれま

す。 

・歩道の未整備箇所や狭い道路、見通しの悪い交差点等主要な生活道路を中心と

した道路整備等の充実が望まれます。 

・新和高須線や草加三郷線の整備推進により、生活道路への通過車両の流入防止

に努める必要があります。 

・バス交通について、地域のニーズに応じた運行ルートやダイヤ等、市民生活を

踏まえたサービスの充実が望まれます。 

 

➂社会基盤施設 

・下水道整備や排水性の向上等の生活基盤に関わる整備の充実が望まれます。 

・河川や水路等の水辺空間の有効活用が望まれます。 

 

➃防災・減災 

・風水害に対する安全性を高める総合的な治水対策、暴風、地震への対策が必要

です。 

・災害時に地域住民が安全に避難できる避難所の充実が求められています。 
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➄みどり・景観 

・三郷放水路については、桜が楽しめる

水辺空間としての魅力の向上が望まれ

ます。 

・まとまりのある生産緑地地区等の農地

や屋敷林については、緑豊かな潤いあ

る住宅地の形成に向けた活用が望まれ

ます。 

・県営みさと公園は、隣接する都立水元

公園との一体的な緑地機能（景観やレ

クリエーション等）の充実が望まれて

います。 

 

➅生活充実 

・子どもや子育て世代、高齢者、障がい者等、誰もが住み慣れた地域で自分らし

く暮らすことのできる地域づくりが望まれます。 

・道路照明灯や歩行者・自転車通行空間の確保等、身近な生活環境の安全性の向

上が望まれます。 

・空き家の増加等への対策が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

三郷放水路 
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第４章 実現方策 
 

１．基本的な考え方 

「三郷市都市計画マスタープラン」で掲げたまちづくりの目標や方針の実現に向け、

市民・事業者・行政がまちづくりに対する役割と責任を認識し、パートナーシップに

基づいた、みんなで支えあうまちづくりを進めます。 

 

２．市民・事業者・行政の役割 

「三郷市都市計画マスタープラン」に沿って、よりよいまちづくりを進めていくた

めに、市民・事業者・行政が担うべき役割として以下のようなことが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇まちづくりの主役として、まちのあり方や知識を身に

つけ、よりよいまちづくりへの理解を深めます。 

〇市民一人ひとりがまちの一員としての認識をもち、

様々な考えやアイデアをもった市民相互の話し合いの

中から、必要なことを見い出し、よりよいまちづくり

につながる活動を積極的に実践していくことが求めら

れます。 

〇市民には、市内にお住いの方、市内において学び、活

動している個人や団体を含むものとし、多様な方がま

ちづくりの主体として活躍が期待されます。 

市民 
 

・住民 

・自治会 

・各種団体 

    等 

〇地域社会の構成員として、市民と同様にまちづくりの

重要な役割を担います。 

〇地域に貢献する活動を行うとともに、本市のまちづく

りの計画を十分に理解し、行政および市民との協力関

係を築きながら、よりよいまちづくりを支援する役割

が求められます。 

事業者 

・企業 

・公共交通 

・教育機関 

    等 

〇まちづくりを牽引する総合的な役割を担います。 

〇各種事業を進めるための手法等の調査・研究や推進体

制の充実、開発や建築行為の指導を通して、効果的な

まちづくりを進めていきます。 

〇必要に応じて、地域の課題を市民や事業者に提起しな

がら、よりよいまちづくりに向けた活動を支援するた

めの方策を整えます。 

行政 

・国 

・埼玉県 

・三郷市 

    等 
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３．まちづくりの意識高揚と活動の支援 

（１）まちづくりへの意識高揚 

ホームページやＳＮＳ等のソーシャルメディアによる情報提供やセミナーおよび

まち歩き等の各種イベントの開催を通じ、市民や事業者のまちづくりに関する意識

の高揚に努めます。 

特に、ホームページやＳＮＳによる情報提供は、スマートフォンやタブレット等

の利用者の急激な増加により、まちづくり意識の高揚に重要な役割を果たします。

このため、都市計画制度の基本的な解説や既に定められている都市計画に関する情

報提供、説明会等の開催日時、都市計画案の縦覧の期間、場所等都市計画決定手続

についての情報提供、現在定めようとしている都市計画の案の内容についての情報

提供等、積極的にホームページ等を活用します。 

さらに、多様な意見・提案をよりよいまちづくりに活かすことを目的に、情報の

双方向性を確保する手法としても、ソーシャルメディアの活用を検討します。 

また、社会教育や学校教育において、まちづくりに関する教育・講座を取り入れ、

人材の育成・発掘や質の高いまちづくりの実践に結びつけていきます。 

  

（２）まちづくり活動への支援 

市民自らが、自分達のまちを良くしていこうという熱意をもち、様々な世代や立

場の方々が協力して行うまちづくりの地域活動に対し、まちづくりの専門家の派遣

や交流の機会の提供等の支援について検討します。 
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４．都市計画諸制度の活用 

（１）都市計画諸制度の活用 

都市計画は、都市内の限られた土地資源を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用

地、緑地・自然環境を適正に配置することにより、農林漁業との健全な調和を図り

つつ、健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保することを基本とし

ています。 

その展開を図る手段として、土地利用の誘導・制限等都市計画に必要な多くのこ

とがらについて都市計画法に基づく都市計画決定を行い、実現の担保性を高めてい

ます。 

また、平成 26 年には、都市再生特別措置法の改正による「立地適正化計画」制

度が創設され、各種の都市機能に着目して、これらを都市計画の中に位置づけ、居

住を含めた都市の活動を適切に「誘導」することで都市をコントロールする新たな

仕組みが構築されました。 

今後の安定、成熟した都市型社会では、限られた都市空間について、都市の防災

性を高めつつ、地域の実情にあわせていかに土地利用の適正な配分を確保するかが

重視されることから、これまで以上に都市計画の総合性・一体性の確保に努め、都

市計画諸制度の活用を図ります。 

本計画の方針に基づき、地域の実情を考慮しながら、将来都市像の実現に向け、

用途地域等の地域地区の都市計画決定や変更等について検討を行います。 

 

《地域地区等の構成》 
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（２）地区計画制度の活用 

「地区計画制度」は、それぞれの地区の特性に応じた、地区レベルのきめ細かな

ルールを定める制度です。 

地区の問題解決に向けて、どのような計画手法が適しているかを検討する初期の

段階から住民の参加の機会を用意し、地区計画制度を理解してもらうとともに、地

区計画の円滑な運用を図るために、住民の合意を得た内容をルール化することが必

要となります。 

さらに、用途地域の見直しや、土地区画整理事業の実施等と組み合わせることで、

より安全・快適なまちづくりの実現につながります。 

本市では低層住宅地等の一部区域を土地利用検討地区としており、誰もが日常生

活を安心して暮らせる環境の実現をめざし、地域コミュニティの活性化や徒歩圏内

で日常的な購買活動等ができる生活利便性の向上等、地域住民のニーズに沿った持

続可能なまちづくりを検討することとしています。 

このような都市計画マスタープランで掲げる目標に向けて、市街化区域において

地区計画制度の積極的な活用を図り、良好な市街地の形成をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 

 

 

  

●地区計画で定められるまちづくりのルール 

１．地区施設（生活道路、小公園、広場、遊歩道等）の配置 

２．建物の建て方や街並みのルール 

（用途、容積率、建蔽率、高さ、敷地規模、セットバック、 

デザイン、生垣化等） 

３．保全すべき樹林地等 
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（３）土地区画整理事業の推進 

一定の広がりをもつ区域内において、道

路や公園、下水道等の都市基盤を一括して

整備を行うとともに、宅地の利用増進を図

る面的な整備の代表的な手法として土地区

画整理事業が挙げられます。 

本市では、早稲田土地区画整理事業、三

郷中央地区や三郷インターＡ地区、三郷イ

ンター南部地区および三郷インター南部南

地区では事業が完了するとともに、三郷北

部地区において良好な都市空間の形成に向

け事業が進められています。 

今後、産業拠点の都市基盤整備と拠点づくりに向けて、土地区画整理事業の特性

を活かした事業の検討等を行いながら、市民生活を支える活力あるまちづくりをめ

ざします。 

 

（４）補助金制度を使ったまちづくりの推進 

まちなかの徒歩圏の範囲を対象に、官民の公共空間を一体的に捉え、人中心の

ウォーカブルな空間へと総合的に取り組むことの重要性を背景として、「居心地が良

く歩きたくなるまちなか」や「賑わいのある道路空間」の形成に向けた整備等の補

助金の活用等の検討を行います。 

道路や河川、下水道等の社会基盤施設等に対する補助金を活用し施設等の適切な

維持管理を行い、安心・安全なまちづくりを推進します。 

 

５．まちづくり推進体制の充実 

（１）庁内組織体制の充実と職員の育成 

都市計画マスタープランを推進するためには、庁内の様々な分野との横断的な連

携を通じて、ハードとソフトが融合した総合的かつ一体的なまちづくりの展開が必

要です。 

また、地方分権の進展や、複雑かつ多様化するまちづくりの課題に取り組むため

十分な知識や技術、よりよいまちづくりを実現しようとする熱意が必要です。 

このため、調整組織の確立、弾力的で柔軟な組織づくりに努めるとともに、研究

会や研修会の開催等、あらゆる機会をとらえながら政策立案能力を高める人材の育

成に努めます。 

 

（２）計画的なまちづくりの推進と財源の確保 

まちづくりは、長い時間と労力、多大な費用が必要です。また、持続性あるまち

づくりを進めるためには、安定した財源の確保が欠かせません。 

今後のまちづくりは、これまで整備されてきた施設や都市基盤の十分な維持・活

用を図りつつ、限られた財源と人材を有効かつ効果的に投資していくために、整備

の必要性や緊急性、事業化への熟度や効果等、あらゆる角度から検討し、計画的か

北部地区の区画整理のパース等 

土地区画整理事業 
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つ持続可能ななまちづくりを進めていきます。 

さらに、長期的な展望を見据えながら公共施設等の効率的な維持管理と行政運営

に努めつつ、多様な方策により安定した財源の確保に努めます。 

 

（３）国・県等の関係機関との連携強化 

公共事業の推進や土地利用の誘導規制、防災・減災への対応等について、広域的

な対応をとる必要性が高まっていることから、国や県、周辺市町および関係機関と

の連携強化を図ります。 

 

（４）各種計画・事業等の把握 

まちづくりや防災・減災に関わる各種計画や公共事業の進捗状況、各地域におけ

る土地利用・開発事業の動向、市民ニーズを詳細に把握・整理し、都市計画マス

タープランで掲げる目標や方針に沿ったまちづくりを進めます。 

 

（５）市独自のまちづくり制度の創出 

都市計画マスタープランは、アンケートや地域別ワークショップ、パブリック・

コメント手続等の市民参加を経て策定したものであり、今後の将来都市像の実現化

に向けて、市民等がより主体的かつ積極的にまちづくりに関わることができるよう

に、市民等との協働によるまちづくりをめざした市独自の制度の創出を図ります。 

また、市街地整備、景観形成、開発許可が不要な資材置き場等の土地利用の調整

等について、条例の制定等を検討します。 

 

（６）都市計画マスタープランのめざすまちづくりの検証 

都市計画マスタープランで定めたまちづくりの目標や各種方針については、｢第５

次三郷市総合計画｣による数値目標等を活用し、実現に向けた取り組み・達成状況を

検証していきます。 

さらに、近年の社会経済状況が変化するスピードの速さに対応するため、まちづ

くりの方向性に大きな変化が生じた時には、部分的な見直しを含め、計画の見直し

を適宜行うものとします。 
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資料編 

１．市の概況 

（１）人口関係 

１）三郷市の人口 

本市の令和２年の人口は 142,529 人、世帯数は 64,867 世帯となっています。 

人口は、昭和45年から平成２年の20年間で約３倍となりなした。平成７年を

境に一旦減少に転じたものの、つくばエクスプレス三郷中央駅が開業した平成 17

年以降は再び増加傾向となっています。 

また、世帯数も増加傾向となっており、１世帯あたり人員は年々減少していま

す。 

 

《総人口、世帯数、１世帯当たりの人員の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査／昭和 45年～平成 27年 10月１日、住民基本台帳／令和２年１月１日 

  

（人，世帯）

昭和45 昭和50 昭和55 昭和60 平成2 平成7 平成12 平成17 平成22 平成27 令和2

(1970) (1975) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020)

人口 42,753 79,355 98,223 107,964 128,376 133,600 131,047 128,278 131,415 136,521 142,529

世帯数 10,519 21,933 27,668 31,644 39,424 43,593 45,534 47,145 51,084 55,230 64,867

1世帯当たり

の人員
3.98 3.58 3.51 3.39 3.24 3.05 2.86 2.7 2.55 2.44 2.2

0
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(2015)
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(2020)

１

世
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人
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人口 世帯数 １世帯当たりの人員
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《年齢階層別人口》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査／平成 27年 10月１日、住民基本台帳／令和２年１月１日 

 

総 数 男 女 総 数 男 女

0～4 5,974 3,023 2,951 6,233 3,207 3,026

5～9 5,821 2,966 2,855 6,242 3,134 3,108

10～14 5,696 2,903 2,793 5,897 3,023 2,874

15～19 6,011 3,133 2,878 5,891 3,023 2,868

20～24 6,359 3,213 3,146 6,606 3,483 3,123

25～29 7,287 3,715 3,572 7,346 3,848 3,498

30～34 8,949 4,604 4,345 8,776 4,576 4,200

35～39 10,107 5,301 4,806 10,058 5,280 4,778

40～44 11,558 6,238 5,320 10,863 5,757 5,106

45～49 9,568 5,106 4,462 11,956 6,499 5,457

50～54 7,689 3,944 3,745 9,483 5,056 4,427

55～59 7,566 3,738 3,828 7,475 3,848 3,627

60～64 9,499 4,716 4,783 7,655 3,752 3,903

65～69 12,033 5,886 6,147 9,683 4,687 4,996

70～74 9,738 4,899 4,839 11,066 5,325 5,741

75～79 6,447 3,121 3,326 8,830 4,288 4,542

80～84 3,525 1,572 1,953 5,024 2,310 2,714

85～89 1,690 613 1,077 2,284 887 1,397

90～94 728 163 565 887 239 648

95～99 174 32 142 239 49 190

100～ 22 1 21 35 3 32

年齢
平成27(2015)年 令和2(2020)年

0 2,000 4,000 6,000 8,000

（人）

女

R2(2020)

H27(2015)

02,0004,0006,0008,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

（人）

男

R2(2020)

H27(2015)
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1,365

1,578

1,851

4,869

3,958

3,593

3,815

3,801

3,267

1,624

1,854

3,264

5,908

6,009

5,516

6,385

6,751

6,887

27,522

25,129

21,471

20,494

19,923

17,358

9,311

9,816

13,388

28,983

26,861

25,489

902

1,231

1,574

3,213

4,764

6,608

1,768

2,737

4,061

1,495

2,260

2,609

4,938

6,491

6,919

566

729

1,010

1,557

2,302

3,384

897

1,217

1,912

628

912

1,715

1,997

2,975

4,565

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

彦成 H17(2005)

H22(2010)

H27(2015)

北部 H17(2005)

H22(2010)

H27(2015)

早稲田 H17(2005)

H22(2010)

H27(2015)

中央 H17(2005)

H22(2010)

H27(2015)

東和 H17(2005)

H22(2010)

H27(2015)

（人）

0～14歳

15～64歳

65～74歳

75歳以上

《地域別・年齢 4 区分人口（平成 17 年～27 年）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 小地域集計 年齢（５歳階級）別人口／各年 10月１日 

 

《地域別・年齢階層別区分割合（平成 17 年～27 年）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 小地域集計 年齢（５歳階級）別人口／各年 10月１日 

 

 

地域名・集計年 0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上 高齢化率

彦成 H17(2005) 14.8% 69.3% 9.8% 6.1% 15.9%

彦成 H22(2010) 15.3% 65.6% 12.0% 7.1% 19.0%

彦成 H27(2015) 16.3% 60.8% 13.9% 8.9% 22.8%

北部 H17(2005) 13.1% 74.1% 8.6% 4.2% 12.8%

北部 H22(2010) 10.9% 69.5% 13.2% 6.4% 19.5%

北部 H27(2015) 10.2% 61.2% 18.8% 9.7% 28.5%

早稲田 H17(2005) 14.1% 76.0% 6.6% 3.3% 9.9%

早稲田 H22(2010) 13.7% 72.0% 9.9% 4.4% 14.3%

早稲田 H27(2015) 12.3% 65.3% 15.3% 7.2% 22.5%

中央 H17(2005) 12.4% 71.3% 11.4% 4.8% 16.3%

中央 H22(2010) 12.5% 66.1% 15.2% 6.1% 21.4%

中央 H27(2015) 15.6% 63.8% 12.4% 8.2% 20.6%

東和 H17(2005) 14.1% 69.3% 11.8% 4.8% 16.6%

東和 H22(2010) 14.2% 63.4% 15.3% 7.0% 22.4%

東和 H27(2015) 13.0% 60.0% 16.3% 10.7% 27.0%

合計 H17(2005) 13.7% 72.3% 9.6% 4.4% 14.0%

合計 H22(2010) 13.1% 67.4% 13.3% 6.2% 19.5%

合計 H27(2015) 12.8% 62.0% 16.0% 9.2% 25.2%

5％以上減少 0～5％減少 0～5％増加 5％以上増加
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《地域別高齢化率の推移（平成 17 年～27 年）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 小地域集計 年齢（５歳階級）別人口／各年 10月１日 
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２）通勤・通学者の流入流出 

平成 27 年の国勢調査によると、市内就業者約 6.7 万人の５割以上の約 3.6 万

人が市外に通勤しており、この半数以上の約 1.9 万人は東京都内に通勤していま

す。 

また、通学者約 0.6 万人の中で約７割に相当する約 0.4 万人が市外に通学して

います。 

一方、市外から三郷市に通勤通学している人は約 2.4 万人であり、流出人口

（約 4.0 万人）が流入人口を上回る状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三郷市外からの
就業・通学者 

2.4 万人 

県内から 
：1.3 万人 

県外から 
：1.1 万人 

三郷市民の就業・通学者 
7.3 万人 

就業 6.7 万人・通学者 0.6 万人 

市内での就業 
2.9 万人 

自宅で就業 
0.6 万人 

市内で就業通学 
2.3 万人 

三郷市外への 
就業・通学者 

4.0 万人 

就業 3.6 
通学者 0.4 

県 内へ：1.2 万人 
東京都へ：2.1 万人 
千葉県へ：0.5 万人 
その他へ：0.1 万人 
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（２）産業関係 

１）工業 

製造品出荷額は平成20年をピークに減少が続き、平成23年には７割減となり

ましたが、翌年には再び増加し、平成28年までは微増傾向にあり、平成29年に

は一旦減少したものの、以降再び増加を示しています。 

事業所数および従業者数は、平成20年以降、減少から横ばいで推移しており、

平成28年に一旦増加を示したものの、再び減少し以降も同様の傾向にあります。 

 

《製造品出荷額の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《事業者数、従業者数の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：工業統計調査 
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２）商業 

年間商品販売額については、平成 16 年までは減少傾向にありましたが、平成

19 年以降増加に転じており、これは平成 17 年にピアラシティが開業したことが、

大きな要因と考えられます。 

事業所数・従業者数は、卸売業に関しては、この 20 年間はほぼ横ばいで推移

しています。小売業従業員数は増加減少を繰り返しつつも、平成 24 年以降は増

加傾向にあり、平成６年から６割減となっていた事業所数も平成 24 年を境に微

増に転じてます。 

 

《年間商品販売額の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《事業者数・従業者数の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査 
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専業農家数

第１種兼業農家
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３）農業 

販売農家数全体では、昭和40年から平成27年の50年間で約４分の１に減少

しています。また、平成27年の総農家数のうち３分の２が第２種兼業農家となっ

ています。 

 

《販売農家 専兼業別農家数》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス 
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（３）土地利用 

１）土地利用の現況 

市全域の平成 27 年時点の土地利用は、自然的土地利用（田・畑・水面・その

他の自然地）が約４分の１を占めています。平成 22 年から平成 27 年の 5 年間

では、農地の構成比が 3.2％減少、住宅地が 2％、工業地が 1.3％増加していま

す。 

また、過去 50 年の推移をみると、昭和 45 年当時は約 50％を占めていた田の

構成比が平成 31 年には 6.4％と 9 割近く減少したのに対して、宅地は 9.9％か

ら 36.0％へと約 3.6 倍増加しています。 

 

《土地利用の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年度三郷市都市計画基礎調査 

《地目別土地面積の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値は四捨五入しているため合計が 100 とならない場合がある 

資料：みさと統計書令和２年度版 
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（４）災害時応援協定締結先一覧（事業者） 

大規模災害時に、被災者に必要な飲料水、食料および医薬品等を積極的かつ優先的

に供給が得られる体制を確立するため、市内外の事業者と、災害時の応援に関する協

定を締結しています。 

令和３年１月 20 日現在 

NO 協定名 相手方の名称 協定の概要 締結日 

１ 
災害時における応急救助の
ための輸送協力に関する協
定書 

三郷市輸送協議会 
被災者の避難、物資等の運
搬にかかる輸送 

平成８年 
12 月１日 

２ 
災害時における応急救助の
ための輸送協力に関する協
定書 

吉川地区グリーントラッ
ク交通安全協議会 

災害時における応急救助の
ため輸送協力 

平成９年 
２月１日 

３ 
災害時における三郷郵便
局・三郷市間の協力に関す
る覚書 

三郷郵便局 

災害救助法適用時の特別事
務取扱い、用地の提供、情
報の提供、臨時郵便差出箱
の設置 

平成９年 
５月 23 日 

４ 
災害時における食パン等の
供給に関する協定書 

第一屋製パン株式会社金
町工場 

食料（パン）の供給 
平成９年 
11 月１日 

５ 
災害時における応急仮設住
宅の設置等に関する協定書 

三郷市鳶組合 
仮設住宅の設置、被災住宅
の応急修理 

平成９年 
11 月１日 

６ 
災害時における衣料品等供
給に関する協定書 

みさと衣料品店グループ 衣料品の供給 
平成９年 
11 月１日 

７ 
緊急時における応急対策活
動への協力に関する協定書 

三郷市建設業協会 
公共土木施設の応急修理障
害物の除去 

平成９年 
11 月１日 

８ 
災害時における救援物資提
供に関する協定書 

コカ・コーライースト
ジャパン株式会社 
ＶＭ川口支店 

飲料水の供給 
平成 17 年 
６月 20 日 

９ 
緊急時における物資等の協
力に関する協定書 

さいかつ農業協同組合 
施設、車両等の使用、食料
品の供給 

平成 17 年 
７月 29 日 

10 
災害時における物資の供給
に関する協定書 

株式会社アクティオ 三
郷営業所 

仮設トイレ、発電機等のレ
ンタル機材 

平成 20 年 
２月５日 

11 
緊急時における物資の供給
等に関する協定書 

株式会社イトーヨーカ堂 
三郷店 

食料品、生活必需品の供給 
平成 20 年 
2 月 27 日 

12 
緊急時における物資の供給
等に関する協定書 

株式会社カスミ 食料品、生活必需品の供給 
平成 20 年 
２月 27 日 

13 
緊急時における物資の供給
等に関する協定書 

株式会社ケーヨー 食料品、生活必需品の供給 
平成 20 年 
２月 27 日 

14 
緊急時における物資の供給
等に関する協定書 

株式会社マルエツ 
三郷中央店 

食料品、生活必需品の供給 
平成 20 年 
２月 27 日 

15 
緊急時における電気設備に
係る協力に関する協定書 

三郷市電設協力会 
発電機及び光源の提供、電
気設備の応急処置 

平成 20 年 
３月 18 日 

16 
災害時における医療救護活
動に関する協定書 

一般社団法人三郷市医師
会、歯科医師会、 
薬剤師会、接骨師会 

トリアージ、応急処置、医
薬品の提供、診療・医療相
談、感染症の予防 

平成 21 年 
５月 27 日 

17 
災害時における電気設備等
の応急復旧に関する協定書 

埼玉県電気工事工業組合 
電気設備等の応急復旧、電
気に係る事故防止 

平成 22 年 
３月 25 日 

18 
災害時の情報交換に関する
協定 

国土交通省 
関東地方整備局 

災害時における各種情報の
交換等 

平成 22 年
12 月 20 日 

19 
災害時等における人員、物
資等の輸送業務に関する協
定書 

一般社団法人埼玉県ト
ラック協会吉川支部 

人員、物資の輸送業務 
平成 24 年 
３月 26 日 

20 
災害時における民間賃貸住
宅の提供支援に関する協定
書 

公益社団法人埼玉県宅地
建物取引業協会埼玉東支
部 

民間賃貸住宅提供の協力 
平成 24 年 
３月 28 日 

21 
三郷市水道施設災害時応急
復旧活動の協力に関する協
定書 

三郷市指定管工事業協同
組合 

水道施設の応急復旧 
平成 24 年 
４月５日 

22 
災害時における応急対策業
務に関する応援協定書 

（H24.４.20～H29.
３.31）株式会社日本
ウォーターテックス 
（H29.４.19～）株式会
社両毛システムズ 

災害時における応急対策業
務の応援 

平成 24 年 
４月 20 日 

23 
災害時における家屋被害認
定調査に関する協定書 

埼玉土地家屋調査士会 家屋被害認定調査 
平成 25 年 
３月 28 日 
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NO 協定名 相手方の名称 協定の概要 締結日 

24 
東京都水道局三郷浄水場に
おける応急給水活動に関す
る協定書 

東京都公営企業管理者 
東京都水道局 

東京都水道局三郷浄水場で
の応急給水活動の協定 

平成 25 年 
７月１日 

25 
災害時における給油取扱所
の支援協力に関する協定書 

埼玉県石油商業組合三郷
支部 
有限会社 たび屋商店 

災害時における燃料給油等
の支援協力 

平成 25 年
10 月 31 日 

26 
緊急時における物資の供給
等に関する協定書 

コストコホールセール
ジャパン株式会社 

食料品、生活必需品の供
給、駐車場及び付帯施設の
利用 

平成 26 年
12 月 12 日 

27 
災害時における飲料水提供
に関する協定書 

株式会社伊藤園 飲料水の供給 
平成 26 年
12 月 15 日 

28 
緊急時における物資の供給
等に関する協定書 

イケア・ジャパン株式会
社 

食料品、生活必需品の供
給、駐車場及び付帯施設の
利用 

平成 27 年 
２月１日 

29 
災害時における資材の供給
に関する協定書 

冨士機材株式会社 東京
第二支店 

資材の供給 
平成 27 年 
４月 22 日 

30 
災害時における災害廃棄物
の収集運搬に関する協定書 

三郷環境整備組合 
災害時における災害廃棄物
収集運搬業務 

平成 27 年
10 月 21 日 

31 
災害時における放送等に関
する協定 

株式会社ジェイコム北関
東 

災害情報等のケーブルテレ
ビを利用した広報業務 

平成 28 年 
２月１日 

32 
特設公衆電話の設置・利用
に関する覚書 

東日本電信電話株式会社 
特設公衆電話回線の事前設
置 

平成 28 年 
２月 22 日 

33 
災害時におけるＬＰガスの
優先供給等の協力に関する
協定書 

埼玉県ＬＰガス協会 南
東武支部 

災害時において、ＬＰガス
を避難所等へ優先供給する
ための協力 

平成 28 年
11 月 28 日 

34 
地域貢献型広告に関する協
定書 

東電タウンプランニング
株式会社 

電柱広告事業において、民
間企業などが掲出する広告
の一部に公共情報を表示 

平成 29 年 
３月 28 日 

35 
災害時における応急対策活
動の協力に関する協定書 

三郷地区交通タクシー協
議会 
（有限会社日昭交通、有
限会社彦成タクシー、有
限会社三郷交通、明治タ
クシー有限会社） 

災害時において、被害状況
の把握、災害応急対策活動
等のため、 タクシー無線
による情報収集、タクシー
車両による人員等の搬送に
係る協力 

平成 29 年 
８月 4 日 

36 
災害時における被災者支援
に関する協定書 

埼玉県行政書士会 行政書士の派遣 
平成 29 年
10 月 10 日 

37 
災害時における被災者等相
談の実施に関する協定書 

埼玉司法書士会 司法書士の派遣 
平成 29 年
10 月 10 日 

38 
災害時における医薬品等の
調達業務に関する協定書 

一般社団法人埼玉県医薬
品卸業協会 
（アルフレッサ株式会
社、株式会社スズケン、
東邦薬品株式会社、株式
会社メディセオ） 

医薬品等の供給 
平成 30 年 
１月 31 日 

39 
災害に係る情報発信等に関
する協定 

ヤフー株式会社 災害に係る情報の発信等 
平成 30 年 
５月 10 日 

40 
災害時等における漏水調査
技術員の派遣に関する協定
書 

全国漏水調査協会 
水道管路施設の漏水調査員
の派遣 

平成 30 年 
９月 14 日 

41 
災害時における地図製品等
の供給等に関する協定書 

株式会社ゼンリン 地図製品等の供給 
平成 30 年
10 月４日 

42 
災害時等における水道施設
の応急復旧活動の支援に関
する協定書 

株式会社光明製作所 
水道施設の応急対策業務の
応援 

令和２年 
３月 10 日 

43 
災害時等における水道施設
の運転操作等の応援に関す
る協定書 

株式会社武田エンジニヤ
リング 

水道施設の運転操作の応援 
令和２年 
３月 10 日 

44 
緊急時における無人航空機
による協力に関する協定書 

株式会社オリコミサービ
ス 

ドローンによる被害状況等
の情報収集及び調査 

令和２年 
６月 16 日 

45 
緊急時における車両貸出及
び給電並びに被災者救済活
動等に関する協定書 

ネッツトヨタ東埼玉株式
会社 

給電等のための車両の貸
出、一時避難場所としての
店舗の提供等 

令和２年 
８月４日 

46 
行政放送の再送信に関する
協定書 

株式会社ジェイコム埼
玉・東日本 草加局 

防災情報端末を利用した防
災行政無線放送の再送信 

令和２年 
８月７日 

47 
緊急時における応急対策活
動の協力に関する協定書 

新和環境株式会社 

瓦礫等搬送用車両や建設重
機等による緊急人命救助や
道路交通確保のための障害
物除去 

令和２年 
12 月 14 日 

48 
災害時における停電復旧の
連携等に関する基本協定 

東京電力パワーグリッド
株式会社 川口支社 

停電復旧に係る応急措置等 
令和３年 
１月 20 日 
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２．市民意向の把握 

三郷市都市計画マスタープランは、市民の意見を幅広く計画に反映させるため、

「アンケート調査」の実施や「地域別ワークショップ」を開催し、計画の策定に活

用しています。 

ここでは、市民アンケートの調査結果について、地域ごとに生活環境の満足度と

取り組みの優先度を示しています。また、市民アンケート調査における自由意見の

要旨や地域別ワークショップにおける地域の意見の要旨を部門別に整理しています。 

 

■ アンケート調査について 

調査期間 令和元年 10 月 

調査対象 18 歳以上の市内在住者 無作為抽出 

発送数 3,000 人 

回収数 972 人 

回収率 32.4％ 

 

■ 地域別ワークショップについて 

令和２年10月から11月に、５地域で地域別ワークショップを開催し、地域

の現状や課題、将来イメージについて市民のみなさんにご意見をいただきまし

た。 

地域名 日程 会場 参加人数 

彦成地域 令和２年 11 月９日（月） ピアラシティ交流センター ８人 

北部地域 令和２年 11 月５日（木） 瑞沼市民センター ８人 

早稲田地域 令和２年 11 月 16 日（月） 文化会館 15 人 

中央地域 令和２年 11 月 19 日（木） 三郷中央におどりプラザ 10 人 

東和地域 令和２年 10 月 29 日（木） 鷹野文化センター ９人 

 

■ パネル展示について 

都市計画マスタープランの内容や市民アンケートの調査結果、地域別ワーク

ショップでのご意見について、パネル展示を行いました。 

日程 会場 

令和２年 12 月 21 日（月） 

～令和３年１月７日（木） 

ららほっとみさと 

（ららぽーと新三郷１F） 

令和３年３月 16 日（火） 

～令和３年３月 28 日（日） 

三郷市役所 

（市民ギャラリー１F） 
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高
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度
指
数

低
い→

市全

域

彦成

地域

北部

地域

早稲

田地

域
中央

地域

東和

地域

＜道路や交通＞ ＜快適なまち並み＞ ＜暮らしやすさ＞ ＜防災・防犯や公害＞

（１）市民アンケート調査による意向把握 

（地域別の満足度） 

・〈道路や交通〉、〈快適なまち並み〉、〈暮らしやすさ〉、〈防災・防犯や公害〉等の

生活環境に関する地域別の満足度を「満足度指数」により把握しました。 

・グラフの右端に示している各項目の単純平均指数によると、満足度が低い地域

は彦成地域と東和地域となっており、北部地域、早稲田地域、中央地域と大き

な開きが見られます。 

・彦成地域では、「鉄道やバス利用の便利さ」が５地域の中でも最も高い不満を示

す項目となっています。また、すべての項目で指数が 3.0 を下回っていること

や、不満の程度も他の地域に比べ高い傾向が見られます。 

・北部地域の単純平均指数は総数の単純平均指数に近い傾向を示していますが、

個別の項目をみると「幹線道路の渋滞対策」、「防犯灯や街灯の充実度」、「鉄道

やバス利用の便利さ」等の満足度が低く、〈暮らしやすさ〉の各項目は、「ふつ

う」若しくは「満足」とする傾向が見られます。 

・早稲田地域では「幹線道路の渋滞対策」が突出して不満が高く、そのほかの

〈快適なまち並み〉や〈暮らしやすさ〉に係る各項目は、3.0前後を示してい

ます。 

・中央地域は、各項目について不満が少なく、または満足度が高い傾向を示して

おり、「日常の買物の便利さ」、「公園や広場の利用のしやすさ」、「駅や公共施設

のバリアフリー化」のほか、「幹線道路の安全性」、「鉄道やバス利用の便利

さ」、「まち並みや建物景観の美しさ」の各項目も 3.0 を上回る傾向を示してい

ます。 

・東和地域では、ほぼすべての項目で指数が 3.0 を下回っており、特に「歩道や

自転車道の充実度」の満足度が低くなっています。 

《地域別満足度》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※満足度の計算  (｢満足｣×5＋｢やや満足｣×4＋｢普通｣×3＋｢やや不満｣×2＋｢不満｣×1)÷回答数 

 （最大値＝5、中間値＝3、最小値＝1 となる） 
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（地域別の優先度） 

・〈道路や交通〉、〈快適なまち並み〉、〈暮らしやすさ〉、〈防災・防犯や公害〉等の

生活環境に関する地域別の取り組みの優先度を「優先度度指数」により把握しま

した。 

・取り組みの優先度について、総数をみると、〈道路や交通〉と〈防災・防犯や公

害〉に係る項目の優先度が高く、〈快適なまち並み〉や〈暮らしやすさ〉に係る

項目の優先度が低い傾向にあり、地域ごとに見てもほぼ同様の傾向が見られま

す。 

・彦成地域では、「水害に対する安全性」や「田園風景の美しさ」、「水辺環境の美

しさ」、「生活排水の処理（下水道）」が５地域の中で最も優先度が高い項目と

なっています。 

・北部地域では、「交通事故に対する安全性」や「鉄道やバス利用の便利さ」、「日

常の買物の便利さ」、「駅や公共施設のバリアフリー化」が５地域の中で最も優先

度が高い項目となっています。 

・早稲田地域では、「幹線道路の安全性」や「幹線道路の渋滞対策」、「避難場所の

利用のしさすさ」、「防犯灯や街灯の充実度」、「騒音や振動等の公害対策」が５地

域の中で最も優先度が高い項目となっています。 

・中央地域では、「小・中学校への通学のしさすさ」や「子育て施設の利用のしや

すさ」が５地域の中で最も優先度が高い項目となっています。 

・東和地域では、「生活道路の安全性」や「歩道や自転車道の充実度」、「公園や広

場の利用のしやすさ」、「火災延焼に対する安全性」、「側溝や排水路等の雨水対

策」が５地域の中で最も優先度が高い項目となっています。 

 

《地域別優先度》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※優先度の計算  (｢高い｣×3＋｢ふつう｣×2＋｢低い｣×1)÷回答数 

 （最大値＝3、中間値＝2、最小値＝1 となる） 
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（２）彦成地域の市民アンケート調査・地域別ワークショップにおける 

意見の要旨 

 

【市民アンケート調査自由意見】 

区分 件 自由意見の要旨 

商業施設､ 

医療 
10 件 

・駅周辺以外にも娯楽施設や商業施設が少しでも増えてほしい。 

・病院が少ないので誘致してほしい。 

道路・交通 39 件 

・バスの本数が少なく、駅までの交通手段がとても不便。 

・車道と歩道の整備（段差が危険）自転車道を確保してほしい。 

・交通事故の多発する交差点が近くにあり改善してほしい。 

景観、環境､

防災 
17 件 

・二郷半用水があまりにも汚れている。一度には無理でも少しず

つ整備してはどうか。 

・三郷も昔、水害で大変な思いをしたと聞いている。同じ状況に

なることは、昔の教訓が生かされなかった事になる。 

・災害に対する整備や対策を強く望む。 

福祉､教育 ５件 
・子どもの医療費や進学費用等の助成をしてほしい。高校生まで

医療費無料にしてほしい。 

まちづくり､

活性化等 
５件 

・私たちの住む所は高齢者にとってとても住みにくい場所になっ

てしまった。近くに皆が集まるような公園もなく図書館もな

い。安全に歩ける道も少なく、細い道、トラックの出入りする

道ばかり。理想とする町には程遠い。 

市政､感想等 ７件 
・不便で、外出すると１日で用が足りない。三郷市に住めるのは

私が元気なうち。 

 

【地域別ワークショップにおける地域の意見】 

土地利用 

住宅地 

既存の市街化区域が、高齢化等により空き家、空き地化し、発展どころか衰

退している。沿道利用ができる用途地域の緩和が必要である。 

旧道に 20 件以上あった商店が数件に減ってきている。商業施設が少ないの

で、もう少し増えると良い。 

市街化 

調整区域 

農業従事者が高齢化し、担い手がいない現状のなかでの農地の保全を考えて

ほしい。 

市街化調整区域の土地利用が資材置き場、残土置き場等によりひどい状態で

ある。市街化調整区域を活用してほしい。 

道路・交通 

道路 

三郷インター付近や東京外環自動車道、二郷半領用水路沿いの道路等交通渋

滞が多発している。 

右折レーンが短くて渋滞がおきており、対策が必要である。 

地域の西側付近は狭い道路が多く、緊急車両が通れないところもある。道路

の拡幅整備をしてほしい。 

住宅地への流入車両が増加しており、危険である。 

道路や水路付近に水たまりができやすく改良が必要である。 

歩行空間 

二郷半領用水路沿いの歩道は草が生えていて汚い。また、樹木等の剪定がさ

れておらず、歩行の妨げになるなど防犯上の観点からも危険である。緑地の

保全も大事だが、危ない箇所については舗装するなど人命を優先に考えてほ

しい。 

歩行空間 道路に街路灯がなく暗い。旧道が狭くて歩くのが危険である。 
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彦成地域の地域別ワークショップ 

 

 

  

公共交通 

三郷駅に行くバスがない、本数が少ないなどバスが不便である。車のない生

活をしている人のことを考えて、バス路線の充実を考えてほしい。バスの運

行時間帯を朝早くから夜 22 時位迄にしてほしい。 

彦成地域に地下鉄を延伸してほしい。 

社会基盤施設 

河川・水路 いまだに水路がふさがれていない場所があり危険である。 

防災・減災 

防災 一部地域で内水被害があり、治水対策が必要である。 

みどり・景観 

公園 

紅葉する樹木が少ない。緑地が減少している。 

歴史あるお寺が多いので、七福神めぐり等、お寺を活かしたまちづくりを積

極的に進めてほしい。 

生活充実 

生活 

小中学校の生徒数が中央地域よりも少なくアンバランスである。少子高齢化

対策が必要。 

ごみやタバコのポイ捨てが多く、美観が損なわれている。 



資料編 

181 

（３）北部地域の市民アンケート調査・地域別ワークショップにおける 

意見の要旨 

 

【市民アンケート調査自由意見】 

区分 件数 自由意見の要旨 

商業施設等 18 件 

・大規模店舗より魅力がある商店街がある街。 

・魅力ある町として緑や憩い空間を大事にし、駅前に文化施設

（図書館、イベント広場等）を充実させてほしい。 

道路・交通 41 件 

・新三郷駅から利用できるバスの本数が少なすぎる。 

・インターチェンジや物流倉庫のアクセス道路等は整備されてい

るが、生活空間の道路は殺伐としている。 

・道路がせまくて安全に走行できない。街路灯が少なく道が暗

い。住宅街への大型車の通行を禁止してほしい。 

・県外市外から人が集まるのは良いが生活道路で発生する大渋滞

を改善してほしい。 

景観､防犯 20 件 

・道路の緑が極めて少ない。木陰がやさしいまち並みづくりが望

ましい。 

・不審者や犯罪が多いので、防犯カメラを設置すべき。街路灯が

少なくてすべてが暗い。歩道が暗い。街が暗い。 

福祉､教育 ８件 

・子育てに適したまちづくりをしてほしい。 

・障がい者が安心して住むことができる、働くことができる環境

を増やし整えてほしい。 

・障がい者、老人、幼児に冷たい町だと思う。 

まちづくり､

活性化等 
14 件 

・きらりと光る便利でおしゃれな田舎を期待している。 

・５地域間の移動は車以外では非常に不便。まちづくりは地区ご

との視点だけでなく、連携していく視点も必要ではないか。 

市政､感想等 22 件 
・以前、三郷に来たときは何と閑静なところだとびっくりした。

三郷に住んで数十年になるが、とても住みやすい。 

 

【地域別ワークショップにおける地域の意見】 

土地利用 

住宅地 高齢化等により空き家が発生している。 

市街化 

調整区域 

三郷らしい田園地帯だったところが、現在、市街化し虫食い状態である。農

地の今後が心配である。土地利用について、所有者の意向だけでなく、市と

して農地の土地利用の計画を行ってほしい。 

農地の整備保全が必要である。農業がやりにくい。 

農地を市民に貸してほしいが、なかなか借りることが難しい。 

道路・交通 

道路 
車の交通量が多く、危ない。道路が狭いところがあり、事故も多い。 

ららぽーとや新三郷駅周辺は交通渋滞している。 

公共交通 
バスの運行本数が少ない。住民のニーズに合ったコミュニティバスを運行し

てほしい。 

社会基盤施設 

河川・水路 
下水道と農業用水が同じである。 

第二大場川等悪水路を都市整備事業に関連づけ、防災に利活用してほしい。 

防災・減災 

防災 大規模災害時に住民が避難できるのか不安なため、避難所を増やしてほし
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北部地域の地域別ワークショップ 

 

  

い。 

みどり・景観 

公園 

北商店街公園のトイレが無くなり、みさと団地にあるトイレまで行かないと

いけなくなったため、トイレを整備してほしい。 

バーベキューができる公園が近くにほしい。 

半田公園（野球場）に広域から集まるが、地元の人は利用してない。 

生活充実 

生活 

近くに生鮮食品スーパー等、商店が少ない。 

商店街がにぎわっていない。まち歩きできるような楽しいエリアづくりが必

要。観光できる場所が少ない。 

みさと団地周辺は買い物できる店がなく、少し不自由である。高齢者の一人

暮らしが多く、フォロー体制が必要である。 

みさと団地は家賃が安いが、水回り等の設備条件が悪く若い人にとっては住

みにくい。団地も時代に合わせて変化していかないといけない。 

みさと団地の住人には外国人も多く、国際化が進んでいる。これからも増え

ていくと思うがコミュニケーションの方法がわからない。 

子どもが少なく高齢化しており、自治会が運営できていない。住人同士のコ

ミュニケーションが取りにくい。高齢男性が寂しそうに公園に座っている。 

北公民館の再建はいつになるのか。住民が気軽に利用できる交流の場、集会

所が少ないので北公民館の一日も早い再建が望まれる。 
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（４）早稲田地域の市民アンケート調査・地域別ワークショップにおける 

意見の要旨 

 

【市民アンケート調査自由意見】 

区分 件数 自由意見の要旨 

文化施設､ 

医療 
19 件 

・図書館や資料館を小さくてもよいので各地域に一ヶ所位整備し

てほしい。 

・市民の高齢化が進み、若い世代の人口増を願う意味からも診療

科の多い公立の総合病院が市内に必要と思う。 

道路・交通 34 件 

・免許返納したいので循環バスの充実、運賃補助、タクシーの優

待割引の実施は急務。 

・歩道が圧倒的に少ないので子どもや高齢者等安全に暮らせるよ

う増やすべき。街路灯を増やす。歩行者、自転車を余裕で通れ

るようにしてほしい。 

みどり､ 

地域間格差 
22 件 

・街路樹や神社、寺、公園等に緑が少なくうるおいがない。自然

が多く四季の感じるまちづくりをしてほしい。 

・道路沿いの雑草や伸びた木の伐採等こまめにしてほしい。 

・中央地域ばかり再建に力を入れているので早稲田地区（三郷駅

付近）も何とかしてほしい。 

福祉､教育 ８件 

・三郷駅周辺に子育ての施設が少ないので無料のキッズスペース

がほしい。幼稚園や学童（特に民間）を作ってほしい。 

・子育てばかりでなく高齢者も住み易い三郷市にしてほしい。 

まちづくり､

活性化等 
18 件 

・三郷駅⇔市役所間の整備も並行してほしい。三郷駅は、三郷中

央、新三郷周辺より魅力が減少してきている。 

・道の駅、川の駅等できれば、人が集まり雇用等にもなるので

は。 

市政､感想等 14 件 

・高齢で車がないと暮らせないので免許返納の時に便利な所に移

転する予定 

・もっと子育て世代から意見を取り入れてほしい。 

 

【地域別ワークショップにおける地域の意見】 

土地利用 

住宅地 
三郷駅周辺が寂しい雰囲気になっている。高層マンションが建ち並ぶのでは

なく、三郷駅周辺らしい住宅地の形成が必要。 

市街化 

調整区域 
農地や住宅地、工場地が混在している。 

道路・交通 

道路 

流山橋および三郷駅周辺の渋滞がひどい。三郷料金所スマートインターのフ

ルインター化で渋滞は緩和できるのか検証が必要。（仮称）三郷流山橋の無

料化と早期完成が必要。 

市内は大型車が多く渋滞する上、歩道が狭く歩行者が危ない。小谷堀橋が狭

く通行しづらい。 

道路に穴があいている等段差が多くデコボコして痛んでおり通行しづらい。

早稲田中央通りの自転車道は、街路樹の根っこによりデコボコしていて危険

である。道路標識の消えそうな白線が点在している。 

大雨時に水が溜まる交差点が多く見られ、改良が必要。 

江戸川の土手沿いの道路でスピードを出して通過する車がいて危険。土手を

なかなか登れない時がある。 
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歩行空間 

安全安心して外出できる住環境が必要。歩道が荒れているところがあり、車

イスで外に出られない状況になっている。街路樹の根が隆起し道路がデコボ

コしている。植替えてほしい。 

早稲田中央通り等通学路になっている道路の信号すべてに歩行者用信号をつ

けてほしい。 

江戸川サイクリングロードを高齢者が歩いているなか、自転車がスピードを

出して通過し、危ないので注意喚起や整備が必要。 

三郷駅前に立体歩道橋、ＪＲガード下の歩道の拡幅が必要。 

三郷駅のバリアフリー化で自転車での通行が便利になったが、まだ対応して

ないところがある。 

街路灯が少なく夜暗いため、防災・防犯上問題である。全体的に街路灯が少

なく暗い。 

公共交通 

バスの便が悪い地域がある。地域を巡るバスを増やしてほしい。市内の拠点

と拠点をつなぐバスがなく不便である。 

今は車を持っている人の方が多いと思うが、これから 10～20 年後を考えた

時に、高齢化に対応した循環バスの整備が必要である。現状は市外直行便等

便数が少ない。バスの運行本数やルートを見直したほうが良い。 

社会基盤施設 

河川・水路 水路の蓋掛けによる改良事業の進捗を早くしてほしい。 

防災・減災 

防災 江戸川の防災対策が心配。防災にも通じる人とのつながりが必要。 

みどり・景観 

公園 

早稲田公園に健康器具ができているが、使っている人が少ないので周知した

ほうが良い。芝生は子どもが遊びやすいように手入れをしてほしい。 

大場川に憩いの場となる水辺公園をつくってほしい。コンクリート護岸では

無機質で親水とは言えない。 

生活充実 

生活 

三郷駅から早稲田団地までの間に、食料品店、惣菜店等がない。下着、シャ

ツ等の日用品を買える店がない｡ 

中央通り商店街に活気がない。日本一の読書のまちと宣言しているが、本屋

がない。にぎわいのあるまちづくりを。まちのシンボルが欲しい。 

高齢者の一人暮らしが増え、買い物難民が増えている。早稲田団地にはエレ

ベーターがないため、買物の荷物を持って帰るのが大変。最近はネットスー

パーを利用しているが、ネットが使えないお年寄りのためにスーパーには配

達等御用聞きのようなサービスをしてほしい。 

団地の階段がネックになって、高齢者の閉じこもりが起きている。外出する

機会ができると、高齢化社会の中で地域の活性化できるのでは。 

過疎化が心配。往診してくれる病院が少ないので病気の時に心配。総合病院

が地域にない。医療体制を整える必要があるのではないか？人の視点のまち

づくりが必要。医療施設がとぼしいので、メディカルビルを作ってほしい。 

サロンで健康体操をやっているが、コロナ禍で参加できない人がいる。シル

バー元気塾でも同じことが起きているかもしれない。イベント等の周知があ

れば参加したい人がたくさんいるかもしれない。 

高齢者向けの情報は、紙媒体のほうが良い。年代に合わせた周知が必要。 

早稲田図書館内にある市の窓口を機能拡充し出張所にしてはどうか。平日の

昼間に仕事をしている人は、行政等の窓口が遠く手続に不便を感じている。 

イベント等が中央地域へ移ってしまい寂しくなった。以前は早稲田公園でマ

ルシェやキッチンカーの出店等やって賑わっていた。 
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早稲田地域の地域別ワークショップ 

 

 

 

  

生活 

前間小はマンモス校だったが、子どもがかなり減ってきた。地域が衰退する

のが心配。子どもにやさしいまちづくりをしてほしい。 

まちづくり＝人づくり 

人とのつながりがうすい。多世代間での交流のなさを感じる。お互い助け合

えるような仕組みが欲しい。市民の交流をもっと色々な場所で行えるよう市

が奨励してほしい。 

交通の便が良い場所なのに人口が増えないのはなぜか。 
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（５）中央地域の市民アンケート調査・地域別ワークショップにおける 

意見の要旨 

 

【市民アンケート調査自由意見】 

区分 件数 自由意見の要旨 

商業施設､ 

建物関係等 
32 件 

・本屋（特に中央周辺）の開店があるとより便利に感じる。 

・無電柱化の促進・空き家対策をしてもらいたい。 

道路・交通 37 件 

・朝の TX の混雑具合を 2 車両増やすなどで緩和してほしい。 

・南、中、北につながる公共施設への交通便がない。 

・自転車が危険な道が多い。バス通り等。 

環境､防犯 30 件 

・以前に比べ最近は車の通行量が非常に多く、多くの人々は騒音

や振動に悩まされているので、環境対策を考えてほしい。 

・第二大場川の汚れはよそから来た人には見せられない。三郷市

のキャッチフレーズとのイメージに違いがある。 

・夜、街路灯が暗すぎて、子どもや女性が一人で歩くには危な

い。 

福祉､教育 13 件 

・子どもの数に対して保育・幼稚園や小学校が足りていないと感

じる。学童保育も同じ。早急に対処してほしい。 

・弱者にやさしい市になってもらいたい。 

まちづくり､

活性化等 
12 件 

・今後、活気ある三郷のまちづくりには高齢者の力を借りなが

ら、子育てしやすい環境を整備してほしい。 

・都心に近いベッドタウンとして生活しやすいまちづくりを期待

する。 

市政､感想等 11 件 

・駅周り（三郷も三郷中央も）がかなりさみしい。引っ越してき

たことを大変後悔している。唯一の利点は都内へのアクセスが

良い点。 

 

【地域別ワークショップにおける地域の意見】 

土地利用 

土地利用 

土地区画整理が終わった地域とそれ以外の地域では下水道や道路整備等で差

があるため区域外も同様の整備を推進してほしい。 

中央地域の利点が充分に活かされていない。立地が良い所に活用されていな

いデッドスペースがあり、もったいない。中心部としては三郷中央駅前の展

望が良くない。 

市街化 

調整区域 

市内の 1/2 を占める市街化調整区域は、農地転用をしても出来るのは資材置

場、残土置場、大型車の駐車場ばかりで困る。このままでは農地の有効活用

ができないので、今のうちに規制をしてほしい。 

三郷駅から三郷中央駅の間の市街化調整区域の利活用が必要。 

道路・交通 

道路 

谷中地区の道路が狭く大型車が通り抜けできないため、都市計画道路を早く

整備してほしい。（北通り線の延伸、中央地区から大場川まで） 

地域の道路には「止まれ」や「駐車禁止」等の標識がなく非常に危険であ

る。道路に一時停止の標識が少ない為、交通事故が多く、特に大場川沿いの

道路は危険である。 

江戸川河川敷沿いの道路は信号が無く、車がかなりスピードを出しており、

歩行者は大変危険｡ 

大場川沿いの道路に自転車道路がなく危険。 
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中央地域の地域別ワークショップ 

 

  

歩行空間 

三郷中央駅前ロータリー、横断歩道が歩きにくい。歩道のタイル舗装が割れ

ている所があり危険である。 

歩道が狭い所が多く、歩行者が危険である。自転車通路がない。街路灯が暗

い。 

歩道の植栽の幅が広すぎる。高木のイチョウの落葉はどうなっているのか。

ボランティアが清掃しているのか。 

公共交通 
彦成へのバスが減って不便になった。新三郷駅や県営みさと公園等市内移動

が不便である。 

社会基盤施設 

河川・水路 

用水路に蓋がかけられていないので通行時は危険。特に子ども達が危ない。

事故が発生しており、死亡事故も起きている。 

昔は大場川の水草が見えており、第二大場川はシジミが取れるなど大変綺麗

だったが、浮遊ごみや落ち葉等があり、水が汚い。 

幸房の調整池のスペースがもったいないので活用してほしい 

防災・減災 

防災 人口が多いのに避難所が少なく、災害発生時の対策に不安がある。 

みどり・景観 

公園 

緑等を楽しみながら散歩ができる環境になっていない｡ 

におどり公園のトイレが不足しており整備してほしい。 

江戸川河川敷で台風等の後にグランドゴルフができない時に、スカイパーク

を利用したいが、当日空きがあっても予約ができないので不便である。 

生活充実 

生活 

子どもが増えているのに、児童館等安心して遊べる施設が少ないので、子育

て支援として増やす必要ある。 

土地区画整理事業等のハード整備は完了したので、ソフトの充実が必要。 

地域に集会所がない。 

新型コロナウイルスによる店舗の撤退問題。閉店により、夜道が暗く危険で

ある。また、地権者の減収は市税の減収にもつながることから、都市計画税

の緩和等救済措置が必要である。 

ごみ収集のルールを守らない人がいるので、戸別収集にした方が良いのでは

ないか。 
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（６）東和地域の市民アンケート調査・地域別ワークショップにおける 

意見の要旨 

 

【市民アンケート調査自由意見】 

区分 件数 自由意見の要旨 

商業施設､ 

建物関係等 
21 件 

・市の北部ばかりでなく、南部地区にもお店等がもっとあるとい

いと思う。 

・東和地域は下水道等整備が遅れている。 

・空き家、経年劣化した建物が多いのが気になる。 

道路・交通 41 件 

・三郷市は縦に長く、交通の便がとても悪い。バスの遅延が目立

ち加えて本数も減った。都内や他県に近いはずなのに時間がか

かる。 

・高齢者や子どもが歩きやすい歩道整備を早急に進めてほしい。 

景観・環境､

地域間格差 
33 件 

・国道 298 号に街路樹を植えてもらいたい。 

・用水路の蓋かけをしてほしい。 

・三郷も地域によってずいぶん違いがある。南のほうはまだまだ

遅れている。 

福祉､教育 15 件 

・子どもを育てながら働ける環境が必要。 

・高齢者が車の免許を返納後の交通手段や、サポートが不十分。

超高齢社会なのだから高齢者に配慮した利便性を検討してほし

い。 

まちづくり､

活性化等 
15 件 

・今後、市街化調整区域が市街化される方向なのか、それとも現

状維持なのか地権者としては将来とても不安。 

・東和地区は古くからの住宅地だったため、道路の老朽化や建物

の経年劣化が進み、防犯・防災上不安。緑を保全しつつも、見

通し、風通しのよい街へ更新してほしい。 

市政､感想等 14 件 
・今後どのような都市計画になるのか、広報を通じて細かく報告

してくださることを期待している。 

 

【地域別ワークショップにおける地域の意見】 

土地利用 

住宅地 

高齢化等により空き家が多くなり、防災面で不安である。 

住宅地と工業地が点在しており、土地利用にまとまりがない。 

産業廃棄物施設等により住環境が悪化しており、学校等のある文教地区が影

響を受けている。 

市街化 

調整区域 
市街化調整区域を無くして、良好な住宅地にしてほしい。 

道路・交通 

道路 

新中川橋や松戸三郷線やその他道路の渋滞が多い。信号が多い。 

道路が狭い。 

大型車の通行により道路が痛んでいる。 

国道 298 号側道は公園化するなど有効活用してほしい。 

道路が汚く、草が生えている。 

資材置き場の騒音がうるさい。トラックの往来で砂ぼこりが多い。 

歩行空間 

 

新和高須線等バス通りが狭く、歩道がなくて危ない。 

中央通りの歩道が整備されていない。 
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東和地域の地域別ワークショップ 

  

 

歩行空間 
全体的に歩道が少なく、カードレールや白線がない所が点在しており、歩道 

の連続性がないため歩きにくく、歩行者にやさしくない。自転車道もない。 

街路灯が少なく暗いため、人通りがない。夜道が危険である。 

公共交通 

三郷中央駅や、市役所等公共施設へ行くバスがないため不便。住民が高齢化

しており、高齢者が利用しようとしてもバス停も遠い。 

葛飾区への交通アクセスを向上させ地域の活性化を促進してほしい。 

社会基盤施設 

河川・水路 

大場川の護岸は不備があり、川が汚れている。 

水路はドブのようなところが多く、蓋がない所も多く危ない。 

水辺を愛し、親しむことができる場所がない。 

防災・減災 

防災 
台風時が心配である。水害時の広域連携が必要である。 

避難場所が不足している。 

みどり・景観 

公園 身近な公園や緑が少ない。県営みさと公園が夜暗くて危ない。 

生活充実 

生活 

近所にスーパーや店が少なくて不便である。 

保育園に入れない。 

戸ヶ崎には人の集える大きな拠点がなく、若い人が楽しめる場も少ない。 

図書館は蔵書が不足しており、閉館時間が早いため改善してほしい。 

羽田空港への飛行ルートが変更され飛行機の騒音がうるさくなった。 
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３．策定の体制 

（１）策定体制 

都市計画マスタープランの策定において、広く意見を聞くため、学識経験者、関係

団体の代表、公募の市民等により構成する「三郷市都市計画マスタープラン策定協議

会」を設置し、同協議会の意見、助言を十分に踏まえ計画を策定しています。 

また、庁内組織として「都市計画マスタープラン策定委員会」を設置し、協議・調

整を行うとともに、市民の意見を幅広く計画に反映させるため、「アンケート調査」、

「地域別ワークショップ」、「パブリック・コメント手続」を実施しています。 

 

 

 

 

  

市議会 

埼玉県知事 

市長 
都市計画審議会 

政策会議 

・アンケート調査 

・地域別ワークショップ 

・パネル展示 

・パブリック・コメント手続 

策定委員会 

・計画策定に係る庁内調整 

・部会資料の作成 

チームリーダー 

・計画案の作成 

・計画案を策定委員会へ報告 

計画担当者 

・計画案の作成 

・現状把握、課題整理 

都市計画マスター 

プラン策定協議会 

・現計画の評価、課題整理 

・計画策定に係る調査、

検討 

・計画案の作成 

事務局 

（都市デザイン課） 

支援業者 

市民参加 

報告 

通知 

諮問 

答申 

報告 

報告 

意見・助言 

提案 

庁内組織体制 

連絡 調整 

策定チーム 

意向 

調査 

意向 

把握 

学識経験者 

関係団体代表 

公募市民 

※都市計画法第 77条の２ 

部会 

 

※都市計画審議会条例

第７条 

※都市計画法第 18条の２第３項 
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（２）策定実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和３年 ９月 

都市計画マスタープランの策定 

令和元年 12月 第１回策定協議会 
都市計画マスタープラン策定方針及び策定体制について 

令和３年 ５月～６月 

パブリック・コメント手続 

令和３年 ７月 

都市計画審議会（諮問・答申） 

令和２年 ２月 第２回策定協議会 
めざすべき将来都市像、部門別まちづくりの方針について 

令和２年 ８月 第３回策定協議会 

全体構想について 

令和２年 10～11 月 

地域別ワークショップ（５地域） 

令和２年 12月 第５回策定協議会 

全体構想、地域別構想について 

令和２年 10月 第４回策定協議会 

全体構想について 

令和２年 11 月 

都市計画審議会（意見聴取） 

令和２年 12 月～令和３年 ３月 

パネル展示 

令和３年 ２月 第６回策定協議会 

全体構想、地域別構想について 

令和３年 ４月 第７回策定協議会 

パブコメ案について 

令和３年 ５月 

都市計画審議会（報告） 

令和元年 10 月 

アンケート調査 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度 

令
和
３
年
度 

令和元年 11 月 

都市計画審議会（諮問） 
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（３）策定の経緯 

 

 月 日 会議等 内容説明 

令
和
元
年
度 

９月 27 日 第１回策定委員会 
・策定方針及び策定体制について 
・現状整理、課題について 

11 月 12 日 都市計画審議会（諮問） ・策定協議会の設置について 

11 月 13 日 第２回策定委員会 
・策定における作業方針 
・マスタープラン構成案の検討 
・関係各課ヒアリングについて 

12 月 23 日 第１回策定協議会 
・策定方針及び策定体制 
・現状と課題 
・庁内組織による各施策の検討状況 

１月 31 日 第３回策定委員会 

・第１回策定協議会の意見について 
・市民アンケート調査について 
・現計画の評価について 
・全体構想骨子素案について 

２月 26 日 第２回策定協議会 

・市民アンケート調査の結果について 
・まちづくりの進捗状況について 
・めざすべき将来都市像について 
・部門別まちづくりの方針について 

３月 26 日 第４回策定委員会 ・第２回策定協議会の意見について 

令
和
２
年
度 

５月 11 日 第５回策定委員会 ・全体構想の見直し案について 

５月 26 日 第６回策定委員会 ・全体構想の見直し案について 

７月 30 日 第７回策定委員会 
・全体構想について 
・地域別ワークショップの開催について 

８月 27 日 第３回策定協議会 
・策定スケジュールについて 
・全体構想について 

９月 24 日 第８回策定委員会 ・全体構想について 

10 月１0 日 
台風により中止 

地域別ワークショップ【勉強会形式】 ・都市計画や地域まちづくりについて 

10 月 16 日 第４回策定協議会 ・全体構想について 

10 月 29 日 地域別ワークショップ（東和地域） 
・地域ごとのまちづくりの課題、 
将来イメージについて 

11 月５日 地域別ワークショップ（北部地域） 
・地域ごとのまちづくりの課題、 
将来イメージについて 

11 月９日 地域別ワークショップ（彦成地域） 
・地域ごとのまちづくりの課題、 
将来イメージについて 

11 月 16 日 地域別ワークショップ（早稲田地域） 
・地域ごとのまちづくりの課題、 
将来イメージについて 

11 月 19 日 地域別ワークショップ（中央地域） 
・地域ごとのまちづくりの課題、 
将来イメージについて 

11 月 19 日 都市計画審議会（意見聴取） ・全体構想案について 

11 月 26 日 第９回策定委員会 
・全体構想について 
・地域別構想について 

12 月 16 日 第５回策定協議会 
・全体構想について 
・地域別構想について 

12 月 21 日～ 
令和３年３月 28 日 

パネル展示 
・全体構想素案について 
・地域別ワークショップ結果 

１月 26 日 第 10 回策定委員会 
・全体構想について 
・地域別構想について 

２月 24 日 第６回策定協議会 
・全体構想について 
・地域別構想について 

３月 23 日 第 11 回策定委員会 ・パブコメ案について 

令
和
３
年
度 

４月 15 日 第７回策定協議会 ・パブコメ案について 

５月６日 政策会議 ・パブコメの実施について 

５月 10 日 都市計画審議会 ・パブコメ案について 

５月 25 日～ 
６月 25 日 

パブリック・コメント手続 
・都市計画マスタープラン（案）につい
て 

７月 19 日 都市計画審議会（諮問） 
・都市計画マスタープランの策定につい
て 
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４．三郷市都市計画審議会 

三郷市都市計画審議会条例 

平成 12 年３月 18 日  

条例第 11 号  

（趣旨）  

第 1 条  この条例は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 77 条の 2

第 1 項及び第 3 項の規定に基づき、三郷市都市計画審議会の設置、組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（設置）  

第 2 条  都市計画法第 77 条の 2 第 1 項の規定に基づき、三郷市都市計画

審議会（以下「審議会」という。 )を置く。  

（組織）  

第３条  審議会は、委員 15 人以内で組織する。  

２  委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及

び運営の基準を定める政令（昭和 44 年政令第 11 号）第３条第１項及び

第２項に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。  

３  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。  

４  委員は、再任されることができる。  

（臨時委員及び専門委員）  

第４条  審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員若干人を置くことができる。  

２  審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若

干人を置くことができる。  

３  臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。  

４  臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門

委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又

は解任されるものとする。  

（会長）  

第５条  審議会に会長を置く。  

２  会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選

挙によってこれを定める。  

３  会長は、会務を掌理する。  

４  会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務

を代理する。  
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（議事）  

第６条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。  

２  会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の 2 分の 1 以上が出席し

なければ開くことができない。  

３  審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半

数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  

（部会）  

第７条  審議会は、その権限に属する特別な事項を処理させるため、必要

に応じ、部会を開くことができる。  

（幹事）  

第８条  審議会に、幹事若干人を置く。  

２  幹事は、市職員のうちから市長が任命する。  

３  幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を所掌する。  

（庶務）  

第９条  審議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理

する。  

（委任）  

第 10 条  この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規

則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 12 年４月１日から施行する。  

（三郷市都市計画審議会条例の廃止）  

２  三郷市都市計画審議会条例（昭和 44 年条例第 27 号。以下「旧条例」

という。）は、廃止する。  

（経過措置）  

３  この条例の施行の日の前日において旧条例第２条の規定により置かれ

ている三郷市都市計画審議会は、この条例第２条の規定により置かれた

三郷市都市計画審議会とみなす。  

４  この条例の施行の日の前日において旧条例第３条第２項の規定により

三郷市都市計画審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第３条第

２項の規定により委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合にお

いて、委員の任期については、その者が旧条例第３条第２項の規定によ

り委嘱された日から起算する。  

附  則（平成 19 年 12 月 13 日条例第 36 号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。  

附  則（平成 25 年 12 月 16 日条例第 30 号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。   
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都市計画審議会委員名簿 

区  分 氏 名 所 属 団 体 等 

政令第３条第１項委員 

（市町村議会の議員） 

篠田 進 三郷市議会議員 

鈴木 深太郎 三郷市議会議員 

工藤 智加子 三郷市議会議員 

渡邉 雅人 三郷市議会議員 

政令第３条第１項委員 

（学識経験者） 

遠藤 薫（会長） 
東京電機大学 特別専任教授 

  （離任 R3.3.31） 

村山 顕人（会長） 東京大学 准教授   （着任 R3.5.10） 

後藤 智香子 
（会長職務代理） 

東京大学 特任講師  

福岡 孝彰 三郷市商工会 

戸邊 修司 さいかつ農業協同組合  （離任R2.6.11） 

大久保 貴章 三郷市農業委員会    （離任R2.7.19） 

中村 誠 三郷市農業委員会    （着任R2.7.20） 

堀切 茂友 埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉東支部 

吉田 隆 三郷中央地区 まちづくり懇話会 

澁谷 浩行 
三郷インター南部南土地区画整理組合 

さいかつ農業協同組合  （兼務R2.6.12） 

政令第３条第２項委員 

（市町村の住民） 

横内 浩一 公募による市民の代表 

富岡 透 公募による市民の代表 

 

  



資料編 

196 

諮問、答申 

 

（追加予定） 
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５．三郷市都市計画マスタープラン策定協議会 

三郷市都市計画審議会部会運営要領 

 

（趣旨）  

第１条  この要領は、三郷市都市計画審議会（以下「審議会」という）条

例第７条に基づき設置する部会において、処理すべき事項とその運営に関

し必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事項）  

第２条  部会が所掌する事務は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）

第 18 条の２の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針（以下「マス

タープラン」という。）の策定に係るものとし、次の各号のとおりとする。  

（１）マスタープランの原案の策定に関すること。  

（２）その他審議会が必要と認める事項。  

２  この部会は、三郷市都市計画マスタープラン策定協議会と称するもの

とする。  

第３条  部会は、委員 20 人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の

うちから市長が委嘱する。  

（１）学識経験を有する者  

（２）各種団体の代表者  

（３）市民を代表する者  

（４）前各３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者  

第４条  委員の任期は、マスタープランの策定が完了する日までとする。

ただし、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を

失う。また、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

（部会長及び部会長代理）  

第５条  部会に部会長及び部会長代理を置く。部会長は、審議会会長が指

名するものとし、部会長代理は互選とする。  

２  部会長は、部会を代表し、会務を総理する。  

３  部会長代理は、部会長を補佐し、会長に事故があるとき又はかけたと

きは、その職務を代理する。  

（会議等）  

第６条  部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長とな

る。  

２  会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。  

３  部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、

意見又は説明を聴くことができる。  
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（意見の聴取等）  

第７条  部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出

席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。  

（庶務）  

第８条  部会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課が処理する。  

（その他）  

第９条  この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、

部会長が別に定める。  

附  則  

この要綱は、令和元年 11 月 12 日から施行する。  

 

 

策定協議会委員名簿 

区  分 分 野 氏 名 所 属 団 体 等 

政令第３条第１項

委員(学識経験者) 

学識経験者 
後藤 智香子 
（部会長） 

東京大学 特任講師 

〃 
遠藤 薫 

（部会長代理） 
東京電機大学 特別専任教授 

（離任 R3.3.31） 

産業、商業、工業 福岡 孝彰 三郷市商工会 

農業、金融 戸邊 修司 さいかつ農業協同組合（離任 R2.6.11） 

農業 大久保 貴章 三郷市農業委員会   （離任 R2.7.19） 

〃 中村 誠 三郷市農業委員会   （着任 R2.7.20） 

住宅 堀切 茂友 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部 

まちづくり 吉田 隆 三郷中央地区まちづくり懇話会 

〃 澁谷 浩行 
三郷インター南部南土地区画整理組合 
さいかつ農業協同組合（兼務 R2.6.12） 

政令第３条第２項

委員(市町村の住民) 

市民 横内 浩一 公募による市民の代表 

〃 富岡 透 公募による市民の代表 

政令第３条第４項

委員(専門委員) 

災害、防災 安晝 和己 三郷市自主防災組織連絡協議会 

災害、防災、 
子育て 

葛西 優香 
特定非営利法人 
全国こども食堂支援センターむすびえ 

子育て 工藤 トモ 特定非営利活動法人 ＭｉＫＯねっと 

〃 渋谷 かつ枝 三郷市母子愛育会 

福祉 村岡 正道 
特定非営利活動法人 
三郷早稲田ライフサポートネット 

〃 宮田 久美子 三郷市社会福祉協議会 

まちづくり 永塚 守利 元三郷市職員 
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６．三郷市都市計画マスタープラン策定委員会 

 

委員名簿 

令和元年度（委員数：18 名）          令和２年度（委員数：18 名） 

区  分 氏 名 
 

区  分 氏 名 

企画総務部長 渡辺 健  企画総務部長 島村 徹 

財務部長 島村 徹  危機管理監 秋本 寛司 

市民生活部長 森 里美  財務部長 平川 俊之 

福祉部長 小暮 勲  市民経済部長 小菅 貴治 

子ども未来部長 妹尾 安浩  スポーツ健康部長 森 里美 

環境安全部長 秋本 寛司  福祉部長 妹尾 安浩 

産業振興部長 小菅 貴治  子ども未来部長 大石 京子 

建設部長 長本 俊也  建設部長 長本 俊也 

まちづくり推進部長 松本 義博  まちづくり推進部長 松本 義博 

会計管理者 豊田 明美  会計管理者 小暮 勲 

水道部長 藤丸 譲司  水道部長 藤丸 譲司 

消防長 野本 浩  消防長 浅香 一雄 

学校教育部長 肥沼 武史  学校教育部長 魚躬 隆夫 

生涯学習部長 益子 敏幸  生涯学習部長 益子 敏幸 

議会事務局長 増田 道夫  議会事務局長 渡辺 健 

選挙管理委員会 
事務局長 

石井 富貴和  選挙管理委員会 
事務局長 

石井 富貴和 

農業委員会事務局長 羽ヶ崎 司  農業委員会事務局長 羽ヶ崎 司 

監査委員事務局長 大石 京子  監査委員事務局長 森 泰子 
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７．用語の解説 

―― あ ―― 

アイドリング・ストップ 

信号待ち等自動車が走行していない状態の時に、燃料の無駄遣いを抑え排気ガスによ

る大気汚染を減少させるためにエンジンを一時停止すること。 

延焼遮断帯 

道路・公園・河川・鉄道敷・緑道・空地等を骨格として、必要な場合には、沿道建築

物の不燃化を組み合わせることにより、市街地の延焼を防ぐ帯状の空間。 

オープンスペース 

公園・広場・河川・農地・山林等、建物に覆われていない土地の総称。都市計画法上

の用語として「公共空地」という言い方がある。 

オゾン層 

太陽から降り注ぐ紫外線等から、地球を守るバリアの役割をしているオゾンの多い層

のこと。成層圏（10～50km）に多く存在している。 

温室効果ガス 

 地球の表面から放出される赤外線（熱）を吸収し、再び放出する性質がある。主な温

室効果ガスとして、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがある。 

 

―― か ―― 

開発許可制度 

都市計画で定められるいわゆる線引き（市街化区域と市街化調整区域を区分すること）

制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、

新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられ

た都市計画法上の制度。 

回遊性 

商業地等で、買い物を楽しむ人達がいろいろな商店をめぐる性質。回遊性を高めるた

め歩行空間や商店の魅力を高めることで回遊性の向上に繋がる。 

家庭用コンポスト容器 

家庭から出る可燃ごみの中で堆肥化できる生ごみを、菌や微生物の力を利用して分

解・発酵させることにより、コンポスト（有機肥科）をつくる生ごみ処理容器のこと。

ごみの減量・減容化につながる。 

可動式ホーム柵（ホームドア） 

駅のプラットホームにおいて、転落や、列車との接触事故防止のため、線路に面する

部分に設置される、可動式の開口部をもった、腰高程度の仕切りのこと。ホームゲート。 
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既成市街地 

昭和 43 年制定の都市計画法に基づき行われた当初線引き（昭和 45 年 8 月：市街化

区域と市街化調整区域を区分）において、市街化区域として編入された区域を「既成市

街地」としている。 

クリーンエネルギー 

二酸化炭素（CO2）や窒素酸化物（NOx）等の有害物質を排出しない、または排出

量の少ないエネルギー源のこと。太陽光発電、水力発電、風力発電、バイオマス発電、

地熱発電等がある。 

グリーン購入法 

国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調

達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需

要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的とした法律。平

成 13 年４月 1 日施行。 

グリーンベルト 

歩行者が多く、歩道が整備されていない道路において、歩行者の安全を図るため、路

側帯に緑色等のカラー舗装を行うことで、ドライバーが車道と路側帯を視覚的により明

瞭に区分できるようにして、車両の速度を抑制させるとともに、交通事故を防止するこ

とを目的とした対策。 

県営みさと公園二次区域 

県営みさと公園の都市計画決定されている区域のうち未開設区域のこと。（面積：約

25ha） 

建築協定 

ある区域の土地所有者等が、自主的にその全員の合意により、区域内における建築物

の用途や形態、構造、建築設備等に関して、一般の建築基準法の規定より厳しい基準を

定める協定。 

コージェネレーションシステム 

熱源より電力と熱を生産し供給するシステムの総称であり熱電併給システムともいう。 

コージェネレーション（熱電併給）は、天然ガス、石油、LPガス等を燃料として、エ

ンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収

するシステム。 回収した廃熱は、蒸気や温水として、冷暖房・給湯などに利用でき、

熱と電気を無駄なく利用できれば、燃料が本来持っているエネルギーの約 75～80％と、

高い総合エネルギー効率が実現可能となる。 

 

後背湿地 

自然堤防の背後にできる、水のたまりやすい湿り気のある土地。水分を保ちやすいた

め、昔から水田として利用されてきた。 

高齢化率 

人口構成に占める 65歳以上の高齢者の割合。 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

高齢者、障がい者等の移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公



資料編 

202 

共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進することを目的として、平成

18 年に施行された法律。 

子ども食堂 

家でも学校でもない、子どもが安心して行くことができる、第３の子どもの居場所の

ひとつ。地域住民や自治体が主体となり、無料または低額で子どもたちに食事を提供す

る場のこと。 

 

―― さ ―― 

サイクル＆バスライド 

バス停留所付近に駐輪場を設置し自転車からバスへの乗り継ぎ利用を円滑にすること。 

埼玉県福祉のまちづくり条例 

高齢者、障がい者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進など、福祉のまち

づくりに関する施策を推進することにより、安心して生活し、かつ等しく社会参加する

ことができる豊かで住みよい地域社会の実現を図るために策定された、埼玉県の条例。 

市街化区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域や、概ね

10 年以内に優先的、計画的に市街化を促進する区域のこと。 

市街化調整区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、当分の間、市街化を抑制すべき区域のこと。 

視覚障がい者誘導用ブロック 

視覚障がい者が足の裏の触感覚でその存在および形状を確認できるような突起を表面

につけたものであり、移動の際に正確な歩行位置と歩行方向を案内するための施設のこ

と。 

自主防災組織 

町会、自治会及び管理組合等(以下「町会等」という。)を単位として、市民が自主的

に当該地域の防災対策を確立するために、防災に関する知識の普及や地震等に関する災

害予防等の活動を行う団体。令和３年７月現在、129 団体が加盟している。 

自然堤防 

河川が洪水の時に運んできた土砂が周囲にたい積し緩やかに高くなった微高地のこと。 

自然的土地利用 

土地利用のうち、田、畑、樹園地、採草放牧地、水面、原野、森林等。 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals） 
国連サミットにおいて加盟 193 カ国の合意で採択された「持続可能な開発のため

の 2030 年アジェンダ」の中核を成す 17 のゴール（目標）とその下に設定される

169 のターゲットで構成される国際目標。 

住生活基本計画 

「住生活基本法」（平成 18 年法律第 61 号）に基づき、国民の住生活の安定の確保及

び向上の促進に関する基本的な計画のこと。国民の住生活の安定の確保および向上の促
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進に関する目標や基本的な施策などを定め、目標を達成するために必要な措置を講ずる

よう努めることとされている。 

循環型社会 

天然資源の消費量を減らして、環境負荷をできるだけ少なくした社会のこと。従来の

「大量生産・大量消費・大量廃棄型社会」に代わり、今後目指すべき社会像として、平

成 12 年に制定された「循環型社会形成推進基本法」で定義されている。 

浚渫工事 

港湾・河川・運河等の底面を浚（さら）って土砂等を取り去る土木工事のこと。 

省エネルギー 

エネルギーを効率的に利用し、消費量をできる限り少なくするよう努めること。 

少子高齢化、少子高齢化社会 

出生率の低下により子どもの数が減ると同時に、平均寿命の伸びが原因で、人口全体

に占める子どもの割合が減り、65 歳以上の高齢者の割合が高まった社会のこと。 

消防水利 

火災時の消防活動に必要な消火栓や防火水槽等のこと。 

新型コロナウイルス 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、新たに発見されたコロナウイルスに

よって引き起こされる感染症で、2019 年の終わりごろに発生したのを皮切りに、現在、

世界中に感染が拡大している。 

スマートインターチェンジ 

スマートインターチェンジ（スマートＩＣ）は、高速道路の本線やサービスエリア、

パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェ

ンジであり、通行可能な車両（料金の支払い方法）を、ＥＴＣを搭載した車両に限定し

ているインターチェンジのこと。利用車両が限定されているため、簡易な料金所の設置

で済み、料金徴収員が不要なため、従来のＩＣに比べて低コストで導入できるなどのメ

リットがある。 

ストリート・ファニチャー 

街頭を彩る家具という意味で、バス停や電話ボックス等の小建造物やベンチ、街路灯、

くずかご等が含まれる。歩道を単に歩くための空間としてだけでなく、楽しく散策する

ことができるようにするための施設。最近ではデザインに工夫を凝らしたものが多く見

受けられるようになった。 

すみ切り 

交差点において、道路相互の見通しを良くするとともに、車両が曲がりやすくなるよ

う街区の隅を切り取ること。 

生産緑地地区 

都市計画法に基づく地域地区の１つ。市街化区域内にある農地等の生産活動により生

み出される緑地機能に着目して、災害等の防止や良好な生活環境の確保等に役立つ農地

を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、公園等の敷地に適している土地

を市が指定するもの。公園等の敷地に適している 500 ㎡以上（三郷市は、三郷市生産
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緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例の制定により 300 ㎡以上）の土地を

市町村が指定した地区。農林業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成を図ること

が目的。 

 

―― た ―― 

太陽光発電 

太陽電池を利用し、太陽光のエネルギーを直接電力に変換する発電方式。再生可能エ

ネルギーの一種であり、太陽エネルギーの利用の一形態。 

地域地区 

都市計画法に基づき都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物等

について必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を図るもの。具体的には、

用途地域や特別用途地区、その他の地域地区に大別される。 

なお、都市計画区域とは草加市、八潮市、三郷市の３市で草加都市計画区域を構成し

ている。 

地域の集団資源回収 

学校や町会、子供会等で、新聞や雑誌、びん、布類等の有価物を日時・場所を決めて

回収し、資源の再利用を促進する取り組み。 

地球温暖化 

人の活動の拡大によって、二酸化炭素（CO２）などの温室効果ガスの濃度が上がり、

地表面の温度が上昇すること。近年、地球規模での温暖化が進み、海面上昇や干ばつな

どの問題を引き起こし、人や生態系に大きな影響を与えることが懸念されている。 

地区計画制度 

地域地区の用途地域で定める建築制限等に対し、それぞれの地域の特性にふさわしい

態様を備えた良好な街区の整備や保全を推進するため、用途地域を補完し、きめ細やか

なまちづくりを進めるために定める都市計画の制度。 

地区施設 

都市計画法に基づく地区計画等のなかで定められる道路、公園、調整池等の施設。 

地方分権 

地域住民のニーズにあった社会を実現するため、必要な権限や財源を国から地方自治

体へ移すこと。 

ちびっ子広場 

町会や自治会の協力により、児童の健全な育成および地域住民の交流を図るために設

置した標準面積 500 ㎡程度の広場のこと。 

長期優良住宅 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に適合する住宅のこと。建物の劣化対策

や耐震性等の性能や景観に配慮した居住環境等について、国土交通省が定めた基準をク

リアすることが条件で、計画に基づき建築、維持管理を行う。 
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超高齢社会、少子・超高齢社会 

少子高齢化が進み、人口構成に占める 65 歳以上の高齢者の割合が、21％を超えた社

会のこと。 

調整池 

河川に流出する雨水量を調整する施設で、局所的な豪雨などによる雨水を一時的に貯

留することにより、河川に対する負荷を安定させることができる施設のこと。 

調節池 

河川の下流において流下機能を超えるおそれのある大量の水を、上流に整備された調

節池に一時的に貯留する施設で、河川を流れる水量を調節し、河川の氾濫による被害を

防ぐ施設のこと。 

低炭素・低公害型のまちづくり 

再生可能エネルギーの導入やエネルギーの利用効率がよい集約型都市構造への転換等

により、循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することで、

二酸化炭素等の排出を抑えた低炭素化を実現するまちづくりのこと。 

東京湾北部地震 

東京都区部から千葉市周辺にかけての東京湾北部を震源とする首都直下地震のこと。

人口密集地帯を震源とするために、首都直下地震のなかでは最大の被害をもたらすと考

えられている。 

特定生産緑地 

生産緑地の所有者等の意向を基に、告示から 30 年経過するまでに特定生産緑地とし

て指定される生産緑地のこと。指定されると、税制の優遇や買取りの申出ができる時期

が「生産緑地地区の都市計画の告示日から 30 年経過後」から 10 年延期される等の制

度が設けられている。 

特別用途地区 

都市計画法に基づく地域地区の一種。特別の目的から、特定の用途の利便の増進また

は環境の保護等を図るために定める。地方公共団体が定める条例により、基本となる用

途地域の制限強化または緩和を行うことができるほか、建築物の敷地・構造・設備につ

いても必要な制限を条例で定めることができる。 

都市型農業 

野菜や花卉等の生鮮産品を中心に、大都市近郊の利便性を活かし、消費者のニーズに

きめ細かく対応しながら行う生産性の高い農業のこと。 

都市計画決定 

用途地域や地区計画などの都市計画を一定の法的手続により、計画内容を決定するこ

と。これによって法定都市計画として位置づけられる。一般的に県が定めるものと市が

定めるものとに分かれる。 

都市計画道路 

都市計画法第 11 条に定められた都市施設の１つで、都市計画決定された道路のこと。 

土地区画整理事業 

地区内の土地所有者から土地の一部を提供してもらい（減歩）、その土地を道路や公

園等の新たな公共用地として活用し、整然とした市街地を整備することによって、居住
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環境を向上し、宅地を整形化して利用増進を図る事業。 

 

―― な ―― 

中川・綾瀬川流域における総合治水対策 

中川・綾瀬川流域は、埼玉県南部・東京都３区および茨城県の一部を含む面積約

1,000k ㎡の低平な地域であり、毎年浸水被害が発生している。 

また、流域の多くが市街地であることから、河川拡幅等による大幅な河川改修は困難

な状況となっている。そのため、従来からの河川整備を実施するとともに、宅地開発に

伴う雨水流出抑制施設の設置や埋め立て、盛土等に関する指導、さらに排水機場の計画

的整備等を併せて行う総合的な治水対策を進めること。 

二郷半領 

江戸幕府が文化・文政年間(1804 年～1830 年)に編さんした、武蔵国の地誌である

『新編武蔵風土記(しんぺんむさしふどき)』では、吉川市の三輪野江(みわのえ)村の定勝

寺(じょうしょうじ)梵鐘(ぼんしょう)の碑文を引き、二郷半領はかつて吉川と彦成の二郷

と、彦成より南の地域を「下半郷(しもはんごう)」と称しており、二郷(吉川・彦成)と

「下半郷」(彦成以南の地域)を合わせて二郷半領となった。 

年少人口 

０～14歳までの人口。 

ノンステップバス 

低床（ていしょう）バスの一つ。床面を歩道の高さまで低くし、段差なしで乗降でき

るようにしたバス。 

 

―― は ―― 

パートナーシップ 

協力関係、提携。 

ハーフインターチェンジ 

上り線出口・入口、下り線出口・入口の４つの出入口をすべて満たすフルインター

チェンジに対して、いずれかの出入口または複数の出入口のないインターチェンジのこ

と。 

排水機場 

自然排水が困難な区域内の水を、河川に放流・排水するポンプ施設のこと。 

現在、市域には国管理の排水機場が１箇所、県管理２箇所、市管理 33 箇所の排水機

場が整備されている。 

ハザードマップ 

災害による地域の危険度予測を地図上に示し、市民の災害への備えや避難行動に役立

てるために作られた防災地図のこと。 
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パブリック・コメント手続 

公的な機関が規則あるいは命令等の類のものを制定しようとするときに、広く公に

（＝パブリック）、意見、情報、改善案等（＝コメント）を求める手続のこと。 

パブリックデザイン 

公共の場所を構成する人、もの、情報において、相互の最適な関係をデザインするこ

と。 

バリアフリー 

障がい者や高齢者等が社会生活を営む上で、障壁（バリア）となるものを取り除いて

いくこと。 

フルインターチェンジ 

上り線出口・入口、下り線出口・入口の４つの出入口をすべて満たすインターチェン

ジのこと。 

プレイパーク 

地域の人々やボランティアの協力・運営のもと「自分の責任で自由に遊ぶ」を基本に、

手づくりのアスレチック遊具を整備し、どろんこ遊び等もできる公園。子どもの感性や

創造力を育み遊びの輪を広げることを目的としている。 

プロムナード 

植栽や舗装などで修景整備がされた遊歩道や散策路。 

防火地域又は準防火地域 

市街地における火災の危険を防ぐために、都市計画法で定める地域地区の１つのこと。

防火地域内の建築物については、①耐火建築物又は準耐火建築物とすること、②耐火建

築物又は準耐火建築物以外の建築物は、延焼の恐れのある部分に防火戸等の防火設備を

設けること等の制限が課せられる。準防火地域は、防火地域に準ずる地域として、一定

規模以上の建築物は耐火又は準耐火建築物とすること、②木造の建築物は、延焼の恐れ

のある部分を防火構造とすること等の制限が設けられている。 

防犯ステーション 

地域防犯の活動拠点のことで、徒歩や自転車、青色防犯パトロール車によるパトロー

ルや、防犯に関する相談等を行っている。令和 3 年 5 月時点、みさと団地、ピアラシ

ティ交流センター、高州・東町地区、三郷早稲田民間交番、鷹野地区の 5 箇所に設置さ

れている。 

ポケットパーク 

歩行者等が休憩し、または近隣住民が交流するための空間で、道路もしくは道路沿い

に設けられた緑のある小広場のこと。「ベストポケットパーク」の略で、チョッキのポ

ケット程の公園という意味。 

歩車分離 

歩行者の安全を守るため、歩行者の動線と車両の動線を分離すること。 

保存樹木・保存樹林・保存生垣 

都市の美観風致を維持し、潤いとやすらぎある生活環境を確保するため、市長が指定

した樹木等をいう。本市では、指定に伴い奨励金の交付を実施している。 
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―― ま ―― 

マイツリー事業 

花や樹等のみどりを大切にする意識の高揚（向上）を図ることを目的に、平成 28 年

度から実施しており、市が指定する樹木（記念樹）を購入し、市内の公園にメッセージ

プレート付き記念植樹を行う。 

三郷市みどりの基金 

緑化推進と緑の保全に要する費用に充てるため設置された基金制度のこと。 

道の駅 

ドライバーの休憩施設と市町村の地域振興施設が一体的になった、地域の情報発信と

交流を図ることを目的にした施設。 

みどりの広場 

自宅の増新築等で不用になった樹木を引取り、一時的に移植・ストックしておく広場

（グリーンバンク）のこと。それらの樹木を公共施設の緑化や希望者に提供し、緑の有

効利用を図るシステムをつくっている。 

 

―― や ―― 

ユニバーサル社会 

人種、障がいの有無等の違いを理解し、自然に受け入れ互いに認め合う共生社会。 

ユニバーサルデザイン 

年齢・性別・障がい等を超えて、すべての人が自由に活動し、いきいきと生活できる

ようにするという考え方を基本に、ある特定の人のためのデザインではなく、より多く

の人が利用できるよう配慮されたデザインのこと。また、そういったデザインをしよう

という考え方そのものをいう。 

用途混在 

住宅や工場、商店等異なる用途の建物が無秩序に混在している状況のこと。 

用途地域 

都市計画法に基づき、住居地域、商業地域、工業地域等市街地の大枠としての土地利

用のルールが定められるもので、13 種類ある。用途地域が指定されると、それぞれの

目的に応じて建てられる建物の種類が決められる。 

 

―― ら ―― 

ライフライン 

電気、上下水道、ガス、電話等都市活動を支えるために地域に張りめぐらされている

供給処理・情報通信の施設。 

 

 



資料編 

209 

立地適正化計画 

持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応したコンパクトシティ

を実現するために定める、市町村マスタープランの高度化版の計画のこと。コンパクト

なまちづくりと公共交通によるネットワークの連携により、「コンパクトシティ・プラ

ス・ネットワーク」のまちづくりを進める。 

緑地協定制度 

都市緑地法に基づき、都市計画区域における相当規模の一団の土地で、市街地の良好

な環境を確保するために、所有者全員の合意によって締結する緑地の保全または緑化の

推進に関する協定のこと。 

歴史的な資源 

まちの中で歴史を伝える有形（建造物や名所、自然的環境等）、無形（工芸技術や民

俗芸能等）すべてのものを指す。 

6 次産業化 

１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等

の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新た

な付加価値を生み出す取り組みのこと。 

 

―― わ ―― 

ワークショップ 

地域に関わる多様な立場の人々が参加し、コミュニティの諸課題をお互いに協力して

解決し、さらに快適なものにしていくため各種の共同作業を通じて計画づくり等を進め

ていく方法をいう。 

わんぱく運動場 

町会や自治会の協力により、児童の健全な育成および地域住民の交流を図るために設

置した標準面積 1,000 ㎡程度の運動場のこと。 

 

―― Ａ～Z ―― 

ＡＩ（Artificial Intelligence：人工知能） 

人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現したもの。 

ＢＣＰ（Business Continuity Plan：事業継続計画） 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資

産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とする

ために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取

り決めておく計画のこと。 

ＩＣＴ（Information and Communication Technology：情報通信技術） 

通信技術を活用したコミュニケーションのこと。情報処理だけではなく、インター

ネットのような通信技術を利用した産業やサービスの総称。 
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ＭａａＳ（Mobility as a Service） 

MaaS にはさまざまな定義がありますが、都市計画マスタープランでは、三郷市を含

む埼玉県東南部５市１（越谷市・草加市・八潮市・吉川市・松伏町）にさいたま市を加

えた７団体で構成する「新たなモビリティサービスによる『まち』づくり協議会」にお

いて「出発地から目的地まで、利用者にとって最適な移動経路を提示するとともに、複

数の交通手段やその他のサービスを含め、一括して提供するサービスのこと」を MaaS

の定義としています。 

ＳＮＳ（Social Networking Service） 

Web 上での社会的ネットワークの構築を可能にするサービスのこと。 
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